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序

　交通混雑が恒常的となってすでに久しい。日常生活に身近でないために話題に上ることは

多くないが，主要航路における船舶の輻鞍も看過できない状態となっている。

　安全で円滑な交通を実現するため，これまでにも幾多の努力がなされてきたが，とりわけ，

道路交通工学に関しては精力的な研究が各国で進められ，ここで得られた数多くの成果が道

路の計画や設計に生かされている。しかるに，航路の計画や設計も同様かと問えば，必ずし

もそうであるとは言えない。これは，海上交通が，安全性確保の面からの要請が極めて高い

交通であることに加えて，交通挙動が道路交通に比して多様性に富んでいるため，計画・設

計の拠りどころとなる交通現象の理解と，これを航路計画に生かすための方法論が十分でな

かったところに原因がある。そのため，従来の航路計画は関係者間の協議に基づく経験工学

的色彩が強く，現象解析を基礎とする部分についても，船舶の挙動を交通流挙動としてとら

えているわけではなかった。

　本研究は，交通の望ましさという視点から，従来の航路計画に欠けていた考え方を提示し，

併せて，そのための現象分析と予測手法を開発することを目的としている。その際航路上

を航行する船舶の挙動を流れ”としてとらえ，その流れ方の望ましさが計画の評価に直接

反映されるような計画方法論を構築するというのが研究の基本的態度である。実際の計画へ

の適用にあたり，さらに検討を加えるべき問題も少なからず残されているが，航路計画をよ

り一層合理性に裏付けられたものとし，航路計画者と航路利用者の間によりよき航路の姿を

探るための共通の言葉を提供するという当初の意図は，ある程度達成できたのではないかと

考えている。本研究が，海上交通工学と航路計画法の発展にいささかなりとも寄与しうるな

らば望外の喜びである。

昭和60年8月

喜　　多　　秀　　行
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第1章　　序 論

　本研究は，航路計画の合理的な方法論を提案するとともに，これに沿って計画を策定する際に必要と

なる海上交通流の挙動を解析しようとするものである。

　古来，船は風や波といった自然条件を克服しさえすれば，海上を自由にかつ安全に航行することがで

きた。このような時代には航路計画は一部の例を除いてほとんど必要とされなかった。また必要とされ

た数少ない例も，陸岸を開削して短絡航路を設けたり（我が国の例では音戸瀬戸や奥南航路など），河

口を増深して河川を内水路化する場合が多く，航路計画にそれほど精緻さが要求されたわけではなかっ

た。しかし，1960年代から船舶交通量の増加と船舶の大型化が進展し，航路上での恒常的な交通混雑

が次第に顕著となってきた。一方，危険物輸送船の増加や航路をとりまく水域の利用の高度化が進むに

つれて，航路上で一たび事故が発生すると経済的損失はもとより環境面においても甚大な被害をこうむ

る傾向にある。そのため，多くの主要な航路では，旧来の姿のままでは安全かつ円滑な海上交通の疎通

を図るという航路の機能が十分発揮されない状態となりつつある。

　このような状況から航路の整備が要請されているのであるが，航路計画では必然的に上述のような種

々のリスクを取り扱わざるをえず，これらリスクの分析と評価を必要とする点で，一般の交通施設計画

と異なるものがある。航路計画では一般に航路の計画主体とリスクを受容する主体が異なるが，この点

に関する研究がこれまでほとんど見られなかったこともあって，ともすれば計画者と航路利用者とが意

思の疎通を図ろうとしても共通の言葉に不足をきたしていたように著者には見受けられる。

　また，海上交通を対象とする計画であるため，海上交通流の挙動とその評価に関する知識力泌要とな

るが，現段階における海上交通工学の成果は，そのほとんどが交通現象の記述と統計的な分析に留まっ

ており，しかもその全てが航路計画に直接利用できる形に整理されているわけではない。したがって丁

合理的な航路計画を策定するためには，計画方法論の構築とともに，そこで用いる海上交通流の挙動に

関する知識をも利用しやすいかたちで整理しておくことが必要となる。

　以上のような背景を踏まえて，本研究では航路計画を策定する際に必要となる海上交通流の挙動解析

とその評価の方法を示すとともに，ここから得られた結果を用いて構成される合理的な航路計画の方法

論を提案することを目的とする。

　本研究は2編からなる本論，ならびに序論と結論から構成される。

　第1編は，航路における船舶交通流の解析を行うものである。本編で船舶交通流を解析することの目

的は2つある。その1つは，第皿編で提案する航路計画の方法論の具体的内容を整備し，その妥当性を

一1一



論じるための基礎を準備することである。航路計画は単なる施設整備計画に留まらず，航路上を航行す

る船舶を対象とする総合的な交通計画であるべきと著者は考えているが，このためには，もとより計画

の実施に伴う船舶交通流の挙動の変化が十分把握されていなければならない。その際，留意しておくべ

きことは交通流解析は解析結果を利用せんがために行われるのであり，したがってその目的が異なれば

解析の視点も異なり，モデル化を行うに際してモデルが有すべき要件も変わってくるということである。

しかるに，これまで船舶交通流の解析を主として手掛けてきた海上交通工学の分野における研究には，

挙動を単に整理することに重きを置いたものが少なくない。もちろん，事実を詳細に観察し，これを記述

することは重要な仕事である。しかし，著者には，解析した結果がいかに有効に利用されるかがそれに

も増して重要なことのように思える。その意味で，本編では，第皿編で論じる航路計画の方法論に直接

活用しうる形で現象を解明・記述するという視点に立って解析を行う。

　さて，船舶交通流を解析するいま一つの目的は，交通流一般の現象をさらに深く見る目を養う端緒と

することである。海上交通に限らず自動車交通や航空機の運航も，数多くの人間一機械系が一団となっ

て交通路を流れてゆくシステムと見なすことができる。そして，個々の操縦者はその場その場の操縦環

境に応じて適切な判断（意思決定）を下しながら，自分自身の移動の目的をより多く達成しようと行動

する。このような観点からは，全ての交通はその発現の仕方は異なるものの根本的には同一の行動原理

に基づいていると言える。自動車交通では，その操縦性の良さの故に，ほとんど運転者の反射的な行動

のみによって交通流全体の挙動が規定されているように見えるが，例えば高速道路のランプウェーから

輻竣している本線車道への流入部における走行挙動には，他車と接触することのないよう十分留意しな

がら大胆に進入して行くという運転者の意思決定が色濃く反映しているのを見ることができる。したが

って，交通流解析は，どのような種類の交通であれ，基本的に操縦者の意思決定行動にたち返ってなさ

れるべきであると著者は考えている。その際，交通挙動に占める操縦者の意思決定行動の割合がなるべ

く大きい交通を対象として選ぶことが解析作業を容易なものとする。この意味で海上交通流はまさにう

ってつけの解析対象となる。

　ただし，本研究では後者の目的を常に念頭に置きつつ，第ll編の準備作業としての先の目的を第一義

的な目的として解析を進めることとする。

　第2章では海上交通流の特徴を述べ，いくつかの新たな交通流特性を提示するとともに，これまで明

らかにされた基礎的な交通流特性の整理を行う。海上交通流の特徴を把握しておくことは以後の解析の

助けとなり，交通流特性の整理はより複雑な交通現象を説明する有力なtoolとなる。

　第3章では，海上交通流のマクロな状態を記述する有用な指標の1つである船舶衝突事故危険度に関

する解析を行う。その中心となるのは横切りのない航路を対象として構築されるOSHICOP一モデル

（操作型船舶衝突確率推定モデル）であり，このモデルは航路交差部や横断橋梁が存在する水域をも対
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象としうるよう拡張される。

　第4章では，船舶の避航領域を解析し，種々の状況の下での避航領域の大きさを算定するモデルを提

案する。避航領域は船舶のミクロな挙動を説明するのに極めて便利かつ有用な概念であるが，その定義や

名称を巡って多くの議論が繰り返されてきた。本章では，この混乱の原因を指摘すると共に，延々と続

けられてきた議論を整理し，今後の研究方向を与える1つの考え方を示す。さらに，上述した避航領域

算定モデルの現象説明力を実態観測調査資料から検証する方法をも提案する。

　第ll編は，航路計画の方法論の考え方とその手順を論じるものである。

　航路計画は航行船舶の安全性ととりわけ深いつながりがある。これまで，航路計画への科学的合理性

の導入が，航路諸元の最低許容基準を設定する局面までにしかなされていなかった理由として，確保す

べき安全性の適切な水準をどこに求めるか，ならびにその水準をどのようにして設定するかという点が

明確でなかったことが指摘できる。また，現段階では安全性ほど表立って論議されないが，迅速性や操

船の容易さという意味での快適性などについても同様であり，さらに航路にどのような機能を期待する

かということについても具体的な提示がなかった。つまり，①航路計画の目的のあいまいさ，②航路機

能の定量的把握の欠如，③計画変数と航路機能の対応づけの欠如，の3つの問題が残されていたがため

に，合理性に裏付けされた航路計画を策定しえなかったといえる。

　そこで，本編では上記の問題点を踏まえ，第1編で得られた成果をも援用して，合理性に裏づけられ

た航路計画を策定するための方法論に関する基本的な枠組みを，リスク・アセスメントの考え方を参考

にして提示する。次いで，いくつかの航路機能の定量化を図り，その統一的な評価のあり方と具体的な

方法を検討する。そして，これらの結果を総合し，航路計画の検討手順として取りまとめる。

　第5章では，航路計画の基本的な考え方を論じる。ここでは，航路計画の目的と計画領域など計画を

構成する基本要素を示し，本編で提案する航路計画の方法論を特徴づける諸点に関して著者の考えを述

べる。これは，従来の方法が抱えていた問題点に対する1つの解答を示すものである。そして，これら

の特徴を組み込んだ方法論を構築するために必要となる具体的な作業を提示し，全体における位置づけ

を明らかにする。ここで示された作業のうち主要なものについては第6章から第8章でより詳細に検討

される。

　第6章では，航路上での船舶衝突確率が，航路の機能の1つである航行安全性および混雑の程度を表

わす定量的なよい指標となりえることを指摘する。そして，航路諸元と航行規制に関する種々の計画変

数の変更，すなわち航路計画代替案の望ましさを，船舶衝突確率をメジャーとして用いて定量的に評価

する。この検討を通じて，航路の整備の効果と航行規制の効果を統一的に評価しうること，ならびに双

方が互いに相補的な関係にあることが理解される。

　第7章では，第6章で行われた航行安全性の観点からの航路計画の定量的評価を他の機能からみた評

一3一



価と統一的に比較するため，貨幣タームに変更する方法を示す。

　第8章では，航路の機能のうち航行の迅速性に着目し，この観点から航路計画の分析と評価を行う。

ここでは，航路計画代替案を実施することにより実現する迅速性の面からみた交通状態を推定するため，

航行シミュレーション・モデルを開発する。同時に，第7章と同様に，迅速性の面からみた航路計画の

定量的評価を貨幣タームに変換するため，航行船舶の遅延損失を算定する方法についても述べる。

　第9章は，第5章で示した航路計画の基本的枠組みに，第6章から第8章までで検討した結果を組み

込み，航路計画の検討手順として総合化する章である。検討手順の提示に引き続き，簡単な事例に対す

る数値的な検討を通じて，本研究で提案する現象分析モデルや方法論の妥当性が示される。

　第10章は結論であり，本研究で得られた主要な結果を取りまとめると共に，今後の課題についても述

べる。

海上交通流の特徴と統計的性質　　　（第2章）

航路における船舶衝

ﾋ確率の推定

@　　　（第3章）

衝突危険度に着目し

ｽ避航領域の同定

@　　　（第4章）

船舶衝突事故率による航

H整備と航行規制の評価

@　　　　　（第6章）

航行シミュレーションモデ

汲�pいた航路における

ｬ雑費用の評価（第8章）
■

航路における船舶衝突事故損失の評価　　（第7章）

図1－1　本研究の構成
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　　　　　　第　　1　　編

航路における海上交通流解析に関する研究



第2章　海上交通流の特徴と統計的性質＊

2－1概　　説

　航路の計画は，航路上を航行する交通の実態に即したものであることが要請されるが，そのためには

まず，どのような航路条件，交通条件の下でどのような交通現象が生じるのかを知っておく必要がある。

交通流を取り巻く諸条件と交通現象とを関連づけることを交通流解析と言うが，多くの場合，既に明ら

かにされた交通流の基本的な性質を用いて，より複雑な交通現象が説明される。この基本的な性質が交

通流特性と呼ばれるものであって，交通流を構成する個々の船舶の挙動をさまざまな側面から眺め，全

体としてどのような傾向を持っているかを記述する指標である。したがって，今後種々の交通流解析を

行うためには，まず海上交通流の基本的な交通流特性を知っておくこと力泌要となる。

　海上交通工学は，世界に先がけて我が国で始められてからまだ20年に満たない若い学問分野であるが，

今日に至るまで，その相当部分の努力が海上交通流の観測とその結果を解析して交通流の特性を明らか

にするために振り向けられてきた。そして，この種の研究の積み重ねにより，海上交通流の基本的な特

性はかなりの程度整理されてきている。

　そこで，本章では，次章以降の解析を進める上で基礎となる基本的な交通流特性を，著者が明らかに

したものをも含めて整理する。その際，海上交通流の特徴をあらかじめ把握しておくことが理解を助け，

また新たな解析の手掛かりを与えると考えられるため，第2節では解析結果の提示に先立って，海上交

通流の特徴について述べる。第3節と第4節では，第3章で提案するOSHICOP一モデル構築のために

著者が新たに観測し，解析を行った方位角分布と避航開始距離分布について説明する。また，第5節は

第4章で議論する避航領域の同定に関する諸問題に取り組む端緒となった避航船舶の離隔距離を整理し

た結果を示すものである。第6節には，これまでに明らかにされている上述以外のいくつかの主要な交

通流特性を紹介するが，ここでは結果を示すにとどめ，詳細については参考文献を参照されたい。第7

節には交通流特性ではないが，海上交通流を解析する上で利用することの多い船舶諸元相互の関係のう

ち，次章以降の解析で用いるものを示しておく。

2－2海上交通流の特性

　交通流の挙動は，それを構成する要素一自動車，航空機，船舶，歩行者など一の違いによって大きく

異なる。これらのうち，最も古くから解析が進められているのが自動車交通流であり，これはまた我々

にとって最も身近な交通でもある。ところで，交通流を解析しようとする際に，対象とする交通流の基

＊本章の一部は文献1）～5）として発表している。
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本的な特徴を把握しておくことが理解の助けになることはしばしば経験されることである。そこで，本

節では次節以降の解析に先立ち，海上交通流の特徴を自動車交通流と比較することにより明らかにする。

　（1｝自動車交通流が基本的に1次元的な流れであるのに対し，海上交通流は2次元的な流れである。

　　　交差部，分合流部および織込み区間（ウィービング）を除いた道路では，基本的に自動車交通流

　　は1次元的な流れとなっている。ここに，“1次元的な流れ”とは交通流の構成要素である個々の

　　自動車の挙動が主として道路の長手方向の位置の変化のみで記述され，幅方向の変位は無視しうる

　　程度であることを意味する。これは，

　　　　①　タイヤと道路の間の摩擦を利用して走行しているがために，側方変位はほぼ完全にコント

　　　　　ロールしうる。

　　　　②　加減速特性に優れているため直前を走行する車の動きに応じた運転が可能となり，追従走

　　　　行をすることができる。

　　　③上記の特性から，道路上に車線が設定され，追い越し時等を除いてこの車線上を走行する

　　　　　ことが定められている。

　　という理由からと考えられる。一方海上交通では全くこの逆の理由，すなわち，

　　　①　推進力により移動する浮体であるため，側方変位を完全にコントロ→レすることが困難である。

　　　②近傍を航行する他船との間に流体力が働き，保針が困難となるため，ある程度以上には接

　　　　近して航行することが困難である。

　　　③航行速度が個々の船舶ごとに異なること，ならびに加減速に時間を要し，かつ他船舶との

　　　　意思の疎通も十分ではないことから追従航行が困難である。

　　　④航路上には通行レーンの概念がない。

　という特徴から基本的に2次元的な流れとなる。

②　船型のばらつきが極めて大きい。

　　自動車交通流を構成している車両は，小は自動二輪車（あるいは自転車）から大はたかだか大型

　　トラックまであり，車両長で見ても約2mから12m，6倍程度の幅しかない。これに対して海上交

　通流では数トンの漁船から数十万トンの巨大タンカーまで極めて広範囲にわたる。船舶の大きさは

　そのまま運動特性に反映されるため，船型が広範囲にわたっていることは小型船と巨大船で運動特

　性が大きく異なることを意味する。このように，多様な挙動を示す船舶が航路上を混在して航行し

　ていることが海上交通流の1つの大きな特徴である。したがって，海上交通流を解析する際には，

　このことを十分念頭に置いておく必要がある。

（3）交通流の挙動に影響を及ぼす要因が極めて多い。

　　交通流の挙動は，自動車あるいは船舶といった交通流を構成する要素の特性とこれを取りまく交
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　通環境の両者から規定される。前者に属するものとして海上交通では個々の船舶の特性と操船者に

　関する特性があるが，船舶の特性は船体の大きさだけでなく旋回性や追従性，保針性，あるいは加

　減速性能など数多くの要因に依存し，また操船者についても多くの資質が要求される。後者に関し

　ては，風，波，潮流視程といった多くの要素からなる自然条件の影響をとりわけ大きく受け，さら

　に，航行船舶をとりまく交通環境や他船との遭遇状況も多岐にわたる。一方，自動車交通流に目を

　移すと，道路の状態は一定の規格の下に整備され，運転性能も通常の走行状態では満足のいく水準

　に達している。このように，海上交通流の挙動に影響を及ぼす要因が極めて多く，それ故，交通流

　の状態を特徴づける各種の指標と影響要因との関係を観測データを用いて統計的に整理することが

　容易でない。また，既往の解析結果の中にも着目していない要因が及ぼす影響を分離していないも

　のが見うけられる。このことが，海上交通流解析の進歩を遅らせた1つの原因とも考えられる。

（4｝影響を及ぼす要因のうち，その大きさが常に変動しているものが多い。

　　海上交通流の挙動に自然条件が大きく影響することは上で述べたが，自然条件の中には，波や風，

　流れなどのように時間的，空間的に常に変動しているものが数多くある。これらは船体に常時作用

　する外力であるため，これらが持つ不確実性（ここではrandomness）が個々の船舶の船体運動に不

　確実性をもたらす主要な原因の1つとなる。

〔5）操船に対する船体運動の反応が遅いため，航行挙動に及ぼす㎞n…mfactorの影響が卓越している。

　　自動車は船舶に比べて加減速や回転性能に優れており，走行状態の敏速なコントロールが可能で

　ある。したがって，運転操作もほとんど反射的に行われると言ってよい。しかしながら，船舶は操

　船に対する船体運動の反応が遅いため，操船者はあらかじめ今後起こりうる状況を推測し，行動を

　決定する必要にせまられる。また，｛4）に述べた不確実性の存在はこの決定を一層困難なものとして

　いる。このような状況の下で操船者は技術と経験を頼りに時々刻々の行動を決定していくのである

　が，このことからも海上交通流の航行挙動に及ぼすhuman　factorの影響が極めて大きいことが理

　解される。

｛6｝航行挙動のばらつきが大きい。

　　上に述べた（4），（5）から，外力の変動によりもたらされる航行挙動の不確実性ならびに操船者の認

　識・判断に起因してもたらされる航行挙動の不確実性が大きいことがわかる（図2－1参照）。そのた

　め，航行挙動を特徴づける種々の指標はいずれもある程度ばらついていることが多い。このことは，

　海上交通流の挙動を記述するにあたり，決定論的な言己述よりも確率論的な記述をすることの方がふ

　さわしいものとなる可能性を示唆するものである。

（7｝事故発生時の被害が一般に大きい。

　　自動車交通においても事故の発生は，とりわけ死傷者が多数にのぼるという面から大きな問題と
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　なっているが，一般に，事故が発生した場合の被害は海上交通の方が大きく，特に大型船や巨大船

　あるいは危険物輸送船の場合は極めて甚大なものとなる。そのため，操船者は事故の発生を努めて

　避け，安全性の確保のためには非常に慎重になるといった点で操縦者の基本的態度が自動車交通と

　異なるものがある。それ故，操船者の行動モデルの作成や交通流の評価を行う際にはこのことを十

　分考慮に入れておくことが重要である。

（8｝交通流の状態が主として安全性の変化に反映される。

　　自動車交通では混雑が進むにつれて走行速度が低下し，所要時間の増加が顕著となってくるが，

　1台当りの事故危険度は逆に減少する傾向にある9）一方，海上交通では航路上での混雑が甚だしく

　なるほど事故危険度が増大するが，所要時間の変化はさほどでない。この事実が（7）で述べた操縦者

　の態度とも関係しているものとも考えられるが，交通流の評価を行う際に同様の考慮が必要となる

　1つの理由と言えよう。

自船の航行位置，方位角，速度

相手船の航行位置，方位角，速度

自船の操船性能（旋回性能，加減速性能（減速時の横流れなどを含む））

気象・海象（潮流の速度，方向，局地的ばらつき，風向，風速，波浪）

相手船からの流体力（2船間の相互作用）　　　　　　　　　　etc

一｛許容衝突危一関す歴

一｛一路上を航ne・kめの璽術

図2－1　避航操船プロセスに存在する不確実性
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2－3　方位角分布

　一様な航路においても，船舶の航跡は　　　　　　　　　　／

常に航路に平行であるということはなく，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一＿v
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ
進行方向にはばらつきが見られる。これ　　　　　　　　　、！ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1K

は・e船の船位齪誤差・波や潮流風　　／　　。e

齢㌫1∵竺㌫繍　　淑二
に対する避航ならびにこれらの原因に　　　　　　　　　　　　　　　　　／

よりはずれた。一スライ。へ戻、ための　　　　！〉ぐ

操船などに起因するものである・そして・　　　　　　、／’

酬行動は，「自船が航路内のどの位置　　　　　　　！r

く，「どのような方向に航行しており，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≠

進路は安全な水域内にあるか」という情　　　　　　　　　　　　　　　‘　　1

報の両方を判断材料として決定されると　　　　図2－2　浦賀水道航路と解析のための区間分割

考えられる。したがって，船舶の進行方

向も航路幅方向の航行位置と同様に重要な交通特性と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99．99
なりうる。以後，ある地点における船舶の進行方向と

航路中央線とのなす角を「方位角」と呼び，ある地点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99
を通る多数の船舶の方位角のばらつきを「方位角分布」

と名付ける。航路航行船舶の方位角分布はこれまでに

見られない新たな概念であり，既往の報告もないため，

浦賀水道船舶航行実態観測調査データ7）を用いて解析

を行った。図2－2に示す浦賀水道航路を，屈曲の影

響を考えてX軸方向に大きく3分割し（A～C），各

区間をさらに6分割した（①～⑥）。　当航路は中央分

離線が表示された2方向航路であるため，Y軸方向に

は片側10区間，合わせて20区間に分割した。こうして

分割した片側180，合計360のメッシュ上における船

舶の方位角を読み取り，正規確率紙上にプロットした

90

0．01

　－15　　－10　　－5　　　 0　　　 5　　　10　　　15

　　　　　Bearing　Angle　　9　　　　（degree｝

　　　　図2－3　方位角分布

’

！
’

，

ノ

●

・β’

ξ
X Y

！

●B－

｢B一

12

’
ロB一 3

7．8

ノ ＊B一 4
掌

▲B一 5

OB一 6

ところ，ほぼ正規分布に従うとみなせる結果を得た。そのうちの数例を図2－3に示す。
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　また，分布の平均値と標準偏差

が航路方向および航路幅方向でど

のように異なるかを見るため，航

路屈曲の影響の小さいと思われる

Bの区間について，メッシュごと

の平均値と標準偏差を図2－4，

図2－5にまとめた。これを見る

と，航路側端部では，航行する船

舶が少なく標本数も少ないため，

平均値と標準偏差の値はばらつく

一10

ものの，標本数の多い航路中央部では，

平均値，標準偏差ともに航路方向にも航

路幅方向にもほぼ一定値をとる。これよ

り，一様な直線航路においては，方位角

分布は航路のどの部分でもほぼ伺じ平均

値と標準偏差を持つ正規分布，

0　

5　

5　

5

0

　　　16　15　14　13　12　11

　　　　　　　　　　　　Y

図2－4　方位角分布の平均値

●B－1▲B－2 二 B－4
a－5

oB－3 OB－6

19 1817 16　15 14 13　1211 10 9

　　　　　　　　　　　　　Y
図2－5　方位角分布の標準偏差

卿）一
Yii；　・xp〔一†（一竿）2〕

・（2．　1）

に従うとの繍を馳こuc，平均値・，｛ま抽むね航路方向に一致し（・，一・°）漂鞠差・，は約

4°である。ある方位角gで航行している船舶坑航路端にある程度まで近づいた時点で一gの方位角に

変針して航路中央部に向かうものと推測すればμψニ0°は予想と一致する結果と言えよう。

2－4　避航開始距離分布

　避航開始距離は，自船と避航対象との相対的位置関係の測定誤差と将来予測のばらつき，および「危

険な状態」なる概念のばらつきが「危険になった」と認識する時期をばらつかせ，さらに，他船に対す

る避航など当該避航対象に対する避航が望んだ時期にできない場合があることなどにより，かなりのば

らつきが見られるため，分布形をなした交通特性と考えるのが妥当であろう。

　2－4－1　同航・反航船舶に対する避航開始距離分布

　船舶相互の避航開始距離（Give－Way　Starting　Distance：G．W．　S．一距離）1は個々の避航形態によ
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って大きく異なる。以下では，ばらつきを有する避航開始距離が，船舶特性や交通特性に依存する確定

値項と，操船者の経験や天候など本モデルで明示的に取り扱っていない諸要因に起因するランダム項か

らなっているものと仮定して解析する。避航開始距離は，行き合い（Head－on），追い越し（Over－

taking），被追い越し（Overtaken）（以後，それぞれ添字，　H，　T，　Oで表す）に対して以下の形で表され

る。一方，ランダム項はこの確定値項による推計値と実現値との残差を種々の説明変数に対して解析し

た結果に基づき定めた。

；；蹴鷲鷲1：：：1｝
…　’・・（2．2）

ここに，Vは速度　Lは船舶長（垂線間長）であり，以下添字k，k・は着目船と相手船を意味するものと

する。α，β，γ，δは偏回帰係数であり，εは平均値0，分散1の標準正規確率変数である。式（2．2）の

ランダム項は，操船者の経験，天候などの本モデルで明示的に扱っていないランダム要素の影響を表し

ている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．9999
　式（2．2）で示した避航開始距離分布の確定値項

のパラメーターα垣，βθ，rfl・および吟，flT・rT，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．99は運輸省第三港湾建設局の実態調査資料8）より求

めた。表2－1にその値を示す。　図2－6は実

績畦“。，lkk，Tと擬値烏。▲，Tの残差

をそれぞれδH，　6T（Lk＋Lk，）で基準化して正

規確率紙上にプロットしたものである。データ数

は少ないが，εを標準正規分布と仮定しても大き

な過ちはないと考えられる。

表2－1　避航開始距離分布の偏回帰係数

α β γ
δ

H 一931．4 4．59 4．59 220．0

τ．0 87．1 6．40 1．60 2．45

H：Head－on，　　T：Overtaking，

0　：0vertaken

50

．01

．OOOI

　－4．0

一一一←・ Norma1 Distribution
’

！

● Head－on ’

／

／

▼ Overtaking
’

9’

！

9ノ

▼
●’

句／

ノ▼

　　　＃　　’・㌢

■／

／

ノ
／

●　！
！

ノ

ノ

！

／

’

ノ

！

図2－6

　　　　　0．0　　　　　　　　　　4．O
　Residual／Standard　Deviation

避航開始距離のランダム項の分布

（追い越し）
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　2－4－2

　義務船が避航を開始した地点から保

持船の進路との交点までの距離を「避

航開始距離，lkk’」と名付ける。この

避航開始距離は船舶特性，交通特性等

により異なる値をとり，かつ操船者特

性や自然条件によるばらつきを持って

いると考え，

　　　　lkk’＝lhk’＋ε　　…　（2．3）

交差船舶に対する避航開始距離分布

と表す。ここで，lkk’は上述の諸特性

の関数となり，εはランダム変数であ

る。運輸省第三港湾建設局の観測結果

9）より，　7kh’は義務船の総ト・数GT、，，

義務船の速度Vk，，避航開始時の2船間

の距離Rの関数とすれば説明力が高く，

99

95

訟二三呈oよ

　　　5

．05

．01

　　　　一300　－200　－100　　　0　　　 100　　200　　 300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Residual　（m）

図2－7　避航開始距離のランダム項の分布（横切り）

その時の残差εの分布は，平均値0の正規分布と見なせることがわかっている。残差の分布の1例を図

2－7に示“ll’eこのことより，着酬および相手船の避ma始距離分砺（15kk’），ゐα島）は次式

で表される。

1：：i：：二∴：1：：：lll：：㍑lll：ご：｝一⑳

とし，避航開始時の両船間距離Rはデータの平均値から1，500（m）とした。

m／minである。

単位はGTがトン，　vが

　2－4－3　橋脚に対する避航開始距離分布

　航路横断橋などの海洋構造物への衝突を解析するには，操船者が衝突の危険を感じてから避航操作を

とり，障害物を回避したのち安全に通過するという一一i連の挙動を考える必要がある。ここでは，避航挙

動を定量的にとらえるため，橋脚にどの程度近づいてから避航動作をとりはじめるかという「避航開始

距離」に着目する。
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　固定された構造物に対する避航挙動に関しては，わ

ずかに山口ほか10）による避航開始距離ならびに離隔距

離の観測結果が報告されているにすぎず，これとても

統計的処理に耐えうるサンプル数が提示されているわ

けではない。そこで，橋脚に対する避航開始距離の分

布形を求めるため，実態観測を実施した。

　観沮1腸所は山口県の大畠瀬戸であり，ここにかかる

大島大橋の下を航行する船舶の航跡を2基のレーダで

観測した。観測期間は昭和57年10月4日～7日の72時

間であり，観測結果のうち約200隻の船舶の避航開始

距離を集計した。解析は，撮影画像上における航跡の

形状に注目することにより橋脚間を通過するための最

後の避航（すなわち，それ以降は橋脚間を通過し終え

るまで直進する）を開始した地点と橋脚との距離をデ

ジタイザで測定し，実距離に換算した。その結果を対数

測飢80706050④30m

．oo

50

図2－8

100　　　　　　500　1000　　｛m｝

　　Give・way　Starthg　Distance　l

橋脚に対する避航開始距離分布

正規確率紙上にプロットしたものが図2－8である。これより，本観測データに基づく避航開始距離の

分布はほぼ次式に示す対数正規分布，

ft（1）マ万1^吻6Φ〔－t（1㎎1：μzア〕
・…

@一・・・・・・・…　（2．5）

に従い，その平均値μ」は6．15，標準偏差σ1は0．59であることがわかった。

　大畠瀬戸以外の航路横断橋が設置されている水路で同様の調査・解析を行えば，さらに，平均値や標

準偏差といったパラメータを橋脚間隔や水路形状と関係づけることが可能となろうが，我が国には適切

な場所が最近までほとんどなかったため，これらは今後の研究に期待したい。

2－5避航船舶の航過距離分布

　避航は混雑流における船舶挙動の最も重要な局面である。これまで，船舶の避航挙動に関する交通特

性として，先に示した避航開始距離の他に避航領域の大きさが数多くの研究者によって観測・整理され

てきた。この避航領域は一言でいえば「船舶がそれ以上相手船に近づこうとしない領域」であり，交通

流全体の挙動をモデル化する基礎的概念として有用なものではあるものの，実際の避航動作の有無によ

らず近傍を通過する全ての船舶の航跡を元に求められていたため，避航挙動の特性のみを示すものでは

なかった。そこで，本節では，実際に避航動作をとった船舶が相手船の前後あるいは側方を通過する際
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の両船の距離の分布を同定する。

　用いるデータは昭和56年10月に

京浜運河で観測された48時間分の

レーダー観測データ11）である。図

2－9に示すように，東扇島北側

屈曲部の高台に主レーダーを，浮

島川崎港廃油処理場に副レーダー

を設置し，主レーダーは撮影間隔

4分間，副レーダーは2分間で撮

影している。解析に当っては，レ

ーダー撮影画像を拡大・焼付けし

たものを用いたが，主レーダーの

夢

　　奏査蜜旬

　　　　☆
主レーダー

ー崎航路

図2－9　京浜運河の概略図

方は画像が不鮮明であったので副レーダーの方のみを使用した。観測水域を航行する船舶はほとんどが

500　GT以下の小型船であり，平均速度は約9ktである。

　レーダー画像の撮影と同時に，目視観測も行われており，相互に対照することによってレーダー写真

上の船影の船種船型を知ることができる。船型についてはトン階だけでなく，実際の総トン数も記入

されているので，船舶の大きさの違いによる避航船舶の航過距離を知ろうとする本解析のデータとして

とりわけ適している。

　まず，レーダー写真上の航跡をつぶさに調べ，明らかに避航動作をとったと見なされる船舶とそうで

ない船舶とを分離する。そして，避航船舶とその相手船（被避航船）の双方からなる航跡対を抽出し，

被避航船舶を基準とする相対航跡に変換する。そして，同航船に関しては，避航船舶の相対航跡が被避

航船舶の船首尾線上後方と同上真横を横切る時の両船の距離を後方航過距離と側方航過距離の観測値と

する。反航船に関しても，同様に，相対航跡が被避航船の船首尾線前方と同上真横を横切る時の両船の

距離を前方航過距離と側方航過距離の観測値とする。

　一方，避航船舶の航過距離Uが平均値，Ctieとランダム項εuの和

u＝ 氏{εu ……………
i2．6）

で表現されるものと仮定し，さらにμμがUの大きさに影響を与える種々の因子の線形結合，

％＝β・＋f　βi花

　Xi：航過距離の大きさに影響を与える因子， 居：偏回帰係数

・・・・・・・・・・・・… @（2．7）
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で表わされるものと仮定する。そして，観測結果を用いて重回帰分析を行うことにより　（2．7）式の

偏回帰係数を求める。また，ランダム項εuは観測値と平均値との偏差からその分布形を求める。　本章

第2節でも述べたように，操船行動に内在する不確実性のゆえに，その結果として現れる避航航跡には

ばらつきが生じる。人的要因の入り込む余地の大きい海上交通では，このばらつきは自動車交通に比べ

て大きいものと思われ，εuの分散を0とするような推定式の作成は事実上不可能と言うべきであろう。

　次に，解析の結果を示す。

　ここでは，航過距離の大きさに影響を与える因子として，

①被避航船舶の船舶長

②避航船舶の船舶長

③被避航船舶の速度

④　避航船舶の速度

⑤　交通量

　　

　　

　　

　

LLγγQ （m）

（m）

（m／min）

（m／min）

の5因子を考えた。ここに，交通量Qは0．5マイルレンジのレーダ画面内に存在する航行船舶の隻数で

ある。

　以上の5因子と後方航過距離UOBに関

する重回帰分析の結果を表2－2に示す。

用いたデータ数は13である。また側方航

過距離Uosに関する結果を表2－3に示

す。用いたデータ数は21である。そして，

この結果から計算される後方航過距離の

平均値と観測値の差を正規確率紙上にプ

ロットしたものが図2－10であり，側方

航過距離の平均値と観測値の差を同様に

プロットしたものが図2－11である。い

ずれも，プロットした結果がほぼ直線上

にあることから，同航時における避航船

舶の航過距離のランダム項は正規分布に

従うと判断できる。その平均値は0であ

り，標準偏差は側方の場合42m，後方の

場合84mである。この結果，同航の場合

表2－2　後方避航領域と各変数の関係（同航）

重相関係数 単相関係数 線形回帰係数

交通量　Q 0．20553 一〇．2055 一19581

船舶長L1 0．23316 0．0674 4．5306

船舶長L2 0．25775 0．0052 2．3973

速　度γ1 0．73904 一〇．6014 一1、2387

速　度γ2 0．75236 0．3420 0．4854

定　　　数 275，205

表2－3　側方避航領域と各変数の関係（同航）

重相関係数 単相関係数 線形回帰係数

交通量　Q 0．02794 一〇．0279 一1．2727

船舶長Ll 0．77342 0．7629 5．0100

船舶長L2 0．79090 一〇．4050 一1．4910

速　度γ1 0．79815 0．2861 0．1097

速　度γ2 0．79824 0．1525 0．0215

定　　　数 一25．119

の避航船舶の後方航過距離UOBと側方航過距離Uαsは次式のように表すことができる。
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図2－10　残差の確率分布（同航，後方避航領域）　　図2－11残差の確率分布（同航，側方避航領域）

tlOB＝4．53　L　l＋2．40　L2－1．24　Vl＋0．49IV2－19．6Q＋275．2＋∧7（0，　842）

uos＝5・01　L　1－　1・49　L　2＋0．111！「1＋0．02　V～　－　　1．3Q－　　25．1　＋∧1（0，　422）

｝一（・・）

上式より，交通量が増すと後方，側方とも航過距離は短くなるが，その影響の度合は側方よりも後方の

方が大きいことがわかる。これは，避航領域自体の大きさの差によるものと，交通量が増して追越しが

困難になるほど被避航船舶の直後まで追従航行し，変針するためと思われる。また，後方航過距離では

船舶長よりも速度による影響の方が大きいことがわかった。被避航船の速度Vlが大きくなるとUOBが短

くなっているのは追い越す際の相対速度が小さくなるためと考えられる。なお，側方，後方とも避航船

舶の船舶長L2による影響は小さいと見てよい。

　一方，反航船の前方航過距離UIL4に関する重回帰分析の結果を表2－4に，側方航過距離tb7sに関す

る結果を表2－5に示す。データ数は共に28である。そして，この結果から計算される前方航過距離の

平均値ならびに側方航過距離の平均値と観測値の差をプロットしたものが図2－12と図2－13である。

同航の場合と同じく，プロットした結果はほぼ直線状を呈しており反航時においても避航船舶の航過距

離のランダム項は正規分布に従うと見なすことができる。平均値はいずれも0であり，標準偏差は前方

の場合が145m，側方の場合が12mである。この結果，反航の場合の避航船舶の前方航過距離知と側方
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図2－12　残差の確率分布（反航，前方避航領域）

航過距離UHSは次式のように表される。

ulLd＝15．　eg　L　i－　1．50　L　2＋　1．04　V　1

　　　－0．63V2－11．4Q－234．6

　　　＋ハ［（0，　1452）

z勉s＝1．34L1＋0．25L2＋0．15V，

　　　－0．04V2－3．30　Q＋79．5

　　　＋∧［（0，　122）

　　　　　　　　　　　　　・（2．9）

　反航の場合，前方および側方の航過距離

とも被避航船舶の船舶長L，によってほとん

ど規定されるといえる。また，前方・側方

とも，交通密度が増大すると同航の場合と

同様に航過距離は短くなる。これは予想さ

れた結果である。なお，前方航過距離に関

して避航船舶の船舶長L2による影響が負と

99
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図2－13残差の確率分布（反航，側方避航領域）

表2－4　前方避航領域と各変数の関係（反航）

重相関係数 単相関係数 線形回帰係数

船舶長L1 0．81982 0．81982 15，285

船舶長L2 0．82475 一〇、27989 一1．4996

速　度γ1 0．82823 0．38623 1．0375

速　度γ2 0．83121 一〇．16527 一〇．6297

交通量　Q 0．83996 一〇．02898 一11．363

定　　数 一234．59

表2－5　側方避航領域と各変数の関係（反航）

重相関係数 単相関係数 線形回帰係数

船舶長L1 0．72696 0．72696 1．3427

船舶長L2 0．73116 0．22723 0．2546

速　度γ1 0．79366 0．06188 0．1474

速　度γ2 0．79438 一〇．11557 一〇．0389

交通量　Q 0．85681 一〇．14492 一3．3027

定　　　数 79，546
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でている。これは，船型が大きくなるほど避航動作をとらず進路を保持しようとする傾向が解析資料か

らも読み取れるため，避航船舶の船型が大きくなると前方航過距離はわずかであるが短くなるという結

果が得られたものと思われる。

2－6　その他の船舶交通流特性

　2－6－1　船型構成分布

藤井12）は，我が国の主要狭水道における酬結果をもとに，船型錘鯛長の酬対数ωで劫した

場合の船型構成分布が，正規分布，

　　　　¢・・（ω）一癒。。・XP〔－e（ω芸・）2〕　　・・…・………（・1・）

とよい一致を見せることを示している。平均値μωと標準偏差％は水路により異なる値をとる。

　2－6－2　航行位置分布

井上13）は，船舶の水艦向の航行位置の分布（航跡分布と名付け・れてい、）　1，着目し，．の航行

位置分布¢x（X）が正規分布

　　　　¢x（・）一毒。x・XP〔－t（κ芸・）2〕　　・・………・…（・11）

で表現できることを明らかにした。航路中央から測ったその平均値Ptxは，1方向航路では航路中央，2

方向では中央分離表示の有無を表すパラメータと，航路幅▽の関数として規定される。標準偏差σxに

ついても航路幅WとL換算交通量（垂線間長の比で重みづけられた交通量）QLを説明変数とする観測式

を示している。

σx　　＝　－7．170＋α105W＋2168（？L
・（2．12）

　2－6－3　速度分布

藤井14），16）は「船舶明纏」記載の満載速力と垂線間長の関係翻べ，航行速度の分布が正規分布に

ほぼ従うことを示した。その平均値μρは垂線間長LPPと次式のように関係づけられる。

　　　　1°9μ〃＝⑫1・9LPP＋0．23　　　　　　　　………＿＿（2．・13）

ここに，μ〃の単位はm／sec，　Lppの単位はmである。また，対数標準偏差は0．06であり，これは約1．5
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kt（0．77m／sec）に相当する。

　2－6－4　到着時間間隔分布

　　16）
　　　は明石海峡における観測結果を解析し，単位時間dt内の船舶到着隻数がle隻である確率がボアソン分布，　原

　　　　Pk一誓・－m　　　　　　　……………（・14）

に従うことを示した。ここにPkはdt時間内にk隻の船が通過する確率，　mはdt時間当たりの平均通過

隻数である。これより，到着時間間隔分布，即ち，ある船舶が所定のゲートラインを通過してから次の

船が通過するまでの時間TdカS　t分とt＋dt分間である確率は，

　　　　P｛t≦Td≦t・dt｝－e’・M4　e－m（’＋dt）　　　　　一一一（2．・15）

で与えられる。

　2－6－5　船舶諸元相互の関係

　船の計画喫水線と船体の前端および後端との交点をそれぞれ通る2本の鉛直線を゜垂線”といい，そ

の間隔を垂線間長という。これを基本として種々の船舶諸元の相互関係が整理されている97）これらのう

ち，次章以降の解析に用いるものを以下に列挙しておく。

全長（LT）～垂線間長（Lpp）

　　log　Lr－（1＋α）log’LPP

蕉i：ii・・．’：一’，1・］・1・i・1・・

型幅（B）～垂線間長（Lpp）

　　1・9B－　O・　ss　1・9　LPP　－O・47

型深（D）～垂線間長（Lpp）

　　logZ）＝0．97　10gLρρ一〇．99

総トン数（T）～垂線間長（Lpp）

　　lo9　T＝2．8110g　Lpp　－1．81

・（2．16）

・・・… @　（2．17）

…………・
i2．18）

・・・・・・… @　　　（2、19）

逆転制動距離（Ds）～垂線間長（Lpp）
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log　Ds＝1．46　10g　Lpp＋O．01

逆転制動時間（Ts）～垂線間長（L1φ）

　　1・9Ts－1・　06　1・9　LPP＋O・・23

一・……
i2．20）

・（2．21）

2－7結　　語

　本章では，海上交通流を解析する際の基礎となるいくつかの重要な交通流特性を明らかにするととも

に，これまでに得られた分析結果を列挙・整理し，次章以降の準備を行った。また，海上交通流の特徴

についても若干の検討を加え，既にかなりの研究の進展が見られる自動車交通流の特徴と比較・対比す

る形でこれを示した。本章の主たる内容をまとめると以下のようになる。

　｛1）自動車交通流に対する海上交通流の主たる相違点を，①運動の2次元性，②操縦性の低さ，③不

　　確実性の大きさ，の3点に求め，交通流を解析する際にはこれらによりもたらされる種々の特徴を

　　念頭に置いておくべきことを指摘した。

　②　直線航路における航行船舶の方位角分布を実態観測調査資料より求め，これが平均値0°の正規分

　　布とよい一致を見せることを示した。

　（3）航行船舶の避航開始実態に関する解析を行い，同航船ならびに反航船に対する避航開始距離の分

　　布が正規分布に従うことを示した。

　｛4）航路横断橋橋脚に対する航行船舶の避航動作を調べるため実態観測調査を行い，観測資料を解析

　　することにより，避航開始地点と橋梁との距離の分布が対数正規分布で記述されることを明らかに

　　した。

　（5）避航船舶のみからなる同航船の航過距離に関する解析を行うとともに，この種の解析結果が確定値

　　としては表わし難い性格のものであることを示した。

　｛6）これまで明らかにされている交通流特性のうち，次章以降で用いるものについて整理し，船舶主

　　要諸元間の関係を提示した。

　しかるに，新たに解析された②～（4）の結果は，　いずれもある定められた条件の下で求められたもの

であり，現段階では観測水域の特性を十分に分離したものとは言えない。これは，解析対象として適切

な水域がさほど多くないためであり，今後，この点に関する資料の集積と研究が望まれる。したがって，

ここで得られた結果を観測水域の特性と大きく異なる水域に適用する場合には，その妥当性をあらかじ

め吟味しておくことが必要である。

　また，㈲の結果についても同様のことが言え，航路幅が航過距離に及ぼす影響を分離しておくことが

何よりも要請され，さらに，対象となった船舶がほとんど小型船であることも念頭に置いておかなけれ
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ばならない。本解析を通じて感じることは避航船舶と非避航船舶を区別することの困難さと，十分な数

のサンプルを確保することの困難さである。後者は観測技術の発達に伴う省力化が解決することも考え

られるが，前者に関する客観的な判断基準を設けることは今後とも極めて困難が予想される。そのため

解析方法を根本的に検討し直すこともあるいは必要となってこよう。このことについての1つの考え方

が第4章で示される。
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第3章航路における船舶衝突確率の推定＊

3－1概　　説

　前章第2節で述べたように，海上交通流においては，マクロな状態の変化が主として航行安全性に反

映される。したがって，航行環境と当該環境の下での海上交通流の状態を関連づけようとする際には，

航行環境と航行安全性との関係を明らかにしておくことが有用である。ところで，航路上で発生する海

難事故には，衝突，乗り揚げ，転覆，火災，機関故障，浸水などがあげられるが，これらのうち，航路計

画に資することを目的とする立場からは衝突および乗り揚げといった交通事故的海難が重要であり，な

かでも船舶相互の衝突事故は全海難件数の60％を占める9）そこで，本章では航路の諸元や交通の状況な

どからなる航行環境と船舶衝突確率との関係を明らかにする。

　解析に先立って，第2節で航路上での衝突確率に影響を及ぼす諸要因を整理し，第3節で船舶衝突確

率の推定を取り扱った従来の研究を概観する。第4節では，まず横断船舶のない一様な航路における船

舶衝突確率を推定するためのモデルを開発する。モデルの開発に当っては，航路計画上操作可能な要因

をできるだけ明示的に組み込むと共に，混雑時における船舶挙動の主要な局面である避航動作を考慮し

うるよう留意して進められる。この2つの特徴のうち，特に前者を強調する意味で，このモデルを操作

型船舶衝突確率推定モデル（Ωperational§堕p⊆gllision£robability　Model：以下，　OSHICOP一モデ

ル）と名づける。第5節では横断船舶が存在する航路交差部においても衝突確率の推定が可能となるよ

うOSHICOP一モデルの拡張が図られる。さらに，第6節では，近年増加の一途をたどっている航路横

断橋が存在する場合へと，モデルの再構築を行う。これら3つのモデルは，一般的な形状をした航路に

おける船舶衝突確率を求める際にそれぞれの結果を重ね合わすことができるように，一貫した開発思想

の下で構築が進められる。第7節は，以上のモデルの現象説明力を検証する部分である。検討はいくつ

かの本邦主要狭水道における過去の衝突確率の実績値と，同一条件下でモテウレにより計算された推定値を

比較することによってなされる。この検討を通じて本章で開発するモデルの有効性が示されるが，推定

プロセスにまったく問題が残らないわけではないため，第8節でこれらに関する議論を行ない，第9節

で得られた結果をとりまとめる。

3－2衝突確率に影響を及ぼす要因

　一般に，海難は自然条件，交通条件，航路条件，船舶条件と運航者条件が相互に関連して生ずると考

えられる9）これらを著者はそれぞれ，自然条件，交通特性航路特性船舶特性および操船者特性と

＊本章における研究の一部は文献1）～5）として発表している。
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呼び，そこに含まれる諸要因を表3－1のように分類した。航路によっては，防波堤の設置などにより

波浪や潮流といった一部の自然条件も操作可能となる場合があるが，一般には，航路特性と交通特性の

一部が航路計画上の操作変数となり得る。すなわち，交通特性の一部は航行規制の形で変更が可能であ

り，航路特性は障害物の除去，航路の凌諜・拡幅，航路標識の整備などといったように，限度はあるに

せよ人為的に行い得る。このために，航路計画上の操作変数と衝突確率との関係が，定量的にかつ相互

作用を考慮しうる形で明らかにされる必要がある。

表3－1　衝突確率に影響を及ぼす要因

Channel　Characteristics Traffic Characteristics

1．Fairway　Width 1．Ship　Size Distribution

2．Fairway　Length 2．Sailing Velocity　Distribution

3．Depth 3．Total　Traffic Volume

4．Curvature 4．Traffic Volume　Ratio　in

Operational 5．Fairway　Crossing Different Directions

6．Navigation　Mark 5．Crossing　Traffic Volume

7．Obstacles 6．Wake　Position

8．Channel　Side　Shape 7．Headway Distribution

etc． etc．

Navigators　Characteristics Ship Characteristics Natural　Conditions

1．Quality 1．Ship Size 1．Tidal　Stream

2．Illegal　Sailing 2．Speed Performance 2．Wave

Non一
3．Bad　Watching 3．Steering Performance 3．Sight　Distance

Operational 4．With　or　Without

@　　Pilot

4．Stopping

T．Radar

　　Performance

dquipment
4．Wind　Direction

T．Wind　Force

etc． etc． 6．Weather

7．Time
etc．

3－3　船舶衝突確率の推定を扱った従来の研究

　船舶衝突確率の推定に関する従来の研究は，ある要因と事故率との単相関を統計的に整理したものが

ほとんどであり，航路の計画・設計に直接適用しうる形でシステマティックな分析を行った研究は，シ

ミ．レーシ。ン1，よる杉崎ほか8），木俣．石崎9），待ち行列理論の適用を図。た原1°）・　11），航路外へ出

る際の衝突確率を扱ったCurti♂2！出会い確率までを求めた藤井13！Lewissoni4），以外には見当たら

ない。シミュレーションによる分析は演算時間と演算費用の制約を受け，原のモデルは交通諸特性が有
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するばらつきが到着時間間隔を除いて明示的に考慮されていない。一方，Curtisは同航船の前方を回り

込んで航路を横切るという特殊な状態のみを扱うものであり，一般的な交通条件に対しては適用できな

い。また，Lewisson，藤井についても避航動態が考慮されておらず，出会い確率と衝突確率の間の理

論的な関連づけにも欠ける。

　なお，道路における交通事故分析の手法として，近年，交通錯綜技法（Traffic　Conflicts　Tech－

・iq・・）の開発が勘られている：5）・16）ここで言う交瀦綜とは漣転者剛の軟対して衝突の危険

を感じ，制動や車線変更により危険を回避することを意味するもので，交通錯綜技法は，交通錯綜頻度

と事故発生回数とを対比することにより事故危険度を分析しようとするものである。この手法の基本的

な考え方は，潜在的な事故発生頻度とその顕在化率の分析という点で後に示すOSHICOP一モデルの考

え方に通じるものがあるが，錯綜発生地点が動線の交点上に限られていること，および錯綜の発生頻度

と事故危険度との関連づけの面で議論が残っていることなどの理由により，現段階における船舶衝突事

故分析への適用は困難である。

3－4　単路部における船舶衝突確率推定モデル

　3－4－1　モデルにおける推定プロセス

　図3－1は本モデルによる1隻1トリップあたり衝突確率および航路全体がもつ平均的衝突危険度を

推定するプロセスを示したものである。表3－1に示した船舶衝突に関連する諸特性のうち，モデルに

入力されるものは航路特性と交通特性ならびに船舶特性であり，自然条件および操船者特性は，平均的

な状態あるいはばらつきの程度が，観測値として取り込まれている交通特性に反映されているものと考

えている。

　まず，交通特性航路特性と船舶特性から2船間の避航失敗確率（①）および航路内での出合い確率

（②）を算定し，両者から2船間の船型別基本衝突確率（③）を求める。一方，交通特性から着目船が

航路を通過する際に出会う可能性のある船舶の隻数（④）を求めておく。ここまではすべて出会いの形

態別（行き合い，追い越し，被追い越し）および両船の船型別に計算される。そして，（③）と（④）

からある船型の船舶1隻が航路内で衝突する確率（⑤）を求め，これを船型に関する期待値演算を行う

ことにより，航路における船舶衝突危険度（⑥）を得る。

　3－4－2　モデルの前提と避航動態のモデル化

　解析対象とする航路は延長Lc，幅Wの一様な両狽1樋行航路である。この航路上を，避航時を除いて

船舶は航路と平行に独立して直進し，横切り船舶の存在はないものとする。図3－2に示すように，船

舶は船幅Bを直径とする円で表現され，この円が一部でも重なった場合を「衝突」，避航動作を取るこ

となくそのまま進めば衝突に至る位置関係にある場合を「出会い」と定義する。なお，避航の対象とな
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図3－1　本モデルにおける推定プロセス
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船より速度の速い同航船との避航に対応する。行き合いの場合（図3－3（a））は両船同時に避航を開始し，

追い越しの場合（図3－4（a））は追い越しをかける船のみが避航動作をとる。避航に伴う航跡は折れ線

で表現し，その時の変針角をθとする。避航中に両船が接するような相互の位置関係は，これ以上避航

開始が遅れれば避航動作を取ったとしても衝突に至る位置関係でもあるため，このような状態における

避航開始時点の両船の距離を限界避航開始距離，ifと呼ぶ（図3－3（b），図3－4（b））。

　（a）Give－・・y　M。ti。・i・Hedd－・・Sltuati。・　　　（a）Give－w・y　M。ti。・i・Overt・ki，g　Sit、。ti。，

　（b）　Critical　G．　W　S．－Distance　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）　Critical　G．W．　S．－Distonce

　　　B・A，（艮，K，・．B，’　AB・　B譜二

　　　　　　　　　・○　　　　＿己　苦＿
　　　　トー一一1扁一一一→　　　　　ト＿＿1己＿＿≒一ノ

　　　　図3－3　行き合い時の避航動態　　　　　　　図3－4　追い越し時の避航動態

　3－4－3　基本衝突確率

　2－4で示したように，船舶相互の避航開始距離分布は，同航時・反航時とも正規分布で近似すること

ができる。

　一方，前項で述べた限界避航開始距離，1＊は，変針角θが一定であるとし，衝突直径（船舶k，let

の中心間距離がこの円の直径より小さい場合は衝突を意味する）Dkktを

　　　　Z）kk’＝（Bk＋Bk’）／2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………・…・・（3．1）

と定義すれば，幾何学的関係から

　　　　1＊　＝　　z）hk’
kh／ff

1∴，T一

sinθ

Dkk’・
（Vk　2＋ぬラー2Vk　Vk，　cosθ）1／2

1：4，0－Dkk，・

　　　　　Vk　sinθ

　ただし，Vk　COSθ＞Vk’

（Vk2＋V、ラー2膿，…θ）1／2

…・・…
@　　・（3．2）

　　　　Vh’sinθ

ただし，Vk＜Vk’COSθ
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と表わされる。避航失敗確率は避航開始距離1力平艮界避航開始距離1＊より短い事象の確率であるので，

出会いの条件下での2船の衝突確率は，

P、HIEIv。（々，〃・，Vk，Vk’IE・・㎜t・・）－P・・b．〔lkk，f、≦1㍍IE…mt・・〕

PCTIEIVC（々，鳶’，Vk，Vk’IEnc（㎜te・）

　　　　　＝Prob・〔lkk’T≦1洗’T，　Vh　cosθ〉レZ，　l　Encounter〕

PcolEIVC（々，k’，Vk・Vk’lEncomter）

　　　　＝Prob．〔lkk，o≦1∴，o，　Vk〈Vk，　cosθlEncomter〕

・（3．3）

で与えられる。本来避航失敗確率は出会い時の2船間の中心間隔により異なるはずのものであるが，

先に示したように，本モデルでは出会いが着目船進路の延長線上で生ずるとの仮定を設けているため，

2船の相対位置には依存せず船型と速度のみから規定される。

　次に，航路内での出会い確率を求める。図3－2に示したように，航路に直角な方向にX軸を取り，

着目船と相手船のX軸方向の位置をXk，κk・とし，相対距離Lkk’を，

　　　　Lkkノ　＝Xk　－　xk’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・…　（3．4）

とおくと，出会いの条件は次式で与えられる。

　　　　一∠）hk’　≦Lhk’　≦1）kk’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・…　（3．5）

航路を航行する船舶の航行位置分布が正規分布と良い一致をみせ，その平均値と航路中央との距離Ptx’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17）標準偏差σxが（212）式で表わされることは井上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　によって報告されている。

　この結果から，対航2船および同航2船の相対距離Lkk，の分布ffl（Lkk，），　fT（Lhk，）は，次式の

正規分布で近似できることが導かれる。

　　　　㍑：；端謬：1ぐ）｝　　　一（…6）

ここに，σ叢，σ㌫，は着目船相手船の進行方向の航行位置分布の分散である。式（3．　5）と式（3．　6）よ

り。船型k，k’の2船に対する出会い確率は次式で求められる。
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PEハrcH（k，　k’）一ノニ竺ピ　fH（Lkk，）dLkk，

　　　　　　　　　kk’

P酬！（々，たノ）一五3・’fT（Lkk’）dLkk，

　　　　　　　　　kk’

｝

・・・・・・・・… @　　（3．7）

　式（3．3）および式（3．7）で与えられる避航失敗確率と出会い確率の積として，3種の避航形態につい

ての船型別基本衝突確率は次式で表わされることになる。

竃欝繍籔灘i三麟1｝一（…8）

　3－4－4　出会い状態の隻数分布

　前に，　「出会い」は2船が衝突直径内で遭遇する状態を定義したのに対し，　「出鋼・状態」とは以下

の状態をいう。すなわち，着目船が航路内で行き合い，追い越し，および被追い越しの状態になること

をいい，　「出会い状態の隻数」とは，着目船がこれらの状態で遭遇する相手船舶の総隻数をいう（図3

－5の船舶AとBの間にある総隻数）。ここでは，これら3つの状態での隻数分布の求め方について述

べる。

　方向別交通量比をλとすると，方向別の交通量はQ，＝2Q，　Q，＝（1一λ）Qで与えられる。2－6－1

で示したように，通常の交通量における船型構成分布は，垂線間長の常用対数ωを用いて，φ（ω）＝

N〔μω，σ8〕なる正規分布で近似できる。したがって，船型kの方向別期待交通量Q，k，　Q，kは次式で与

えられる。

　　　　1：1：晋（Q）k　））Qφ（ωん）｝　　　　　　・（3・・9）

　今，図3－5（a）に示すように，航路端Oi　Ofに至1階した速度Vkの船Aが，　Lc＋d　Lfl離れた位置

を航行する速度Vk，の反航船と航路内で行き合う条件は，

　　　　dLH≦・躍一　　　　　　　　　　……………（3・・1・）

である。したがって，船Aが航路を通過する間に行き合う可能性のある船舶数は，船Aが航路端に到着

した瞬間に航路端からLc＋dLHの間に存在する船舶数である。船BがLc＋dLHを進むに要する時間

δtHは，

一28一



a）Head－on

101

ご一一一一一一一一一一一Li
l

02

←一一一一t・・吉
i・｛

　　△LH－一「
　　　　　　　：

　　　　　　　　
　　　　　　　8
　　　　　　　　　v（〈由

　　　　　　　i
－　テ　　　－　’
　　　　　　　i

　　　　　　　l

t…WAL、・－1

　　　　　・ll

b）Overtak　i㎎
！　01　　　　　　　　　　　　02

　　　　　　　　　　　　k－
e－一一一一△LT－一一一一∋

　一ウVK
A　　1■） eB→v・’

c）　Overtaken

102

トー一△Lo

一7一→
「－旧中

一

102

iOl

図3－5　船舶A，Bが出会うための最長距離

一29一



　　　　δ・H－L°元IL”－Lc（1　　　1　　　十Vk’　Vk）　　　一・…………（3・・11）

で与えられる。2－6－4に示したように，定常交通流において任意の時間内に見通し線（）20∫に到着する

隻数はボアソン分布とみなせるので，ある時間間隔δ　tHに02巧を通過する船型k’の船の隻数を伽“，

とすると，その確率は次式で与えられる。

　　　　・（nHkk・）一（島旨鷺）nHkdet・・㍗’δ‘H　　　　　・一一・・…（312）

　同様に，追い越し，被追い越しの場合についても図4－5（b），（c）を参照して，着目船が出会い状

態となる船舶数が21T　kk，，nOkh，である確率P（nTkkt），　P（no　kk，）は次式で与えられる。

　　　。（nTkk，）一（Q・k”δ‘T）nTkkt．、一・・…t・

　　　　　　　　　　　　叶姑’！

　　　　　　δ・T－Lc・（1　　　1Vk，　Vk）

　　　P（n・kk・）一（Q・蒜寄』・e’Q・k・’δ6

　　　　　　δt…　Lc・（1　　　1Vh　Vk’）

3－4－5　航路における衝突危険度

……………
i3．13）

　船舶が航路内で衝突する確率は，衝突することなく航路を通過する事象の余事象の確率として計算さ

れる。行き合い状態の全ての船舶に対し衝突しない確率PSHkk，は，

　　　　　　　　　　　oo　　　　P・・hk’㍉元。。〔1－P・c・・（k・k’）〕’”w・・（nHkk・）　　……………（3．・14）

であるが，PeCH（々，々’）《1（後に示す試算では10－3のオーダー）であるので，上式は次式のように簡

単にすることができる。

　　　　　　　　　　　　
　　　　PSfi　kk’＝nH、i，＝。〔1－nHkk・　’PeCH（k・　le’）〕・P（nHkk’）

　　　　　　　　＝1－nHkk，．PeCfl（々，　h’）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・…　…・…　（3．15）

上式において，nHkk，は船型kの船と出会い状態になる船型k’の反航船の平均隻数である。　同様に，

追い越し状態および被追い越し伏態での非衝突確率PSTkk，、PSOkk，，もそれぞれ次式のごとくなる。
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　　　　PSThk’＝1－nT　kk’・PeCT（k・々’）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・…　一・・・・…　（3．16）

　　　　PSOkk・－1－no　kk’・Peco（々・　k’）

ここで，2－6で示したように，同一船型であってもその航行速度は正規確率変数として考えられるので，

その確率密度関数を，．1［（V．）とすると，期待される非衝突確率はそれぞれ式（3．17）で与えられる。

　　　　　oo　　　　oo

P5脳＝ ｫ↓PSHhk’・fk（Vk）fk’（v・・）dV・　Vk’

・∬ボ∫°° ?@VkC°Sθ』，　f、　（Vk）fk，（・k，）dVk　dVk，

　　　　　0　　　0

　　　　　　　　　　　くン　
PSOkk’一∫∫　　PSOkk・fh（㌦）fk，（Vk，）dVk　dVk’
　　　　　O　　Vk　／COS　e

・・・・・・… @（3．17）

　ある船型々の船舶が衝突することなく航路を通過する確率は，すべての避航形態，すべての船型に対

して衝突しない確率であるから，船型kの船舶の期待衝突確率PChは，

　　　　P。k－1－f，，｛PSf・・kk・・PST・kk’・Ps・kk’｝・φ（ω‘’）dωk’　・・…………・（3・・18）

で与えられる。上式は，船型kなる着目船が航路Lcをある方向（交通量λQの方向）に通過する際に

期待される平均衝突確率である。

　以上より，ある交通特性を考えたとき，所与の航路でのある方向の1トリップ当りの平均的な衝突確

率Pcは，次式で与えられる。

　　　　昆ゴP。、φ（t・k）　d・・k　　　　　　　　　……・…・…・（3．・19）

上式は，一定の交通特性のもとで，ある航路で期待される衝突危険度を示すもので，その航路の航行安

全性を示す一つの指標と考えることができる。

3－5　交差部における船舶衝突確率推定モデル

　3－5－1　モデルの前提と避航動態のモデル化

　解析の対象とする航路は，図3－6に示す。長さLCi，幅Wlおよび長さLc2，幅兎の2本の一様な航

路が角度φで交差している航路区間である。この航路上を，避航時を除いて船舶は航路と平行に一定速

度で航行し，その航行はお互いに他と独立であるものとする。横切り船舶との衝突を論じる際には船幅

の影響は小さいと考え，垂線間長Lをその長さとする線分で船舶を表現し，線分の船首側端点をもって

その船舶の位置とする。この線分が一部でも重なった場合を「衝突」，避航動作をとることなくそのま
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ま進めば衝突に至る

位置関係にある状態

を「出会い」と定義

する。

　交差する2船が出

合った時，どちらか

の航路に優先指定が

ない限り，相手船を

自船の右舷に見る船

舶（義務船）のみが

相手船の船尾側へ右

転するように避航動

作をとり，自船の左

CHANNEL晦1R
　Ql
　Pl
　　　　　　　A

CHANNEL　M　2

＼22　　　　Q，

　　　　　　P8、、

Vk．一＿一一＿．一一望△

図3－6　解析対象航路の概念図

舷に相手船を見る船舶（保持船）は速度，進行方向とも変更しないもの

とする。これは一般水域における避航方法を規定した海上衝突予防法に

基づいている。また，避航操船に際して機関の操作や投錨は行わず，変

針のみによるものと仮定する。変針に伴う航跡の変化は折れ線で近似し，

変針角θは一定とする。なお，時として2隻以上の船舶が同時に出会う

場合（多重遭遇）が生じ，その一例を図3－7に示す。現行の海上衝突

予防法に従えば，図中の船舶Aは，船舶Cに対して速度および進行方向

を保持すると同時に船舶Bに対して避航動作を取らねばならないことと

なり，実際上避航は状況に応じた各船舶の判断に委ねられているのが現

状である。従って，規範的な避航動作の記述も困難となるため，本研究

では多重遭遇を考慮せず，n隻との出会いは1隻対1隻の出会いがn回

生じたものと見なす。

図3－7　多重遭遇の一例

　　　（文献18）より転載）

　船舶は航路を航行する際，地形，潮流，航行規制などを考慮して一定のコースラインを設定し，それ

に沿って航行しようとする。航行中に他の船舶と衝突する可能性が生じた場合には，これを避航するこ

とによって危険な伏態を脱しようとするが，何らかの原因（前方不注意操船ミス等）により相手船を

完全に避航しきれないと衝突に至る。

　図3－8に，本モデルによる1隻1トリップ当りの衝突確率を推定するプロセスを示す。モデルへの

入力は航路特性，交通特性，ならびに船舶特性であり，気象，海象等の自然条件と操船者特性は，先に
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述べたように，その平均的な状態あるい

はばらつきの程度が，観測値として取り

込まれている船舶挙動に反映されている

ものと考えている。

　まず，交通特性，航路特性，船舶特性

から，2船間の避航失敗確率と交差部で

出会う船舶の隻数がn隻である確率を，

それぞれ出会い形態別，船型別，速度別

に導く。ここに，出会い形態とは保持船

としての出会いと義務船としての出会い

を指す。そして，船型k，速度Vkを有

　　　　　　　　↓

避航開始距離　限界避航開始距離

　　　＼／
　　　　避航失敗確率

　　　　　　　＼

船型構成分布一一

交通特性，船舶特性

　　　　　　　＼
　　　航路特性

出≠交通量

　　　＼／

　n隻と出会う確率

船型別衝突確率

航路の衝突危険度

図3－8　衝突確率の推定プロセス

する着目船が船型ゐ’，速度Vk，を有する相手船のどの1隻とも衝突することなく航路交差部を通過する

確率を求め，その余事象の確率として航路交差部内での船型別，速度別衝突確率を求める。そして，着

目船，相手船の船型，速度に関する期待値を取ることにより，任意船舶の平均的な衝突確率が得られ，

これを航路交差部が有する衝突危険度とする。このようにして計算される航路交差部の衝突危険度と，

前節で誘導した同航，反航船に対する衝突危険度から，解析の対象とする航路区間のもつ衝突危険度を

求めることができる。

　3－5－2　出合い隻数とその確率

　先に述べたように，着目船Aが相手船Bと出会う際に，船　　｛a）Aからみた最も早い時期の衝突

Aが船Bに対して保持船（Stard－on　Vesse1）となる場合と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A
義務船（Gi　ve＿way　Vessel）となる場合の2つの形態があり，以

下揃者には添字s・後者には添字Gをつけて囲llする・今　　’一㌃　×、・

着目船が保持船である場合を考える。図3－9において，衝

突が起こるとき，航路1を航行する船Aから見て最も早い時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛b）Aからみた最も遅い時期の衝突
機（船Bがそれ以上早く通過すれば衝突しないという意味で）

にあたるのが（a）であり，最も遅い時機（船Bがそれ以上遅

く通過すれば衝突しないという意味で）にあたるのが（b）で

ある。

　図3－10の位置にいる船Aが船Bと衝突するまでに進む距

離は，船Aと両船の進路の交点0との距離をa，船Aと船B

の船舶長をLk，　Lk’として，それぞれaおよびa＋Lkである

B

図3－9　衝突の時機と位置関係
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から，図3－10の状態から図3－9（a），（b）の状態

へ移る時間tl，　t2は，

1顯一（…2・）

で与えられる。両船の進路の交点から船Bの船首

までの距離をbとすれば，最も早い時期の出会い

となる船Bの位置blと，最も遅い時期の出会いと

なる船Bの位置b2は，それぞれ，

ルL
晦％丘％

α　D％　W有　　

あ．

⊂　F

・（3．21）

となる。ここにVk，　Vk，は船A，　Bの速度で

ある。これより，任意の位置を航行する船A

と航路交差部で出会う船は，両船の進路交点

0から距離b1とb2の間を航行している船で

あることがわかる（図3－11）。船Bの進

路は航路2の航路幅方向の全ての位置をと

りうるため，結局，図3－12に示す斜線の

領域（以下，出会い領域と呼ぶ）に存在す

る船舶が交差部で船Aと出会うことになる。

ここで，このようにして与えられる出会い

領域の面積は，船Aと船Bの速度比と船舶

長，航路交差角のみから定まり，船Aの位

置には依存しないことに注意しておく必要

がある。

　次に，出会い領域内に存在する船舶数を

求めよう。航路上を航行する船舶がある見

図3－10　進路交点までの距離

　限界避航開始距離

4㌔k，

図3－11　出会い領域とその長さ

、　、

、

＼ ㎞⑳ter　A：ea
、

、

細　　　　　　　　　　　　CoUisi（m　A【ea／一

w
A　　→

一一 ｸ三〉一一一一一 一　　一　　一　　一　一　一　一　一　　一　一　一　一

、、　、　　、

、　、　、

、　、

、

、

図3－12　出会い領域と衝突領域
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通し線上に至1屠する到着時間間隔は，ボアソン分布に従うことを2－6－4で述べた。これに基づき，各船

型別に見た船舶到着時間間隔の分布もボアソン分布に従うものと仮定する。船型kの着目船が船型k’

の相手船n隻と出会う確率PEIv　c（nl丸々’，　Vk，　Vk，）は，着目船の出会い領域に船型々’の船がn隻存

在する確率であることは前に述べた。これは，

　　　　δ・」元；1一昔・鴛　　　　………一・（3・・22）

で与えられる時間間隔δtに出会い領域の上流側の境界線上を船型k’の船がn隻通過する確率に等しい。

したがって，船型k，速度Vkの着目船Aが船型k・，速度Vk，の相手船n隻と出会う確率PEIVC（nlk・

le’，Vk，Vk，）は，船Aを保持船と考えているため添字Sをつけて，

　　　　・£・・輌，卿一｛当i（fe’）δt｝π・“蜘δ’一・…⑫

と計算される。ここに，R2は航路2における方向別交通量比（1方向交通量の全交通量に対する比），

Q2は航路2の交通量，　q2（k’）は船型k’の船舶の全交通量に対する確率密度である。船型々を船舶長

Lkで表わすとω＝109　Lkは正規分布N（μω・橋）に従う（2－・6－1参照）。　着目船Aが義務船となる場

合は航路2を逆方向に航行する船舶を考えればよいから，方向別交通量比のみを変えて，次式となる。

　　　　・昆・（nlfe・k’・Vk・Vk，）一｛（1’2・）㌣（k’）　6t｝π・←ちMδ’………（3．・24）

　3－5－3　避航失敗確率

　図3－13は衝突の形態を示したものである。前節で述べた最も早い時期に衝突する船が衝突を回避す

るためには，船首が着目船の進路を横切る時点で，

dik’一　Lh＋昔砺

（a） （b）

＼Ψ’
か、　㌧’一’””’　一’　”一　s

灘・

　　　　　　　　　　　　　π一（θ＋φ）

図3－13　出会いの時機と避航航跡

・・・・・
@　　・・…　（3．25）
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だけ側方に変位させることが必要である。そこで船首と船尾が同じ航跡をたどるとして，避航航跡は（b）

のごとく示される。これより，避航のため但1坊に変位すべき距離は，2隻の出会いの時機に応じて0～

4嘉’となり，その距離はランダムに定まる。そこで，平均距離∂㌫，／2をもってこの距離を代表させ

る。変針角θのもとで，着目船の進路を横切る時点でdξ，，／2以上変位するために避航を開始しなけれ

ばならない距離の最小値聯を5艮界避航開始距離と呼ぶことにすると，1瀞は，

　　　　　　　　聯　　　　晶，
　　　　・i・｛・一（φ・θ）｝＝2・i・θ　　　　　　　’”……（326）

なる関係と（3．25）式から

　　　　1ぱ一s1霊）（Lk・緩）L…　　　……一…（327）

として与えられる。着目船Aを避航すべき相手船Bが，進路交点0から距離0～192～の範囲で避航を

開始しようとしても両船は衝突をまぬがれない。着目船Aが義務船のときはφをπ一φとし，船型に関

する添字kと々’を交換して次式となる。

　　　　聯一s鵠）（　　　Vk’Lk’＋　　　　Vk）L…　　　…・…・…（328）

　次に，着目船Aを避航すべき相手船Bが避航に失敗し，衝突する確率を求めよう。

　単路部における衝突確率のモデル化と同様に，交差部における避航失敗確率も避航開始距離lkk’が

（3．27），（3．28）式で示される限界避航開始距離lkk’より短い確率であると考えられる。　したがって，

2－4－2で述べた交差船舶に対する避航開始距離分布fl（1ξk・），　fiθ㍍’）を知ることにより，船型と速

度がそれぞれ々’，Vk’の義務船が同じく々，　Vkの保持船に出会った際の避航失敗確率PF（々，々’，Vk，　Vk　，〉

は相手船の避航開始距離12克’が限界避航開始距離ぼ膓より小さい確率および同じくift・が1ξ2～よ

り小さい確率として次式で与えられる。

ば（k，々’，Vk，Vhノ）一・・。b．〔li、，≦／瀞〕イ／㍉11“）dli、，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膨
ψ（k・・k’・・V、・・V、’）－P・・b．〔1㌦≦聯〕一∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fl（lf，，）dlE，，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

3－5－4　航路交差部における衝突危険度

｝

…　一一・…　（3．29）

　航路交差部において，船型kの着目船（保持船）が船型々’の義務船と衝突することなく交差部を通過

し終える確率P£φは（3．29）式の避航失敗確率玲（かk’，Vk，Vk，）と（3．　23）式の出会い隻数の確率

土（nlle，k’，晒，）より，
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P脇（k，・k’，　Vk，　Vk，）一芝｛1一扉（k・・le’，陥γ丘’）｝n・識c（nl〃・　k’，　Vk・　Vk’）

　　　　　　　　　　　n＝O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・…　（3．30）

で与えられる。ここで，PF（々，々’，Vk，Vk，）《1であるので上式は次のように変形される。

　　　　　　　　　　　　　　　　oo　　　　晦（k，k’，Vk，Vk’）－nE。｛1－・・鵬（・，・’，晒’）｝・瑠・（nlk・彦’，Vk，Vk’）

　　　　　　　　　　　　　　一1一λ，Q、・q，（k’）δt・鵬（k，・h’，W、’）　……………（3・31）

　λ2Q，φ2（k’）δtは航路2を航行する船型k’の義務船の時間δtあたりの交通量である。着目船が

義務船となる場合の非衝突確率P昆ゾe（ゐ，ゐ’，Vk’Vk’）も同様に，

　　　　P9。fe（k，　k’・V、・・Vk’）－1－（1一λ，）Q、・q，（k’）δt・犀（k・k’・V・・Vk’）・…・一（3・・32）

で与えられる。したがって，船型k，速度Vkの着目船が，交差航路を通行する船型々’，速度Vk，のいず

れとも衝突しない確率P　saf、（k，　le’，Vk，　Vk，）は，次式の如く両者の積として得られる。

　　　　Psafe（々・k・・Vk・・Vk・）－P：Ofe（fe　J々’・Vk，γk’）・P？afe（々’le’・Vk，Vk’）　　　　　　　　　（3・33）

　以上の議論は，ある特定の船型，速度を有する着目船と相手船についてなされてきたが，実際の船舶

交通量では，船型，速度は広範囲にわたっている。それゆえ，横切り船舶に対する平均的な衝突危険度

Pc，c7rossは全ての船型・速度の船舶が衝突しないという事象の余事象の確率として求めなければならな

い。そこで2－6で示した船型構成分布φ（L）と船型別航行速度分布φ（Vk）を用いると，横切り船舶に

対する平均的な衝突危険度Pc，cros、は次のように定式化される。

　　　　　　　　　　　　oo　　　　oo　　　oo　　　　oo
　　　　Pc，・r・∬＝1－↓《｛｛｛1－P・afe（カ，々’，　Vk・　Vk’）｝

　　　　　　　　　φ、（Lk）φ、（Lk’）φ、（Vk）φ，（Vk・）dVk’dVk　dLk’dLk　　－・………（3・鋤

　なお，交差航路におけるトータルの衝突危険度Pcは，反航船と同航船に対する衝突危険度Pc，

Pc，straightならびに横切り船に対する衝突危険度Pc，cros、より，次式で与えられる。

　　　　P、　－1－（1－コP，，、、，a、ght）（1－P・，cr。ss）　　　　　”…’’’”一’（3・お）
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3－6航路横断橋への船舶衝突確率推定モデル

　3－6－1　対象航路と推定プ回セス

　解析の対象とする水路

の概要を図3－14に示す。

水路には，幅Wの屈曲の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DE）

ない2方向航路が設定さ

れ，航行に支障をきたす

ことのない十分な水深を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　W

有しているものとする。

横断橋は航路に直角に架

設され，そのスパン長は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［｝i）

Ls，　航路側端から一定

幅の緩衝帯を隔てて直径

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図3－14　対象航路と橋脚に対する出会い
Dpの橋脚が設置されてい

る。航路内には障害物はないものとする。この航路上を交通量がQ，方向別交通量比がλ，船型構成分

布の平均値と標準偏差がそれぞれμω，σωである船舶交通流が航行する。船舶は任意の方向に直進し，

避航は一定の変針角θの変針によってのみ行うものと仮定する。また，簡単のため，船舶をその幅Bを

直径とする円で表現し，この円の中心の位置を船舶の位置と見なす。

　以上の如き前提のもとで，本モデルでは，衝突に至るプロセスを「船舶と橋脚との出会い」と「橋脚

への避航失敗」という2段階に分けてとらえる。すなわち，操船者は自船の進路上に危険があるか否か

を判断しつつ航行している。そして，自船の位置とその方向から，橋脚との衝突に対して危険な状態に

あると認識した場合には避航操船を行うのであるが，この時，既に回避できないほど橋脚に近づき過ぎ

ていれば，衝突に至ると考えようとするものである。そこで，まず危険な伏態としての「出会い」を定

義する。次に，橋脚を回避しうるか否かを判定する基準として「限界避航開始距離」なる概念を導入し，

これを船舶特性と航路特性から求める。そして，この限界避航開始距離と2－4で述べた避航開始距離分

布から避航失敗確率を導き，先の「出会い」の状態となる確率と合わせて基本衝突確率を求める。これ

は，ある船型の船舶がこの航路を航行する際，橋脚に衝突する確率を意味するものであり，これをもと

に，ある一定期間内の衝突事故発生確率と期待事故件数が得られる。以上の推定プロセスをフローチャ

ートで示したものが図3－15である。
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Traffic　Cond

@　　　Q

Fairway　Cond．

@　w，λ

Bridge　Des．　Cond．

@　　Ls，　Dp
Bk，XO，　Yo，ψ

p．d．f．　of　SailingPosition

ｳ，（Xlw・Q）

Critical　GW§－
@　　　　　　　　1《Di　stance

P．d．f．　of　GWS－

ci・tance　f1（1）

Failure　Prob．　of

five－way
of（XO・Yo・Bk・D・L）

　　P．d．f．　of

aearing　Angle
@　　ΦΨ（ψ）

p．d．f．　of　Ship　Size

@　　　Φω（ω）

B　ニαω＋β Collision　Prob．　of

rhip　with　Pier
o，（D・L川）

図3－15　モデルにおける推定プロセス

　3－6－－2　基本衝突確率

　　（1）衝突と出会いの定義

　先に，船舶を円で表現した。この円が橋脚と一部でも重なる状態を「衝突」と定義する。また，避航

することなくそのまま直進すれば衝突に至るような位置に船舶がいることを「出会い」と定義すると，

以下のように表現される。図3－14に示した如く座標軸を定め，位置（Xo，　Yo）にいてY軸に対しgの

方向を向いている幅Bkの船舶について考えると，この船舶が進行方向右側の橋脚の内側に接する場合

の方位角を砿＊，左側橋脚の内側に接する場合の方位角を碗＊として，

　　　　q≧9㌘㎡佑≠）－S・n－・）。2．（≒ゾ

9≦ぴ一㎡（Xo＋2　夕o）一㎡ p．≒ゾ
・・・・・・…@（3．36）
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のとき，右側橋脚ないしは左側橋脚にそれぞれ出会いの状態にある。ここに，DC　k＝（BtC＋Dp）／2で

ある。

　　②　限界避航開始距離

　まず，進行方向右側の

橋脚に対する限界避航開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dp
始距離1ζ＊を導く。図3

－16のごとく，t＝0に

点（Xo，　Yo）上で方位角

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w
qの方向を向いて右側橋

脚に出会っている船型k，

速度Vkの船舶を考える。

この船舶猫刻tsに　　　　　　　　　　　　　D・
避航を開始したとし，変

針角をer（＜0），　避航

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図3－16　避航動作と限界避航開始距離
後の速度変化がないもの

とすると，避航後の位置は，

〃

1 Yo

、

1

　　1
|⊥．　　’　B Y

　　’

ﾟ
● ●　　　　　　　　　　　　　　　　　・

●－
w

ψ

　　　　，石穿　　．11

’唱 ．
．　　　　：　Vk　　　　　　＞＼十（｝6「’　　　　　　　　　　　　　．一竜、

@　　　1　　　　　　　＼・＼　　1右1　　　　■

ζβ　　1「
1

；蕊1ぽ㌶蕊；1顎訂 ・・・・・・・… @　　　（3．37）

となり，船舶中心と右但橋脚中心との距離の極小値罐は，次式のように表わされる。

　　　　・；一・・s・・（θ，－ep）一・（X。一今一）…（θ，　－9）－V、　・ss・・θプ・………・…（・認）

DCk＝（Bk＋Dp）／2とすると，　di〈DCkの場合が衝突を意味するため，罐がDCkに等しいと置くこ

とにより，これより遅い時機に避航を開始しても橋脚を回避しきれないという限界避航開始時機せが

求まる・このt1　51（3．37）式に代入するとパ堺避航開始距剛＊は次式で与えられる。

　　　　il＊一（…9・…er…q）｛），。　s・・9・（X。一与）…q｝・D、k・…C・e，　C・・q

・・・・・・・・・・・… @（3．39）

左側橋脚に出会う場合，避航後の船舶の時刻tにおける位置（x（り，y（t））は，式（3．37）においてθ1

＝一
ﾆ7とし，橋脚の位置を（－Ls／2・0）としたものとなるため，進行方向左側の橋脚に対する限界避

航開始距離it＊も同様の過程を経て，次式の如く与えられる。
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　　　　il＊一（…9－…θ1・…）｛・。　S・・9・（X。＋芸）…9｝・D，k…e・　el・・s　g

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・…………・（3．40）
　　（3）避航失敗確率と基本衝突確率

　本研究では，船舶が橋脚に近づきすぎた場合，すなわち，船型kの船舶の避航開始距離1が限界避航

開始距離ぱより短かい場合に衝突に至ると考えることは先に述べた。したがって，出会いの状態にあ

る船舶が橋脚に対する避航に失敗する確率は，1が1‡より短かい確率である。ここで1は（2．5）式で

示した対数正規分布に従うことが明らかとなっているため，避航失敗確率Pfkは，位置（Xo，　Yo）と

方位角g，船幅Bh，橋脚直径Dp，スパン長Lsの関数として，次式のごとく導かれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pr。b．〔1≦il＊〕一丁〔1＋erf（∫ζ、〃丁）〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f・r　qIX。，y。≧gi＊（X・・y・）

　　　　Pfk（x。・y。，9・　B、・　Dp，　Ls）－P，。b．〔1≦il＊〕一丁〔1＋erf（13、／・π）〕

0

ソ・rglX。，y。≦9（＊（X・・y・）

fOr　others

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・…　（3．41）

　ここに，

　　　　・：！㎎1；一μ1・・1，・・＝一く1’IE－Sllig’・’＊一μ1，erf（ξ）一烏〆吻

である。Pfkは，位置（Xo，Yo）で方位角gをもって航行している船型kの着目船が式（3．36）に示した

出会いの条件下にあるときに，橋脚に対する避航を失敗する確率を与えることになる。

　衝突は，船舶が橋脚と出会いかつ避航に失敗する場合に生起するのであるから，任意の位置を任意の

方向に航行している船型kの着目船が橋脚と衝突する確率を船型別基本衝突確率PeCkと名付け，　Yoと

して航行船舶が避航を開始し始める点を選ぶと，PeChは（2．11）式の航行位置分布dix（x），（2．1）式の

方位角分布φg（g）および避航失敗確率Pfkを用いて，すべての航路幅方向航行位置と方位角に関する期

待値を取ることにより，次式で与えられる。

　　　　Pe。、（・。，B、，Dp，、L、，w，、Q）－ee〔zご｛1・erf（・・3k／n）｝φ，・（q）dq

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・窟｛1・erf（・1・／v’2－）｝卿）dg〕・φ・α陶）dx

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一・・・・・・・・・・…　（3．42）
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PeCkがBk，Dp，　Lsだけでなく，　W，　Qの関数ともなっているのは，航行位置分布φx（X）がW，　Qに

依存するためである。

　3－6－3　橋脚への船舶衝突危険度と期待衝突事故件数

　ここまでは，ある船型kの船舶1隻が橋脚に衝突する確率を論じてきた。次に上述の議論から導かれ

た船型別基本衝突確率PeCkを基に，ある一定期間に期待される橋脚への衝突事故件数を求める。

　2－6に示したように，船幅Bkの常用対数と垂線間長の常用対数ω丘とは船型関係で対応づけられる。

従って，船幅Bkの関数である基本衝突確率PeCkは，すなわちω4の関数である。単位時間当たり交通

量がQ，方向別交通量がλである航路における船型別単位時間当たり交通量Qkは（2．10）式より，

Qh　一λ・Q・φω（ω丘）d・・h
・・・・・・・… @　（3．43）

で与えられる。このOh隻のうちNk隻が橋脚に衝突する確率P（Nk）は，船型別基本衝突確率PeCkを用

いて，

　　　　・（Nk）一（£1）（1－・PeCk）Qk　’　IVk・Pec・Nk

である。これより，船型kの船舶の期待衝突隻数NCkは，

　　　　NCk＝PeCk　’Qk

・・… @　　　　（3．44）

・・・・・・… @　　　　（3．45）

と表される。Qkは（3、　43）式の如く与えられているため，交通量Qのうち橋脚に衝突する船舶の期待隻

数Ncは（3．42）式を船型に関して積分することにより，

　　　　＿　　　　　　　　　　　　　oo

　　　　N、　・・Q　fP、、k・φω（ω）4ω　　　　　　　　　……………（3．・46）
　　　　　　　0

として求められる。

3－7　モデルの現象説明力に関する検討

　前節までに導いた航路における船舶衝突確率推定モデルの妥当性を検討するため，我が国のいくつか

の主要狭水道に対して試算を行い，実績値と比較する。

　3－7－1　単路部における船舶衝突確率推定モデルに対する検討

　試算例とした狭水道は交通量・事故件数ともに大であり，船型構成に占める大型船の比率が小さくな

い浦賀水道，明石海峡，備讃瀬戸東部，来島海峡の4か所である。

　モデルへの入力となる航路特性交通特性は原11）に示されたものをそのまま用いる（表3－2）。
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表3－2　モデルの比較のための入力データ（航路，交通特性う

航路名 Lo w Q μω ％
λ o

明　石　海峡 18．5 4．0 68．8 1．36 0．26 0．50 020

浦賀　水　道 280 2．0 33．5 1．53 0．26 0．50 0．20

備　　讃　　東 35．7 2．0 44．5 1．43 020 0．50 0．20

来　島海峡 27．8 2．0 35．9 1．30 0．30 0．50 0．20

航路長（km）　　　　W　獺幅（㎞）
交通量（隻／時）

：船型構成分布の対数平均

：船型構成分布の対数標準偏差

：方向別交通量比

1航行位置分布のパラメータ

　表中に示した交通特性のうち，船型構成

分布を規定するパラメーターμωとaoは，

日本海難防止協会19）による各狭水道におけ

る船型別交通量の観測結果を解析すること

により求めた。方向別交通量比λは時刻に

より変化するものであるが，1日単位で見

た場合両方向ともほぼ交通量は等しいたあ，

ここでは一律に0．5とした。

　船舶特性については，船型別平均航行速

度PtVk，船幅Bkを垂直間長Lkと関連づけて

取り扱い，2－6－3に示したように規定され

るとした。

　また，航行速度分布の標準偏差σVkは，

2－6－3に示したように，すべての船型に対

10．0

デ
1

9
さ

だ

X，1．0

椙

三
rEl

8

0．1

⇔Tota1
▼　　－100（GT）
ロ　100－500（GT） O　　　　O

●500－3000（GT）
●

03000－　　（GT） ●
●

④
▼

▼ 口

▼

0．1　　　　　　　　1．O
@　　　　　　　　　　Record

戸c（・1・－4）1°’°

図3－17　推定値と実績値の比較（本モデル）

して2．78㎞／h（1．5kt）とし，避航の際の変針角θは通常の避航動態を考えて30°とした。

　以上の入力データを用いて求めた船舶衝突確率の推定値と実績値との対応を示したものが図3－17であ

る．実績値は日本繊防止協会1’）による値を用いた．ここで，小型船沖型船大型船がそれぞれ50。

G．T．未満，500～3000　G．T，3000　G．T．以上，に対応し，計算にあたっては，各船型ランクの平均

垂線間長33．9m，66．5m，122．1mを有する船舶を代表船型として求めた。　ここで示した衝突確率PC
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は1トリップ当りの衝突確率であり，単位は（回／トリップ）である。相対的にやや過大な推定となって

いるが，45°線にほぼ沿っており，航路特性，交通特性がそれぞれ異なる各狭水道における船舶衝突確

率をその特性と関連づけて説明し得たといえよう。したがって，本モデルを用いて航路の改良効果，す

なわち，航路の改良による相対的な航行安全性の変化を予測することができる。

　次に，本モデルの結果と，同一データで計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表3－3　原のモデルによる計算に用いたパラメータ
算した従来のモデルの結果を比較する。なお

各モデルの内容については簡単な説明にとど

めたので，詳細は参考文献を参照されたい。

　原のモデル10）’11）は，一連の避航を待ち行

列系におけるサービスと考え，サービス時間

に相当する平均避航所要時間（1／μ）と避航

すべき相手船の到着時間間隔から計算される

待ち時間が，避航開始時機（τ）より長くなる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．0確率を衝突確率とするものである。先に用い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご
た入力データ以外に用いた数値は原が示した　’g

値（表3－3）に従った。また，このモデル　5

は航路の湾曲の影響も考慮しており，航路の　　oP

平均湾曲触ψ・だ峻針するため腰する航§1．。

走距離eは・罐針するm・新針路距離の§

2倍で代用した。その他の航路特性値も原の　　三

示すデータを用いている。図3－18が原の

モデルによる推定値と実績値を対応させたも

のである。ただし，小型船の推定値の一部は　　　0．1

…1・10”以下と働て小さな値となるため　　　　Rec・・d　Pc　（・1・－4）

図示していない。　　　　　　　　　　　　図3－18推定値と実績値の比較（原モテW藤井モテリレ）

パラメータ名 用いた値

使　用　舵角　　δ 15°

操舵速　度 2．23（deg／s）

追従性指数　　τ’ 2．5

施回性指数　　K’ 1．8

避航開始時機　　τ 3．5（min）

平均避航所要時間1／τ 0．8（min）

［Hara　Mode1 1
O

● Tota1

口 100－500 （GT） O
● 500－3000 （GT｝

O 3000一 （GT）

ゆ
［Fujii　Mode1

］

④ Tota1

●

●

●

●

口

0．1 1．0 10．0

藤naモが3）ea，船舶の大きさと航行醜出会い角度船舶密度などから，船舶樋航する．と

なく直進した場合に衝突する船舶数を幾何学的関係から求め，実績値に合うよう統計的な衝突直径なる

概念を導入して補正するものである。同様の条件の下で計算した藤井のモデルによる推定値と実績値の

対応を同じく図3－18に示す。ただし，計算の過程で用いる統計的な衝突直径は航路を航行する全船舶

の平均船舶長に対して求められているため，ここでは全船型に対する値のみをプロットしてある。なお，

計算に用いた統計的な衝突直径の値は，反航の場合3．0×10－4L，同航の場合1．0×10－4　Lとした。20）
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　以上の結果を比較すると，数値的には図からも明らかなように，原のモデルは小型船について特に推

定値が小さくなっている。これに比べ，藤井のモデルと本研究で提案したモデルは，どちらもやや過大

な推定となってはいるものの，傾向的には現象をほぼ再現していると見ることができる。一方，モデル

の性格の面では，原のモデルおよび筆者が提案したモデルは避航動態とその失敗確率を考慮したもので

ある。さらに，原のモデルは航路の湾曲や多重遭遇をも考慮に含めた形となっているが，藤井のモデル

は避航動態を考慮にいれず，補正率的な性格をもった統計的衝突直径なる概念を対応づけのため与えて

いるにすぎない。したがって，藤井のモデルは船舶特性や操船者特性が変化した場合の危険度を予測す

るモデルとしては使用することが困難である。

　このように，従来のモデルと比べ本研究で提案するモデルのほうが航路の改良計画や航行規制，さら

には衝突防止機器の搭載といった多方面からの船舶衝突事故率低減方策の効果を定量的に把握するため

の道具として，現象説明力並びにモデルの性格の点で，より適切であると考えられる。

　3－7－2　交差部における船舶衝突確率推定モデルに対する検討

　交差部が航路指定されている備讃瀬戸東部および西部（図3－19）に対して本モデルを適用し，衝突

危険度を求めた。ただし，東部では備讃瀬戸東航路（両側通行）が宇高東航路ならびに宇高西航路（そ

れぞれ片側通行）と，西部では備讃瀬戸北航路（片損1樋行）が水島航路（両側通行）と交差するものと

して衝突確率を求め，備讃瀬戸南航路は，交差のない航路として扱った。また，交差部における右左折

船舶は，全交通量に占める割合が少ないことでもあり，今回は考慮しないものとする。モデルへのイン

プット・データを表3－4に示す。なお，備讃瀬戸東部・西部とも海上交通安全法（一般法である海上

衝突予防法に対し特別法となる）による最高速度制限と優先指定がなされているため，計算にあたって

は，

　　①最高速度制限は宇高東航路西航路を除き12ノットである。

　　②備讃北航路は水島航路に優先する。

の2点を考慮した。

　　　　　　　　　　　　　　表3－4　備讃瀬戸における航路諸元

Lε（㎞） W（m） Q（ship／hO
λ

μω ％

東航路 37．0 1400 23．2 0，498 1．91 0，575備東
]瀬戸部

宇高東航路 5．0 700 7．3 0，987 1．44 α504

宇高西航路 6．0 700 7．7 0，987 1．47 0，517

北航路 22．0 700 13．3 0，013 1．71 0，463備西
]瀬戸部

水島航路 14．0 700 5．2 0．η6 1．31 0，499

南航路 23．0 700 15．3 0，986 L77 α476
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　本モデルによる推定

値と実際の事故件数か

ら求めた実績値，およ

び先に紹介した藤井の

方法による推定値を比

較したものが表3－5

である。実績値と藤井

の方法による推定値は

東部，西部とも航路全

体にわたるものである。

これらを比較してみる

と，本モデルによる推

定値は，東部では実績

値に近いものとなって

おり，西部では実績値

の1／2弱の推定値とな

っている。これは先に

述べたように，東部で

は航路全体を対象とし

て計算しているが，西

部では対象とした航路

（水島航路と北航路を

通航する船舶のうち交

差するものと，南航路

を通航する船舶）の交

通量力洒部全体の交通

量の約1／2であること

に起因している。従っ

て東部，西部とも推計

値はほぼ妥当なものと

みなすことができる。

a）備讃東部

墾○

b）備讃西部

小槌島

§

櫓癬鋤晩

㌔鞠

三ツ子a

〆≠

ノ1、瀬尾島

図3－19　備讃瀬戸航路図
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なお，どちらも実績値を下まわる結果　　　　　　　表3－5　推計値と実績値との比較

となっているのは，モデルの簡単化の

ために設けた仮定や考慮しなかった事

項のうち，推計値を過小とするもの，

すなわち，

　　①多重遭遇を考慮しなかったこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表3－6　備讃東部航路別衝突確率
　　②操業漁船が多い海域であるにも

　　　かかわらず，その存在を無視し

　　　たこと

　　③夜間，狭視界の場合も視界の良

　　　好な時の諸数値を用いたこと

などによる影響が，推定値を過大とす

るもの，例えば，避航動作を変針のみに限定したことなど，による影響よりも大きいことによってもた

らされたものと考えられる。ただし，実績値として用いた数値が高々5年間の平均値であるため，実績

値の精度そのものにも問題は残っている。表3－6は東部海域の各航路ごとに更に細かく検討した結果

である。実績値が個々の航路ごとに採られていないため比較することはできないが，交差部の衝突確率

がそれ以外の区間より大きくなっている傾向が読み取れる。

　3－7－3　航路横断橋への船舶衝突確率推定モデルに対する検討

　航路幅1000m，船型構成分布のパラメータμω，σωがそれぞれ1．　40，0．15である航路にスパン長1200

m，橋脚直径25mの横断橋が架設されている場合を想定し，避航時の変針角は30°とした。　この結果，

1隻当りの基本衝突確率として，交通量が毎時40隻の時5．　7×10－7，毎時30隻の時2．　2×10－7を得た。

橋脚と船舶の衝突事故件数を交通量と関連づけて整理した統計は，筆者の知る限りではとられていない

ため，我が国主要狭水道における1トリップあたりの平均的な乗り揚げ確率の実績値1．5×10－5と比較

すると，上記計算値は乗り上げ確率実績値の約1／25～1／70に相当する。この数値はかなり小さいよう

にも感じられるが，狭水道を航行することがさほど非日常的ではないのに対し，横断橋下の航行はかな

り特殊な伏況であるため，相当の注意を払って航行しているであろうことを考えると，一概に小さいと

もいえない。また，この値を年間期待事故件数に換算すると，それぞれO．　20件，0．06件となり，5年

から18年に1度事故が発生するという常識からさほど遠くない数字が得られる。以上のことから，推定

プロセスの各段階でかなりの簡単化がなされているモデルではあるが，一応の妥当性を有するというこ

とができよう。

水道名
本モデルに
謔髏?闥l 実績値

藤井の方法に
謔髏?闥l

備讃東部 0．797×10－4 0．399×10－4 1216×10－4

備讃西部 　　　　一4O．323×10 　　　　一4O．852×10 　　　一4P．172×10

東航路 宇高東航路 宇高西航路

東航路 0238×10－4 　　　　一4O．600×10 0．676×10－4

宇高東航路 　　　　一4O．600×10 0．031×10－4

宇高西航路 0676×10－4 0040×10－4
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　3－7－4　提案したモデルに関する若干の議論

　以下では本推定モデルの各プロセスに存在する問題点を列挙し，これらに対する議論を行う。

　その1は，本モデルでは避航の対象となる船舶の近傍を航行する他船の影響および避航動態に与える

航路側端の影響が考慮されていないことである。この理由は，本モデルが1船対1船の避航挙動をもとに

個々の出会いが相互に影響を及ぼし合うことがないとの仮定を導入して構築されたものであることによ

る。実際には図3－7に例示した如く，この仮定が成り立たない状況（多重遭遇）が生じることもある。

操船者は自船の周囲のすべての船舶および航路側端に注意を払って操船しているため，実際の避航にあ

たっては，周辺を航行する全船舶の位置と相対運動を認識した後，例えば船舶密度の低い側へ避航した

り，場合によっては減速して追い越しを中止することもあり得る。また，複数の相手船を船群と考えて

この船群に対する避航といったものを考える場合もあると思われる。このような挙動が衝突確率に及ぼ

す影響を考慮に入れ，航路内での船群の発生や多重遭遇など，混雑流内でしばしば見られる現象を取り

扱うためには，2体問題のみならず多体問題を記述し得るモデルへと拡張することが必要となる。

　その2は，用いた関係式についてである。例えば，避航開始距離分布や方位角分布が航路・交通諸特

性と関連づけられていないといったように，本モデルで用いた航行船舶の動態に関する諸関係式は，

種々の状況の下での，かつ十分豊富なサンプル数を有するデータをもとにして導かれたとはいい難いも

のがある。とりわけ，航行挙動に関しては，船舶諸特性のばらつきが大きくかつ2次元的に運動してい

るため，検討すべき要因の数が道路交通に比して遥かに多いこと，反射的といっていいほど迅速な運転

動作が要求される自動車交通に比べ航行挙動に対する操船者のHuman　Factorの影響は支配的であり，

それが操船環境に左右され易いことなどを考え合わせると，必要かつ十分な要因によって説明される関

係式の導出は困難であるとは思われるが，さらなる観測データの蓄積と精度の向上が望まれる。

　その3は，モデル化の際に混入する誤差である。本モデルでは，転舵時の航跡を直線で近似したこと，

他船との接近時の吸引力の効果を無視したことなど，記述を簡略にするための船体運動の単純化に伴う

誤差が混入している。しかしながら，この誤差はモデルの使用目的一例えば航路相互の大略的な衝突確

率の比較を行う場合や，個々の設計代替案の安全面の評価など一に照らして十分な精度であると考える。

　その4は，分布形のあてはめに関する問題である。すなわち，実際の現象は有限領域でしか生起しな

いにもかかわらず，無限領域で定義される分布形を当てはめていることである。

　以上に述べたようなモデルに含まれている諸問題は，今後の検討課題として残されている。

　なお，最後に，モデルを検証する際の一般的な問題として，実績値の精度の問題が議論されねばなら

ない。衝突確率の実績値は，各航路における衝突隻数と通航総隻数の比であるが，前者の記録として

「海難統計」，「海難速報」，「要救助海難統計」のどれをとるかにより衝突隻数は異なるものとなる。ま

た，交通量調査は，主要狭水道についてはほぼ毎年定期的に実施されているが，おおむね3日間調査で
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あり，年平均交通量がどの程度正確に推定されているかも問題となる。さらに，衝突確率が年度によっ

てばらつきがあるにもかかわらず，現在のところ長期にわたる記録が完備しているとはいえない。これ

らの点を考え合わせると，3－7で用いた衝突確率の実績値も幾分幅をもたせて考えるべきである。した

がって，モデルの妥当性もこのことを念頭において論じられるべきである。

3－8結　　語

　航路計画において航路の評価を行う際交通事故的海難に対する航行安全性は航路の混雑度を表わす

ひとつの指標とすることができる。ある特性を有する航路で，交通量が増大するほど安全性は低下し，

逆に安全性を一定の水準以下に保つためには交通量に上限を設ける必要がある。すなわち，航路の交通

容量は安全性の面からも規定される。

　これまでに提案されてきた航路計画の評価指標としては，待ち時間21）や避航確率22），安全係薮23）など

が用いられている。これらの指標に加え，本モデルで提案した船舶衝突事故確率や期待衝突事故件数と

いった安全性を示す指標も同時に航路の評価に用いることができる。今後，これらの指標間の関係を明

らかにし，総合的に航路計画に用いられるようにする必要がある。

　本研究で得られた結果を以下に列挙する。

（1）横切りのない一様な航路を対象とする避航動態を考慮した運動学的な船舶衝突確率推定モデルを構

　築し，航路特性・交通特性と衝突確率とを関連づけた。

②　実際の航路にはその数の多少は別として横断船舶が航行しており，上記モデルの適用には限界があ

　るため，横切りをも考慮に入れられるよう拡張を図り，航路交差部における事故率推定モデルを提案

　した。そして，このモデルを備讃瀬戸の東部及び西部海域に適用し，モデルの妥当性を明らかにする

　とともに，結果に関する考察を加えた。

（3）拡張されたモデルは，同航，反航と横切りで避航，衝突を支配する要因が異なるため，挙動記述の

　簡略化などの取り扱いで横切りを考慮しないモデルと異なるところがあるが，基本的には互いに整合

　性のあるモデルとなっている。したがって，両モデルとも入力となる諸特性も共通であり，衝突する

　ことなく対象航路区間を通過し終える確率，Psafe，の段階で，両者の結果は重ね合わせが可能であ

　る。

（4）簡略化の取り扱い，とりわけ船舶形伏を表現する際に船舶長と船幅の双方を考慮することにより，

　横切りのない場合のモデルは，横切りを考慮したモデルの特殊な場合（φ＝nπ）に帰着する。

⑤　本邦主要航路における過去の衝突事故率実績値と本章で提案したモデルによる同一条件下での推定

　値を比較し，よい一致をみた。

⑥　従来提案されているモデルとの比較検討を行い，航路の安全性向上施策の探索と代替案評価を行う
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　ための道具として，本モデルがより適切であることを示した。

（7）さらに，航路・橋梁計画に資するための基礎として，船舶の航行挙動に着目した横断橋橋脚への船

　舶衝突確率推定モデルを提案し，設計諸変数や航路特性が衝突確率に及ぼす影響を定量化した。これ

　より，航路側端と橋脚との間の緩衝帯の幅員が衝突確率に関してかなり支配的であること等，種々の

　知見が得られた。

｛8）本章で提案した本モデルあるいは船舶交通流の挙動解析モデルー般が有するいくつかの問題点に関

　して議論を行い，今後のモデル改良の方向を明らかにした。
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第4章衝突危険度に着目した避航領域の同定＊

4－1概　　説

　航路などを航行しているある船舶に着目し，その船舶に対する他船あるいはブイ等の障害物の相対航

跡を描くと，着目船を取り巻くように相対航跡が存在しない領域が見られる（図4－1参照）。　この領

域が「避航領域」と呼ばれるもので，その船舶が有する，他船をそれ以上内側へ接近させない領域あ

るいは自船がそれ以上他船に近づかない領域と見なすことができる。

　これは，他船との衝突に対する安全性を確保するために，両船の航行状態に応じたある一定の距離を

隔てていることが要請されるため生じるものと考えられる。このような領域は「車間距離」として道路

交通にも見られるが，車間距離が進行方向のみの一次元的概念であるのに対し，避航領域は側方の広が

りを持つ二次元的概念である。

　さて，第2章で述べたように海上交通では安全性の確保が他の要素に比べてなによりも卓越している

ため，操船者は所定の安全性をまず確保し，これを維持しながらなるべく迅速，快適かつ経済的に航行

しようとしていると見なしてよい。上述の如く，安全性は他の船舶が何らかの理由で接近してきてもこ

れを十分かわすことができるような適切な距離を他船との間に保つことにより確保され，これが本章で

⊥吉

〆

“

」

κ

注）基準船は，速力

@　距離は，二船の

@　×は，観測開始

一
基準船の航行方向

距離は，二船の全長の平均値で正規化

図4－1　反航船の相対位置頻度分布図（松井ほかめによる）

＊本章の一部は文献1）～3）として発表している。
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論じようとする避航領域を形づくる。したがって，操船者が避航領域を確保しつつ迅速性，経済性等を

できる限り高めるように操船するという仮説を立てることにより，一次元交通流と比べて解析がより困

難である二次元交通流の解析あるいはモデル化が可能となるのではないかと，著者は考えている。

　そこで，本章では，海上交通流解析の最も基礎的な概念ともなる避航領域に関して検討する。

　これまで，避航領域は主として航行実態観測結果を統計的に整理することにより求められてきたが，

その境界領域の設定基準に関してさまざまな提唱がなされており，未だ統一されるに至っていないのが

現状である。避航領域を解析するに当たっては，その目的に応じた適切な記述の方法を明らかにしてお

くことが必須となるため，本研究では，まず，次節で避航領域の実際の姿に立ち戻って，それを記述す

る形式が具備すべき要件を列挙し考察を加える。その際避航船舶のみによって被避航船の周囲に形成

される領域を「避航領域」，避航の有無を問わず着目船とその近傍を航過する船舶との船間距離を「航過，

距離」と名づける。次いで，避航領域を解析する第1段階として，同航船に対する側方避航領域を算定

するモデルを提案する。第3節では操船者の行動決定の基礎となる衝突危険度について説明し，先行船が

変針ならびに逆転制動により減速する場合の追い越し船の衝突危険度を航行位置と対応づけて求める方

法を述べる。そして，第4節で衝突危険度の空間的分布を念頭において操船者の避航コース選択構造をモ

デル化することにより，ある一定の状況下における避航領域を導出する。第5節ではモデルの妥当性が

検討されるが，その際，観測データから避航船に関するもののみを抽出することの困難性から，両者を

含む概念である航過距離分布と避航領域とを対応づけ，その結果を用いて航過距離分布の計算値を観測

値と比較することにより，提案する避航領域モデルの妥当性を検証する方法を提案し，結果を示す。

4－2避航領域の記述形式に関する考察

　4－2－1　避航領域の記述形式が具備すべき要件

　航路計画策定のための航行挙動解析の基礎とすべく避航領域の解析を行うという観点から，避航領域

の記述形式は以下の要件を満たしていることが要請される。

　①　航行環境と交通流の全体的挙動の関係を明らかにする際，船舶の交通流は他の条件が一定であっ

　　ても個々の船型や船舶特性によって大きく影響される。そのため，各船の航行挙動を平均船型のそ

　　れで代表させるといった方法では，航行環境と交通流の全体的挙動の正確な関係を求めることがで

　　きない。したがって，航行挙動の重要な局面である避航や追従は，個々の船舶に注目して，これを

　　明示的に取り扱う必要がある。この意味において，避航領域モデルは非集計的でなければならない。

　②　避航領域の設定法は，交通流の全体的挙動の推定に直接影響するファクターであり，これらが正

　　確に記述されていないと結果が大きくゆがめられる。避航領域は避航挙動の結果として生成される

　　領域であるため，非避航船，すなわち自由航行している船舶を分離せずに解析した場合，どこまで
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　　が避航挙動を表現するものかが定かではなくなる。この意味で，厳密に避航船のみを対象として算

　　定される必要がある。

　③避航挙動は避航船と被避航船を含めた周辺の航行環境によって左右されるもので，これを取り入

　　れた記述とする必要がある。

　④通常，避航は③で述べた状況下で，避航船が環境を認識し，次いで自船及び周辺の船舶挙動を予

　　測し，最終的に避航コース及び避航時機を決定して実施される。このような避航船の判断を何らか

　　の形で取り入れておく必要がある。

　⑤　避航は④で述べた結果としての挙動であるので，被避航船の挙動の不確実性，自船の運動に含ま

　　れる不確実性　　さらには，避航船の操船者の判断に含まれる不確実性が避航挙動を表現するモデ

　　ルに明示的に取り入れられる必要がある。この結果として避航領域は，本来的にばらつきを持つも

　　のとして表現される。

　4－2－2　船舶を取りまく領域に関する従来の研究

　航行挙動の結果として船舶の周囲に形成される領域を取り扱った研究はこれまでにも数多く見られる

が，輻綾の程度が顕著な航路の航路計画の基礎情報とするといった本研究の目的を満足するものは，藤

井ほか5）による“後方閉塞領域”および藤井『）による“避航領域”以外には見当たらないのが現状であ

る。ただし，前者は追従航行時の可能交通量を算定するために提案されたものであるため，追越しが生

じるような状況をも対象として検討することが可能なわけではない。また，後者は確定値としての取り

扱いがなされ，分布形を記述するものではない。

　また，観測結果を統計的に整理することにより領域を抽出した研究として，藤井ほか5）以外に，杉崎

7），G・・d。in8），唖），奥山・早藤1°㌧松井ほか‘）がある．詳し・・内容の説明は麟11）畷るが，そ

のいくつかを以下に簡単に紹介する。

　まず，藤井ほか5）に見られる船舶技術研究所のグループは，通常の航行条件で，追い越しにくいほど

船の密度が高く，かつほぼ同程度の大きさの船がほぼ一定の速度で航行するという状況の下で，　°閉塞

領域”なる概念を導入した。その定義は，「先行船に対する後続船の相対位置の密度分布を求め，この

密度極大の点を連ねる曲線と，先行船の船首を通り進行方向に直角な線に囲まれた領域」としている。

（図4－2（a））。

－fi，杉㎡）に見られる鯨酬婿のグ・レープは，「周囲の船を線でなく点でとらえることは局

部的にまとまった船群の存在や密度の加法性についての考察を必要とし，適切でない」と上記を批判し，

’基本閉塞領域”なる概念を提案した。これは，「ある船のプロフィルの周囲にできる航跡の包絡線をも

って閉塞領域とする」というものであった。（図4－2（b））。
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　さらに，Goodwin8）は，「他船や固定物に束縛されないように保持したいと操船者が考える領域」と

して，　“Ship　Domain”なる概念を提案し，「その領域の内部の船舶密度が，その海域の平均密度と等

しくなる領域」をその定量的な基準としている。（図4－2（c）におけるC点）。

また漣縮12）は頑域の大きさを距離ではなく，2船の交差時間差の搬分布の形で求めている。

しかしながら，これらの領域は，早藤9）を除き，非酬船を分離して求めたものではない．また領

域のばらつきは識しているものの，運輸省12）を除いて，ばらつきそのものを言己述するのではなく領

域の境界の設定基準を主たる議論の対象としている。本研究は，領域の設定基準を議論することが目的

ではなく，この議論のために必要となる避航領域の分布形状を明らかにしようとするものであるため，

これらの基準について論評することはせず，現象の記述とその評価とは分離して考えるべきであること

のみを指適しておきたい。

　一方，避航操船が可能な限界を船舶の操縦性能と関連づけて議論した鞠谷13），　原1？杉崎・大津15），

など，衝突回避限界あるいは避航限界と呼ばれる概念に関する研究が行われている（詳しくは原16）を参

照されたい）。　この記述は非集計的になされており，個々の状況に対してその領域を求めることができ

るが，「人間の情報の収集や状況判断，意志決定を行うことと，他船が操船者の想定どうりに操船して

くれる保証がないので，操縦性能だけで決めた避航限界を実際に利用するには問題がある」との指摘16）

からも明らかなように，そのまま交通流挙動の解析やモデル化に転用できるものではない。しかし，こ

の指摘は，同時に上述の不確実性に対するいわば余裕領域とでも呼ぶべきものの検討を示唆しており，

実際迦17），今蝋今津19）などのアブ・一チは，分布形状。そ論じていない力漫硫域を解析す

るうえで有用な情報を与える。

　以上，避航に関連する船舶領域を扱った2つのアプローチについて触れたが，先に述べた要件を兼ね

備え，輻榛水域における航路計画の基礎としうる避航領域を統計的に求めるに当たっては，多くの異な

った水域における極めて大量の観測データを必要とするほか，避航船と非避航船の判別の問題など相当

な困難が予想される。そこで，結果として現れる避航領域だけに目を向けるのでなく，逆に，それが生

成される構造を探ろうとする本研究のアプローチがクローズ・アップされてくる。

4－3　操船者の意思決定と避航領域

　4－3－1　本研究における避航領域の考え方

　前節で示したような要件を満足する避航領域の同定を可能とするため，本研究では，避航領域は避航

時における操船者の意思決定による避航行動の結果の集積として被避航船の周囲に生成されるものと考

える。すなわち，操船者の主観的な意思決定に基づく避航領域というものを考えてみる。

　そのために，操船者の意思決定構造を明らかにして，操船者の避航行動のモデル化をはかる。そして，
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その一連の避航行動に基づいて，避航領域を導く避航領域モデルを作成する。すなわち，避航領域を構

成する避航時航行挙動の基礎を操船者の意思決定に求めることにより，操船者が本来有する認識・判断

のばらつきを考慮できるモデルとする。また，避航時の航行条件をいくつかの説明変数として与えるこ

とにより，任意に設定された航行条件の下での避航領域を求めることが可能となるようにしておく。

　同航船，反航船，横切り船のそれぞれに対して避航領域の大きさ，形状は大きく異なるが，本研究で

は，まず，直線状航路での追い越しに着目し，追い越し船が被追い越し船である先行船の周囲に形づく

る避航領域を求めることとする。

　なお，避航領域と似た概念に閉塞領域があり，これは，藤井ほか5）によれば「避航領域の特殊なケー

スであり，相対速度が0またはそれに近い場合のものである」と定義されている。本研究においても，

閉塞領域を避航領域の特殊な場合と考え，航行条件として非常に交通密度が高い場合を想定することに

より求められるものとする。すなわち，大多数の船舶が追い越しをあきらめて追従する状態を閉塞状態

とし，その時の避航領域の大きさを閉塞領域とする。よって本研究において，特に閉塞領域のみを取り

上げて定量化することはしない。

　4－3－2　操船者の意思決定に影響する要因と行動決定基準

　追い越し船の操船者は，自らのとりたい進路上に，そのまま航行を続けると衝突またはそれに近い状

態に陥る危険性のある先行船を発見した場合，変針してその先行船を追い越すか，あるいは減速して追

従するか，といった意思決定をしなければならない。

　ところで，操船者は考えうるいくつかの進路を代替案として暗黙のうちに設定し，この中からある評

価基準に照らして最も適切な進路を選択しているものと推察される。そこで，以下では，操船者の意思

決定モデルを作成する最初の段階として，代替案として比較・検討される進路を設定する際に考慮され

る要因と，その進路を選択するにあたっての評価基準について述べる。

　代替案としていくつかの進路を設定するにあたり，操船者が考慮すると考えられる要因を分類・整理

したものが図4－3である。ここでは，要因を航路特性，船舶特性交通特性，自然条件に分類している。

　避航を行う際操船者は実際には避航の対象となる船舶やその近傍を航行している船舶の船型，自船

に対する相対位置と相対速度，自船の操船性能，船舶への外力としての自然条件などを検討材料として

進路設定を行っているものと推察される。しかしながら，例えば，近傍第3船との相対位置は，船型構

成分布や航行位置分布，交通密度，船間距離分布などから確率論的に規定され，これらはさらに，航路

幅や交通量，航路側端条件などによって規定されているのである。上に列挙した実際的な検討材料が避

航の際の意思決定プロセスのどの局面で用いられるかの考察，ならびに図4－2の諸特性との定量的な

関係づけは後程行う。

　一方，長尾20）による「交通の6要素」にならえば，操船者の評価尺度を構成する要素として，航行の
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「安全性」，「経済性」，「迅速性」，「快適

性」，「確実性」，「利便性」という6要素

を挙げることができる。このうち，船舶

の避航，すなわち他船との衝突を回避す

る局面では安全性の確保が最も卓越した

要素となることは言うまでもないが，安

全性の確保のみで全て決定が下されるわ

けではない。十分な安全性を確保するた

めの避航による航行距離の増加や追従航

行による速度の低下は燃料費の増加をも

たらすため経済性を低下させ，同時に迅

速性をも低下させる。さらに，頻繁な避

航操船が快適性を低下させるなど，多く

の場合，安全性とそれ以外の要素とはト

レード・オフ関係を構成している。操船

者はこれらを意識的ないしは無意識のう

ちに総合的に評価し，最も高い効用を与

える代替案を選択していると想像される。

進路設定において
考慮される要因

流浪界潮波視風

　酬

図4－3　進路設定に影響を及ぼす諸要因

4－4　同航時側方避航領域のモデル化

　4－4－1　モデル化の方針と操船者が抱く衝突危険度

　上述のような操船者の意思決定行動を記述し，定量的に解析を進めるには，何よりもまず，操船者の

感じる衝突危険度がいったいどのようなものであり，何によって規定されているかを明らかにしなけれ

ばならない。

　追い越し船は先行船の将来の進路に関して完全な情報を持っているわけではなく，したがって，追い

越し船の操船者にとって，先行船の今後の挙動は不確実性に包まれていると考えられる。先行船の今後

の挙動は大別して，

　　①　現在の進路・速力を保ったまま航行し続ける

　　②　変針を行う

　　③減速を行う

の3つが挙げられ，変針・減速については，さらに，その程度により区分される。操船者にとって，先
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行船が突然変針・減速することにより自船に接近し衝突すること，あるいは，それを避けようとして他

船と衝突してしまうことが，輻鞍水域における避航操船の際に予想される主たる危険であるため，本研

究では，これらの事象が生起する可能性の確率表現をもって，操船者が抱く衝突危険度とする。

　さて，上述の衝突危険度は，自船の進路上の回避しきれない位置に先行船が進出してくる確率であり，

この確率は，自船が予定の進路からはずれてある位置へと進む確率と，その位置からは衝突を回避しき

れない位置に先行船が変針または減速により進出する確率から与えられる。前者は，図3－2に示した

認識・予測の不確実性に起因するものである。後者の変針・減速については，次のように考えることに

する。まず，先行船が変針ないしは減速するのは，一様な直線状航路内ではほぼ避航の必要が生じた時

に限られると考えられるが，この時，先行船の操船者が，接近してくる後続船である自船を全く認識して

いないか仮に認識していても後続船に対する安全性に何ら配慮を与えない場合は，もっぱら変針避航を

行い，逆に，後続船を認識し安全性を十分配慮する場合には，変針することなく減速により避航する。

実際は変針と減速のどちらか一方ということではなく，適宜両者を使い分けて航行していると考えられ

るが，変針のみによる避航と減速のみによる避航の両方を考えておけは両極端を検討することに相当す

る。本研究では簡単のため，「操船者は全ての先行船が変針避航により自船と衝突する危険を有するも

のと考える」との仮定をおく。一般に，変針避航は減速避航に比べて大きな領域を使用するため，この

仮定は操船者にとっては安全側，避航領域の大きさの観点からはやや過大に見積もる方向に働く。

　次に，先行船がどのような変針をどのような確率で行うかにより操船行動は影響されるが，先行船の

変針挙動の予測が後続船の操船者および直面している状況ごとに全く異なると考えることは解析をいた

ずらに繁雑なものとするため，「操船者は，過去の経験に基づき，先行船の変針挙動（具体的には旋回

半径と変針角）の生起に関する一定の主観確率を持っている」との仮定を置く。これもモデル構築の際

の簡単化の一つであるが，この仮定を緩めて，経験や技術の差により操船者ごとに異なる主観確率を持

つ場合への拡張は容易である。また，主観確率一定とした本仮定は，操船者が先行船のさらに前方の状

況によってこの主観確率を修正し，例えば，後続船の操船者が，　「先行船の前方を低速船が航行してい

るから先行船は近い将来避航を行うために変針するに違いないと考え，早い時期に変針して二重追越し

をかけたり，あらかじめ減速したりする」ことのないことをも意味している。操船者がどの程度遠方ま

での情報を判断材料として用いるかは特定が困難であり，このことも含めて，本研究では，さらに，

「操船者は自船の前後左右直近の船舶のみを念頭に置き，それより遠方の情報を何ら得ることはない」

との仮定を設ける。

　なお，操船者がとる避航方法としては，先行船の直近を追い越す変針避航と減速による追従避航のみ

を考え，周辺を航行している同航他船のさらに外側を迂回することは考えないものとする。

　したがって，これらの要因からなる操船者の効用関数を知ることができれば，効用最大化行動として
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避航行動をモデル化することが可能である

が，現段階では極めて困難であると言わざ

るを得ない。そこで，本研究では，操船

者の効用を，輻較水域における避航という

局面で最も卓越する要因と考えられる安全

性の代替指標である衝突危険度の上で定義

された関数と考え，　「追い越し船の操船者

は不効用が最小となるコースを選定して避

航する」と仮定する。その際，衝突危険度

には，操船者がこれ以上大きな危険は受け

入れられないため他の何を犠牲にしても安

全性を確保したいと考えるような上限を考

えることができ，これをぼ最大許容衝突危

険度，R〃max　”と呼ぶことにする。逆に安

（a）

衝突の危険性に

関する効用関数
経済性に関する

効用関数

（b）

全性を高めることがそれ以上の経済性や迅衝突の危険性に

速性の低下をもたらし，かえって不効用が

増大するためこれ以上安全性を高める必要

がないと考える下限もまた考えられ，“最

小許容衝突危険度，1～〃nin”と呼ぷ㌔

　図4－4を用いて，この2種類の許容衝

突危険度を概念的に説明しよう。例えば，

先行船からなるべく遠ざかって避航させる

方向に働く要因として衝突危険度を，なる

べく先行船の近くを通過させようとする方

向に働く要因として経済性をとることを考

える。図4－4（a）は追い越す位置が先行

船に近づくほど衝突危険度に関する不効用

が大きくなり，逆に先行船から遠ざかるほ

ど経済性に関する不効用が増大する様子を

示している。総合的な不効用はこの両者の

和で与えられ，操船者は総不効用が最小と

関する効用関数

　　　＼

先行船との側方間隔

　　　　　　一u
　　　　　　　操

　　　　　　　者
　　　　　　　の
総効用　　　　　　効　　経済性1ζ関する

　関数s　　　用　　効用関数

／先行船との側方間隔

諺漣
図4－4　但1坊間隔と操船者の効用の関係を示す概念図

衝突危険度と対応づけられた

　　　衝突危険領域

［iij［k　i！H

操船の不確実性に

対する余裕領域

集計避航領域

図4－5　避航領域のモデル化のプロセス
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なる衝突危険度に対応する位置を目指して追い越すものと考える。しかるに，経済性に関する効用関数

を同定することが困難であること，およぴ先に示した衝突危険度の許容範囲に一定の限界が存在する

との考え方から，双方の効用関数を図4－4（b）に示すような関数形に置き換えて考えると，総効用関

数は図中に破線で示される形状となる。先行船の周囲に他の船舶が存在しない場合には，後続船の操船

者は総不効用の最も小さい位置，すなわち，Rminに対応する側方間隔を選択する。一方，周辺に同航

する第3船が存在する場合にはこの船に対しても同様の効用関数を描く事になり，結局，後続船の操船

者は双方の不効用の和が最小となる衝突危険度に対応する側方間隔を選択して追い越すと考える。

　許容衝突危険度は，経済性・迅速性などが重視され，あるいは操船者が効用理論で言うところのリス

ク志向型（risk　prone）であればあるほどより大きな値となり，逆に安全性が重視され，あるいは操船

者がリスク回避型（risk　aversion）であれば小さくなると推定される。このような許容衝突危険度をい

かに設定するかについては議論の残るところではあるが，この問題に関する厳密な検討は今後の研究に

待つこととし，本研究では上・下限を有する評価尺度上で最も衝突危険度を小さくすること（衝突危険

度最小化）を操船者の行動決定基準として採用して，

解析を進めることとする。

　4－4－2　衝突危険度の算定と衝突危険領域

　以下では，衝突危険度を先行船と自船との位置関係

から算定する方法について述べる。

　図4－6に示すように，ある任意の時刻に，先行船

がその進路を回頭によって変更し始めたとする。この

回頭開始時の先行船の位置を座標原点とし，回頭後，

時間tの後の先行船の位置を（x1，Y1）とする。先行

船“1”は速度Vl，垂線間長Ll，自船“2”は速度

V2，垂線間長L2とし，　V2＞Vl，すなわち，自船が

先行船を追い越す場合を考える。さて，船舶の変針時

の航跡は近似的に円弧で表わされるものとし，計算の

便宜上，90°回頭した後はその方向に直進するものと

仮定する。いま，先行船の回転半径をrとすると，回

頭開始t時間後の先行船の位置（X　，y）は，次式で
　　　　　　　　　　　　　　　1　　1
与えられる。

R＝P（。。

Xl・Y、

＼l

Y2苫
2

『

jP

iv2・T

　　　　　　　　MAx－一｛

図4－6　衝突危険度と衝突危険領域

一61一



x、（t，r）一・｛1－・・。（V・”）｝
じ（t，。）一，．，血（v・’t）7㎞写≦号

　　　　　　　　　　　　7

x・（ちア）＝7叩一 禔j㎞写〉÷｛

　ツ1（t，r）＝γ

一一・・・・・・・・・・… @（4．1）

　一方，自船は先行船の回頭と同時に避航のための回頭を開始できるわけではなく，ある一定時間Tの

間直進してしまう。この時間Tは，先行船が回頭し始めてから操船者がそれに気づくまでの認識遅れ時

間τと，転舵発令後実際に回頭を始めるまでの時間遅れTcの和であり，さらに，　Tcは船舶の追従性指

数TC　iと操舵時間Tc　2の和と考えられる。衝突はこのような避航の遅れに起因すると考えられるわけで，

渡辺’7）が示しているように洗行船が進路を変更してt≦Tなる時刻に（X、（t），y、の）嘩出してく

る場合，先行船が回頭を始めた瞬間に，自船が，

｛
x2－x、（ちr）

　　　　　　　　　　　　　t≦T

夕，一ツ、（t，r）－v，t

・一・・…
@’・・・…　（4．2）

で示される位置（x2，二y2）を航行しているならば，必ず衝突に至る。逆に，（4．　2）式の位置（x2，Y2）

を航行する自船が時間t後に先行船と衝突する可能性は，先行船の進路変更の可能性によって定まる。

この可能性を回転半径が7以下になる確率P（r）で評価することにすると，（x2，Y2）を航行する自船

の衝突危険度RはR＝P（r）で与えられる。　（4．2）式は，任意の時間，0≦t≦Tに対して成立する

ので，R＝P（r）であるような（x2，Y2）の軌跡は，図4－6の点線で示すように，　tをt＝0からt

＝Tまで変化させることによって得られる。この軌跡を，リスク・レベルがR＝P（r）である等リスク

線と名づけることにする。リスク・レベルR＝P（r）はrの大きさに依存することから，現実に起こり

得るrの範囲をr＊≦r＜。。とすると，r＝r＊，　r＝。。に対応する等リスク線が図4－6の破線で示す

ように得られる。

　このように，種々のrに対して等リスク線を描くと，図4－6の実線で囲まれた領域を得ることがで

きる。この領域を衝突危険領域と名づける。この領域は，自船が先行船を追い越すためにその中に進入

すると先行船が回頭の可能性を持つ限り衝突の可能性が必ず存在する領域で，その衝突の可能性は当該

位置に対応する回転半径の生起する確率に等しい。したがって，この領域に進入しない限り衝突の危険

性は0である。この領域は右端（図4－6の点Q）のX座標をXmaxとするとXmaxはr＝r＊に対応す
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る等リスク線の右端の座標に相当するので，次式で与えることができる。

Xmax

@一　（：∵∴1：：：葦：i－一め

よって，自船はx＞Xmaxとなる位置を進行する限り，先行船但1”と衝突する危険はない。

　さて，追い越そうとする自船にとって，最も関心があるのは，図4－6の衝突危険領域の下側の境界

（t・＝Tに対応する包絡線）である。何故なら，領域に踏み込んで追い越そうとする場合に，通過する点

のうち最も衝突危険度の高い点は，この境界線で決定されてしまうからである。例えば，図4－6にお

いて，Pl－P2なる進路を考えると，この進路で最も衝突危険度が大きいのは，境界線上の点Plである。

　境界線はxの一価関数であることから，追い越し船にとって最大の衝突危険度R＊は，境界線のX座標

のみによって決められる。いま，この境界線上の任意の点のX座標をXBとすると，

　　　　XB　＝x1（t＝T，　r）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・…　■一・一一（4．4）

で，rの一価関数として求められる。

　これより，

　　　　r－Xl－1（T，　XB）　　　　　　　　　　　・…一・……（4．5）

となるのでR＊（XB）は，

　　　　rt（x。）イ「1ぽ）P（r）dr　　　　　　　……………（4．・）

ただし，P（r）はrの確率密度関数であり，舵角δの確率密度関数P（δ）から，

　　　　δ一音　　　　　　　　　 ……………
i・・）

なる関係を介して与えられる。ここに，Lは船舶長，　K’は無次元化された施回性指数である。

　ところで，2船が接近した場合，流体力の作用によって吸引現象が発生するため，それ以内に近づけ

ば衝突が避けられないとみなされる，ある側方距離Wsを設定する必要がある。　本研究では，西日本港

湾運航技術研究21）によるSh・p　Cl・a・anceの算定1・基づき・の距離W，e，

Ws＝0．4（Ll＋L2） ……………
i4．8）

で求めることとする。この吸引が瞬間的に起こると考えると，x≦Wsの範囲では必ずR＝1．0とみなす
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ことができるため，新たに，

　　　　x＝　XB＋Ws　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－・…　一一・・・・…　（4．9）

　　　へとし，R（x）を次式で定義する。

AR（X）で規定される衝突危険領域を新たに修正衝突危険領域と呼ぶ。なお，実際には外力条件や操船時

の認識・予測に係わる不確実性が存在するため，追い越し船が先行船の但1坊のある位置Xを目指して航

行したとしても実現する船位Xはεだけずれ，

　　　　x，＝＝　x　＋　ε　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・一■・　　　・（4．11）

　　　　　　　　　　　　　’

となると考えられる。そこで，ずれの確率密度関数をf（ε）とし，これを考慮すると，Xを目指した場

合の期待される衝突危険度R（X）は，次式で与えられることになる。

わ　　　　　　　　　　　　　oo

Rα）－f。R（x＋・）∫（・）4・

　　　　　　　　　・・・・…　一（4．12）

　修正衝突危険領域と衝突危険度の関係を示

す概念図を図4－7に示す。

　以上，先行船が追い越し船に与える衝突危

険度が算定できた。一方，追い越し船が先行

船を追い越した後，先行船とどの程度の間隔

を保持しておけば先行船の前方へ進出するこ

とができるのであろうか。これを知るために

は自船が減速することによる衝突危険度を算

定しておく必要がある。

　船舶が逆転制動をかける場合，進路が不安

定となり衝突の危険を生ずる。そこで，制動

をかけた自船が他船の前方に進出してしまう

可能性を衝突危険度と考えれば，制動発令後

Y

1←－XB X

uS

　　　　　！へ、　　　　’lyX－一一鋼’・

0．0
lJ＾nこ》

←x7←
、、、　、・ X

R「41N

qMAX

一　’　●一　一　一

鼈黶@一一　一　一

「戸一一● 「

1．O

q（X、

図4－7　修正衝突危険領域と衝突危険度
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の航跡とその航跡が実現する確率を知ることにより，変針による衝突危険度と全く同様にして解析しう

る。よって以下では，上述の航跡とその生起確率のみを明ら加こし，その他の部分は上記で示した方法

によるものとする。

　神戸商船大学港湾運航技術研究ft22）には，機関逆転制動時の速度は時間に対してほぼ直線的に減少し，

その航跡は円弧に近い滑らかな曲線であることが示されている。渡辺のは，これより「速さは一定の加

速度αで減じ，同時に進行方向は一定の角速度ψで変化する」との仮定をおき，制動開始から時間t後

の船舶の位置（Xa，Ya）を，

と表している。ここに，ψはO≦ψ≦

砲maxの範囲の値をとるが，どのψの

値が出現するかは「まったく気まぐれ

22）

　」な状態であるため，変針避航の際

の回転半径とは異なりその生起確率は

一定値をとるものと仮定する。よって，

逆転制動をかけた後に角速度ψなる航　　（XCmax，YCmax）

跡をとる確率P（ψ）は，

　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　…　（4．14）　　　　P（ψ）一
　　　　　　　　　ψ㎞κ

で与えられる。

　以上により，変針の場合における

（4．1）式の代わりに（4．13）式を，（4．

10）式のP（r）の代わりに（4，14）式の

P（ψ）を用いることにより，減速によ

る衝突危険度と衝突危険領域が同様の

手順により算定可能となる。図4－8

は，このようにして得られる衝突危険

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図4－8　自船の減速避航による衝突危険領域
領域の形状を示すものである。

　4－4－3　避航コースの選択

y

TA

（、

ﾃ
o

YCmax）

x

＜　　　　　　　　’
歩
トヨ

〉

衝突危険領
r

．i

．　　，

TA

A

S
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　（1）避航コースの選択基準

　4－4－2では，ある1隻の先行船に対する衝突危険度の算定法を示したが，輻較水域で避航操船を行う

際には，当面の避航対象となっている先行船以外に，周辺を航行する船舶（以下，第3船と呼ぶ）に対

しても安全を確保することが要請される。そこで，先行船を避航する際に，それに対する衝突危険度を

考慮しなければならない第3船が存在するか否かの別により，操船者は以下のように避航コースを選定

するものと考える。

　考慮すべき第3船が存在しない場合，追い越し船の操船者は，まず自船の航行位置から4－4－2で示し

たR＝R〃zinに対応する側方間隔が確保できる位置まで変針避航を行う。この動作は衝突危険領域の下

側境界線に達するまでに完了するものとし，しかる後，上述の側方間隔を保持するように先行船に並進

して衝突危険領域を通過する。本領域を抜け出た後そのまま直進する場合は，抜け出た時点で先行船に

対する避航を終わると考える。しかし，元の航行コースに戻るたあ，あるいは，さらに前方に船舶が航

行しているために追い越した先行船の側へ変針しようとする場合は，自船が何らかの原因で減速する際

に針路不安定となって今追い越した先行船に衝突する可能性がまだ残っているため，それに対する衝突

危険度がRminを越えないコースをとりうる位置までさらに進んだ時点で避航を終えると考える。

　一方，上述のよう

な洗行船に対す・　　　㌫2碧錨碑繁暮譲を
避航の開始から終了

までの間に，近傍を

航frg一る第・船に対　　　F　鑑’輻・3罐㍍
してRmin　Ll上の衝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T
突危険度が生じる場

合には・醐嚇　　　T　対し暢±二な醸簑。て
る衝突危険度が等し　　　　　　　　　　　　　　　　追い越し可能

くなるコースを選択　　　　　　　　　　　　　　　　　F

するものとし，さら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船“1”　“3”の　　F
に，そのコース上での　　　　　　　　　　　　中間を2船に並進する直線コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ースで追い越し可能

衝突危険度が1転κ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tを越える場合は，追

追従するものと考え　　　　　　　　　　　　図4－9　避航コースの選択
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る（図4－9参照）。

　このようにして避航コースが選択されるものとすると，第3船がどのような位置に存在すれば先行船

を避航する際に考慮する必要が生じるかを知ることが重要となる。

　②　避航コースの選択に影響する第3船の位置

　第3船が存在しない場合の追い越し船の避航コースは，避航開始時機に応じて無数に存在する。追い

越し船が先行船を避航する際の側方間隔の大きさに第3船が影響を及ぼすか否かは，これらのコースの

うち最も先行船に近い内側のコース，すなわち，先行船を追い越した後のコース上で，追い越した先行

船に対する最大の衝突危険度が砺切に等しくな

るようなコースをとった場合に，第3船に対する

衝突危険度がRminを越えるか否かによって知る

ことができる。つまり，追い越し船が上述のコー

ス上を航行する場合に，これに対する衝突危険度

hs’Rminである第3船の位置の集合として描かれ

る境界線の内側を航行する船舶の全てが影響を及

ぼす船舶となる。もちろん，この境界線は関係す

る各船の船型や速度により異なる。なお，以下で

は簡単のため，避航時の追い越し船の変針角θと

回転半径rは一定として解析を進めるが，この条

件をはずすことは容易である。

　4－4－2でも述べたように，他船との衝突の危険

は変針ならびに，減速による針路不安定に起因す

るものと考えている。衝突危険領域の大きさは変

針によるものの方が大きいため，通常は変針によ

る衝突の危険に関して避航コースの検討を行えば

よい。ただし，既に追い越した先行船に対して，

追い越し船はその存在を十分認識していると考え

て差し支えないため，この場合については減速に

起因する衝突の危険を考えておけばよい。

Y

1t・」

レ’

8

　　　　　lt6

…1
／叶r
　　　　　l一

　1先行船・1・

］k－’－x

　　　　　　＼＼

・，1［・　’．、＼

↓E三二こ議1

　　　　追越し船’2’

　1÷一一一一X★　一一一一一→・

Y★

図4－10 避航コースに影響を及ぼす

第3船の航行位置

x

図4－10に示すように航路に固定した座標系X一γを設定し，先行船「”，追い越し船竈2”，第

3船“3”は，それぞれ速度Vl，V2，V3で航路と平行に航行するものとする。船頃1”の変針による船

e2”に対する修正衝突危険領域の下側境界線上で衝突危険度が輪仇である点（以下，1％切点と呼ぶ）

一67一



と船’1”とのX軸方向の距離をSs1，　Y軸方向の距離をrSlとする。また，船”3”の船“2”に対す

る衝突危険領域のRmin点に関する同様の距離をSs3，rs3とし，船q2”の減速による衝突危険領域の

Rmin点に関するものをSa2，　ra2とする（これらは←4－2の議論に沿って求めることができる）。そう

すると，船“3”が船“1”を避航する船“2”の避航コースに影響するための必要条件の1つが，

　　　　x3＿x1＜SSI＋Ss3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　一一・・・・・・・…　（4．15）

であることは明らかであろう。

　さて，各船の動きを時刻tを媒介にしてXl（t），　Yl（t）1……と記述することとすると，図4－10に

記した船竈2”に関する以下の時刻，

　　　tl：船”1”のRmin点を通過する時刻

　　　t2：船’1”を追い越して回頭を始める時刻

　　　t3：変針角がθに達し回頭を終える時刻

　　　焉：船“1”がRmin点を通過する時刻

　　　t5：船’3”を追い越すコースにのるための回頭を始める時刻

　　　t6：船”3”のRmin点を通過する時刻

において，各船の位置はお互いに以下の関係にある。

　　　　　X，ロ、）－X、（’1）＋・、1　　　　｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・…　一　・・・・…　（4　16）

　　　　Y2（tl）＝Y1（tl）－rSl

　　　　x，（t、）－x、σ、）＋s。、　　　　｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一一・・・・・・…　（4　17）

　　　　夕、（t、）－x、＋r。，

　　　　X，（t，）－X、（t，）－SS、　　　｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・…　（4　18）
　　　　y、（t，）一夕・（t・）一・、，

　　　　x2（t3）＝x2（t2）－r（1－cosθ）　　　｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・…　t・・（4．19）

　　　　Y2（t3）ニY2（t2）＋rSlnθ

　　　　κ2（t4）＝X2（t3）－V2　COSθ（t4－t3）　　　｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”…”・・・・・…　　（420）

　　　　Y2（t4）＝二y2（t3）＋V2　Slnθ（t4－t3）
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κ2（t，）－X2　（t4）－V2C・S（t5－t4）｛

　二Y2（ts）＝夕2（t4）＋叱～sinθ（t5－’4）

　x2（t6）＝x2（t5）－r（1－cosθ）｛

　Y2（t6）＝Y2（t5）＋γsinθ

・（4．21）

・・・… @’・（4．22）

（416）～（4，22）式を連立させて解くと，t＝t、における船℃”と船’1”のY軸方向の相対ilE離y＊

はX軸方向の相対距離x＊の関数として，

　　　　・・－iil　l・・＋（V，・－1）t1、＋ra、＋・s，

　　　　　　　・｛s・・　＋　ss・一・（1－…θ）｝器・・（1－…θ）膓……・…・・（223）

ただし・t・r≒〔r・2・rs・＋・（θ一・’・θ）

　　　　　　　　　　　　　　　一（1計θ）｛Ss、－s。2－・（1－…θ）｝〕

と表される。すなわち，船“1”からx＊の間隔を隔て航行する第3船は，船“2”が船el”のRmin

点を通過する時点でy＊（x＊）より手前の位置を航行する限り船゜2”の避航コースに影響を及ぼすこと

になる。

　なお，X＊の大きさによっては，追い越し後変針角がθに至る以前に再回頭して航路と平行な針路に

戻すコースとなるが，この場合も（4．19）～（4．22）式を修正するのみで，同様にして影響する位置の範

囲を知ることができる。

　以上の結果と（1）で得られた結果により，第3船の位置が与えられた場合，それに対応する避航コース

を求めることが可能となる。

　4－4－4　非集計避航領域の集計化

　これまでの議論から算定される避航領域は，先行船，追い越し船，第3船がそれぞれある特定の船型

と速度を有し，かつ，先行船と第3船がある特定の位置関係にある場合に対するもので，いわば非集計

的な値である。したがって，観測データと比較・検討するためには，集計レベルに合わせて集計化する

必要がある。すなわち，到着時間間隔の分布と航路幅方向の航行位置分布から第3船がある特定の位置

を航行している確率を求め，この確率分布と避航領域の分布とをたたみ込むことにより第3船の位置に
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関して集計された避航領域が得られる。また，航行船舶の速度分布や船型構成分布を知ることにより，

それぞれの船舶の速度や船型に関しても同様に集計された避航領域を算出できる。

　4－4－5　簡単な数値計算例

　以上に述べた導出プロセスに沿って，第3船

の相対位置関係や船舶長に関する種々の組み合

わせに関してのみ集計した結果の一例を示す。

　図4－11は，航路幅1000m，時間交通量40隻

の航路上の，船舶長100mの追い越し船と80　rn

の先行船に対して計算された避航領域の分布で

ある。計算に際し，船位のばらつきεの確率密

度関数はN（0，σわに従うものとし，σ，の値は

西日本港湾運航技術研究kee）に示された航行船

舶の横偏位の片振幅ηαと関連づけて設定した。

また，舵角の分布P（δ）は指数分布を仮定し，

操船の遅れ時間Tは，発令から回頭開始までの

P（Xc）

0．008

0．007

0．006

0．005

0．004

0．003

0．oe2

0．001

　00　　　　100　　　　　　200　　　　　　　300　　　　　　　400

　　　　　　　　　　　　X　　　（m）

図4－11　側方避航領域分布の計算例

遅れ時間Tc1がその大部分を占めると考えられるため，　Tc　1に等しいとし，標準的な値を設定した。逆

転制動時のαと最大角速度ψ㎞κは，藤井24）に示されている横方向のずれの最大値4Lと非常制動距離

10L，および，停止までに要する時間と特性時間の関係から逆算して求めた。さらに，許容衝突危険度

の最大値Rmczxと最小値Rminについては，前者は第3章で開発したOSHICOP一モデルにより求めら

れる避航失敗確率を参考として10－2とし，後者はこの値が航路上での衝突事故確率に反映していると考え

　　－4て10　とした。ただし，1～maxについては，その設定値が結果的に避航領域の大きさにほとんど影響

しないことがわかっている。

　図4－11の破線は従来の提唱値を示すものであるが，提案したモデルから計算した側方避航領域は，

従来の側方領域の提唱値3．2Lより若干小さいものとなっている。この原因の一つは，従来の提唱値が

非避航船が混在するデータから求められたためと考えられる。このことについては4－6で改めて検討を

加える。

4－5モデルの妥当性の検討

　4－5－1　避航領域の直接観測の困難性

　避航領域モデルの妥当性は，モデルを用いて求めた避航領域の計算値と観測結果から求めた観損植と

が，どの程度一致するかにより検証される。そして，このためには観測された航跡データから避航船舶
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と非避航船舶を識別し，両船の間で避航動作が実際にとられた船舶対のみを抽出することが必要となる。

操船経験が豊富であれば，航跡の形状とその時の周囲の状況から，避航動作をとったか否かをある程度

見分けることができると言われている。しかし，これは，そのままの方向・速度で航行を続けると衝突

に至ることが明らかな差し迫った状況下にある場合であって，避航動作をとる位置が被避航船から遠く

離れているほど小さな避航動作で目的を達することができるため，より遠方からの避航であるほど判別

は困難となる。また，輻鞍水域では複数の船舶に対して一まとめに避航することがしばしば生じるが，

この場合操船者がどの程度の遠方の状況までを判断材料とし，どの船を最終的な避航対象として選んだ

かを特定することは一層困難である。さらに，上述のような危険な状況に陥らないようあらかじめ船を

一方の側へ寄せておくといった操船もよく見られるが，このような操船はもはや避航と呼ぶことがふさ

わしいかどうかが定かでない。

　本来その方向へ船を進めようとしていたのか，あるいは他の船舶を避けるためにやむなく進路を変え

たのかは，操船者のみが知っていることであり，解析者がこれを知るためには，時々刻々の航行位置の

観測と並行して個々の船舶に調査員が乗り込み，操船者が操舵命令を発するたびにその理由を問い，記

録しておくことが必要となる。これは実際上不可能と言わざるをえない。これがたあに，観測データか

ら直接避航領域を抽出し，計算結果と比較・検証することは，現在のところ現実的な方法と言えない。

　4－－5－2　避航領域に基づく航過距離分布の誘導

　避航領域モデルの妥当性は，先に述べた避航領域モデルが観測結果とどの程度一致するかにより検証

される。しかしながら，上述のような理由によって，観測された航跡データから避航船舶と非避航船舶

の識別が困難であること，および，集計のレベルが非集計的なものに近くなるにつれてデータの数が減少

し，統計的な取り扱いに載らなくなってしまうこと，の2つの理由の故に，観測データから直接避航領

域を抽出し，比較・検討することは容易ではない。しかるに，避航領域と航過距離分布とが対応づけら

れていれば，航過距離分布に関する計算結果と観測結果を比較することで避航領域に関する計算結果と

観測結果との比較に代えることができ，観測された個々の船舶が避航動作をとったか否かを判別する必

要のない利点がある。このような目的から，以下に，避航領域から航過距離分布を誘導する方法を述べる。

　航行船舶の密度がほぼ一様であるような水域において，船型・速度に関して集計的な避航領域から航

過距離分布を誘導する方法は，既にLamb25）により示されている。しかし，航路計画の対象として諸種

の対策が必要とされるような混雑が顕著な水域は一般に狭水路であり，船舶の密度にはLambの取り扱

っているような一様性が保証されていない。また，モデルの結果を見るまでもなく，避航領域の大きさ

が船型に大きく依存していることは周知のとおりである。そのため，誘導にあたっては，航行位置分布，

船型構成分布速度分布を取り入れることを念頭に置くものとする。したがって，Lambが導いた航過

距離分布は，ここで誘導する分布の特殊な場合に相当することになると考えられる。さらに，Lambの
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方法と本研究の方法の相違点は，前者がある微小領

域内の船舶数の増減に着目するEuler的な解析法で

あるのに対し，後者がある船舶の位置の推移過程に

着目したLagra㎎e的な解析法を採っている点である。

この理由は，後に述べる船体運動の不確実性を考慮

する場合に後者の方が記述が容易となるからである。

　今，被追い越し船’1”の航路内の位置のx座標

をXl，追い越し船“2”のそれをx2とする。また，

図4－12に示したように被追い越し船を原点とした

座標での船e2”のu座標をu’とする。航路内で

の航跡のX軸上での分布φx（X）は正規分布に従う。

¢。（x）　－N〔μ。・・膓〕

Y

ノ

トu’→12

　　　　　　　　　Xユ　　　X2　　　　X

図4－12　航過距離分布誘導の際の座標系

・・・・・・・… @一一…　（4．24）

したがって，船゜1”の座標Xlを固定した場合，船゜2”の航跡分布φu，（u’）は，

ut＝x　－∬　　　2　　　　1

の関係から，

φ。’（〃lx、）－N〔Pt。・－x、・・ノ〕 （4．25）

に従う。今，船’2”が船’1”を追い越す場合，側方2なる距離をあけて避航したいと考えると，u’

≦2なる船は位置2を目指して避航し，U’＞2なる船は避航することなく直進するものとする。このと

き，避航の有無によらず，船“2”の右側方航過距離uの確率密度関数φE（ulε，x1）は次式で与えら

れる。

　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oo
　　　　φ5（u1。，。，）－44ω12）¢u1（u1Xi）dz＋’4　fu（u1”’）¢・’　（“’1Xi）d”’．．．．（426）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f，φut（u’1x・）du’

上式を導く概念図は図4－13（a），（b）に示されている。同様に，左側方航過距離uの確率密度関数

¢：（u12，x，）は，

　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－z　　　　　　　　　　　∫fu（ul－2）φu’（ec’　1　Xl）dut＋∫f．（u　lu’）φut（u・　lx1）du’

　　　　φ差（ula，x1）＝－z　　　　　　　　　　－°°

　oof，φu’（a’　1x，）d・’

・・・・・・・・・・・・… @（4．27）
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但し，（4．　26），（4．　27）式において，fu（u12）は，側方位置2を目指した船の船位が外力，操船性能等の

不確実性の為に，aを中心としてばらつくことを示す確率密度関数で，正規分布で近似できるとするこ

とは，4－4－－2で述べたとおりである。すなわち，

　　　　fu（uk）＝」V『〔2，σ2〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・…　一・一…　■…　（4．28）

また，f．（ulU’）も同様の意味で，

　　　　f．（ulu’）－N〔〃・σ2〕　　　　　　　　　　…・・一……（4．29）

（a）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）　　　Φ冒（ulz・x・）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Φ｛・lz，・、｝

¢．’（・’1・・）

（C）Φ．（・lx　1，V、，V、，L、，L、）

当郷

／／／1

　ヱ　　づ　
Φu’（ピlx・）

　9《z》

図4－13

u

u’

航過距離分布誘導の概念図
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で近似できる。

　さて，（4．26），（4．27）式より，Xlが与えられたときの左右の航過距離の確率密度関数¢u（ulz，Xl）

は結局，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　co　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　φu（ulz・c、）一φ『（ul2，κ，）∫diut（u・lx1）du’＋φS（u12，x、）∫　φ．，（u’lx、）du’

　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿oo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（4．30）

で与えられる。

　ところで，側方避航距離zが，追い越し船”1”と被追い越し船“2”の船型や速度，周辺状況，判

断の不確実性等により，ばらついてくることは既に示したとおりである。いま，このばらつきを表わす

ものとして，側方避航距離の確率密度関数を9（21　V，　，　V，，　L，，　L，）とすると，全てのaに対し，（Vl，

Ll）と（V2，L2）なる特性をもつ2船に対し期待できる側方航過距離の確率密度関数φu（ulx，）は，（4．

30）式と9（21　V，，　V，，L1，L2）より，

　　　　　　　　　　　　　　　　　oe　　　　　φu（ulXl，Vl，V2，Ll，L2）＝∫　　φu（ula，Xl）g（211／i，V，，L1，、乙2）dz　　　　・・・・・…　■…　（4．31）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－oo

で与えられる。（4．31）式の概念図を図4－13（c）に示す。　ところで，　以上の現象が発生するのはV2＞Vl

になる船型L2の船に限られる。船型Lの船舶の航行速度がVである確率密度関数は，藤井26）の結果を

用いて，

　　　　fv（vlL）－M伶・・〆〕　　　　　　　　　……・…・…・（4．・32）

で与えられる。従って，（4．31）式に前述した条件V2＞Vlを考慮すると，　V2＞Viの船型L2の航過距離

の確率密度関数φu（uIXI，Vl，L1，L2）は次のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　4°°φ。（ulx、・v，，1，r，，L、，L，）fv（v，・IL，）dV2

　　　　φu（ulx，，　V，，L、，L，）－1　　　　　　　　　　………（4．③
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　co　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fVi　fv（v・　1　L・）dV2

さて，被追い越し船の位置x1は，先にも述べたように，正規分布N（μ∫，σ診に従うと考えられるので，

（4．33）式より，被追い越し船の位置や速度を特定化しない場合の航過距離の確率密度関数φu（ul　Li，　L，）

が次式で与えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　oo　　　　φu（e・IL1・L、）一∫∫φu（ulX、，L、，L、）f。・（X、）fv（V，　1L、）4嘱・1………（4鋤

　　　　　　　　　　　　一◎o　　　＿oo

式（4．34）は，航路上で船型Llの船を船型L2の船が追い越す場合の平均的な側方航過距離の確率密度

を与えたものである。

　（4．34）式を厳密に観測データで検証する為には，船型対（L，，L2）ごとの膨大なデータを必要とする
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ので，観測データで検証可能な形式にする為に，追い越し船と被追い越し船の船型をランク毎に考えて

おくと廊1」である。その為に，被追い越し船の船型L1が，　Lf≦Ll≦L↑＊，追い越し船の船型がL言

≦L，≦L‡＊の範囲で観測されたとすると，この船型ランク対での航過距離の密度関数φu（のは，

φ〆の一

　　

Lば
　2L4）

　　L（）

α碗∂L　担L（φ

持白　＊

元
緯

～L

　Pt　　　　　ぱ　Ll　　　　L2f，1；fL，＊φL（L・）φ・（L・）dL・dL・

ただし，φL（L）は対象交通流の船型構成分布の確率密度関数である。

　4－5－3　検証データの概要

あ㌘㌔ぽ麗∵鷲慧∀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
の区域を航路とほぼ平行に（AA’，BB’の両方を

横切って）航行する西行船が対象船舶である。用

　　　　　　　27）
いた観測データ　　　　　　　　は48時間分，西行船総数は350

隻，うち本区域内での追い越しは90件であった。

データはレーダー写真からデジタイザーで読み取

られた2分間隔の座標値から3次のSpline補間に

より滑らかな航跡を作成した。そして，対象区域

内で追い越しあるいは追い抜き関係となった船舶対

を抽出し，追い越し船が先行船の真横（X座標が

一致）に来た時点における両船の間隔を読み取り，

・（4．35）

対象水域

　≧

棉蜜綿戸

○

　2．0
（剛LE）

鼻聯晩

　9

図4－14　検証のための対象水域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これを側方航過距離の観測値とした。

　一方，計算値を求めるにあたり，船型構成分布を規定するパラメータと時間平均交通量については観

測値から求めた値を入力し，航路幅も実際の値とした。許容最大ならびに最小危険度は，4－4－5と同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－4様に，OSHICOP一モデルによる避航失敗確率と衝突事故確率の値を参考に，それぞれ10，10　に設

定した。また，先行船の変針舵角の分布は指数分布を仮定し，3－2で述べた遅れ時間Tについては操縦

性指数に基づいてTcを設定した。τはTcに比してかなり短い値と考えられるため，今回はこれを0と

した。なお，演算時間の関係で，速度は船型に応じて一定値をとるものとした。

　4－5－4　結果の比較と考察

　図4－　15の（a）～（d）に計算値と観測値を船型ランク別に累積分布で比較した結果を示す。適合度に

関するKolmogorov－Smirnov検定を行ったところ，本モデルはすべて有意水準5％あるいはそれ以上

で妥当であるとの結果を得た。なお，z2検定によらず本検定によった理由は，サンプル数が多くない本
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研究のような場合に，データを各区間に分け

る必要がないという不1』点を有し，したがって

区間の数や区間毎の理論度数の小さい値に対

してもz2分布を仮定するといった問題が起こ

らないためである。

　また，図4－16には全ての船型について集

計した航過距離の密度分布の比較を示す。こ

ちらはz2検定を用い・有意水準10％で妥当性

を欠くことは無いとの結果を得た。

　ところで，提案した避航領域モデルには未

だ多くの単純化や，観測値とは必ずしも対応

づけられていないパラメータなどが存在して
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全船型に関する航過距離分布の計算値と

観測値の比較

いる。また，比較されるべき航過距離分布の観測値には，レーダーの解像度に起因する誤差，デジタイ

ザーによる座標読み取り誤差，Spline補間の際に混入する誤差などが含まれ，計算値にもモデルで用

いている船型構成分布や航行位置分布などの種々の分布と実現値の分布との乖離による誤差をはじめと

する数多くの誤差が含まれている。したがって，現段階で両者がよい一致を見たと言っても，それが直

ちにモデルの妥当性を示すわけではない。しかしながら，さまざまの船型ランク毎に，あるいは異なっ

た水域や交通量の下で，それぞれある程度以上の適合性を見せるならば誤差が正負バランスしている

という意味で現象説明力を有すると言うことができよう。

4－6結　　語

　避航領域は，交通流の全体的挙動に大きく影響する避航時の挙動を把握し，記述する上で極めて有用

な概念である。しかし，これまで避航領域の概念そのものに関する議論が十分でなかったために，数多

くの研究者によって提案されてきた諸数値は，いずれも交通流の全体的挙動を推定するための基礎概念

としての妥当性を欠いていた。そこで本章では，避航領域の本質に立ち戻ってその概念を再検討すると

ともに，所与の航行環境の下でのその大きさを推定するための非集計的なモデルを提案した。得られた

結果を要約すると以下の通りである。

　（1）避航領域の記述の形式について考察を加え，交通流を再現するためのシミュレーション・モデル

　　の構築や実用交通量算定に用いるために具備すべき用件を示した。

　②　避航操船時の船体運動と避航操船プロセスに内在する種々の不確実性の双方を考慮に入れた形で，

　　操船者が持つ衝突危険度を定量化した。
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　（3）避航操船の際の操船者の意思決定プロセスとそれに基づく避航コースの選択行動を，安全性の代

　　替指標である衝突危険度を用いてモデル化した。

　（4）モデル化された避航コースの選択行動を介して船舶交通流と航路の諸特性から同航時の避航領域

　　を算定するモデルを開発した。

　⑤　同航時側方航過距離分布の誘導法を示し，航行実態観測結果を用いて避航領域分布の適合度を検

　　証する方法を提示した。

　しかしながら提案したモデルでは，全てにわたって十分な検討ができたわけではなく，今後の課題と

して，

　（1）避航操船の際の操船者の効用関数をはじめとするモデルを構成する諸関係式のうち，実態との対

　　応づけが十分でないものに関しては，観測結果等からこれを明らかにすること。

　｛2）複数の先行船をあらかじめ船群として認識し，その全体に対して避航を行うといった操船者の大

　　局的判断の記述が可能となるようなモデルの改良が望まれること。

　㈲　異なる水域や交通量の下での航過距離分布の観測結果を解析し，モデルの妥当性を更に検証する

　　こと。

　（4）集計化の過程で何重にもわたる確率分布のたたみ込みに比較的長い演算時間を要するため，プロ

　　グラムの効率化を行うこと。

などが残されている。

　なお，本章では同航船による追い越しの場合のみを対象として避航領域の算定に関する議論を展開し

た。行き合いや横切りの場合についても，操船者の意思決定に影響する要因が同航船に対するものと異

なるため，モデルの具体的な内容は変わってくるものの，解析にあたっては基本的に本章で提案した方

法論にのっとり，全く同様に検討を進めることが可能であると考えている。
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　　　　　　第　　II　編

航路の計画・設計・管理の方法論に関する研究



第5章　航路計画の方法論に関する一般的考察＊

5－1概　　説

　戦前・戦後を通じて港湾整備が進められた結果港湾における混雑はかなりの程度解消を見るに至り，

海上交通のネックは多方面からの海上交通が集中する狭水道等に移ったかの感がある。実際，我が国で

も，浦賀水道航路や明石海峡航路，あるいは備讃瀬戸航路といった主要航路では既にかなりの輻接が生

じており，二船の出合いのみを想定した現行の海上衝突予防法では対処できない事態も発生している。

それにもかかわらず，上述のごとき事態に直面した場合，現在では操船者の臨機の判断にのみ頼って何

とか危険が回避されることを期待する以外にさしたる手立てがない。このような危険な状態を解消し，

かつ円滑な海上交通の疎通をはかるという航路本来の機能をより一層発揮させるための有力な方策の一

つとして，航路整備や航行規制が要請されてきている。

　しかしながら，航路整備や航行規制を実施して航路の機能をより高いものにしようとする際には，以

下の事項に明確な解答が用意されていることが必要である。すなわち，

　　①　航路計画の目的と言われる“安全かつ円滑な船舶航行の確保”なる言葉が具体的に何を意味す

　　　るか。

　　②結果として実現する交通状態の“望ましさ”あるいは“航路計画の目的の達成度”をどのよう

　　　に測定し，いかに定量的に表現するか。

　　③　望ましい交通状態を実現するためには，どのように航路諸元を決定すればよいか。

という3点である。この3つの事項のいずれに対してもこれまであまり議論されることがなく，したが

って十分な解答が与えられなかったがために航路計画を合理的に策定する方法論が確立されなかったよ

うに思える。その結果航路に何か手を加えて交通の状態を幾分かなりとも改善しようとする時にも部

分にのみ目が向けられがちとなり，全体を見通した適切な計画を策定しえてきたかは疑問の残るところ

である。

　上記の諸点を明らかにするためには，一旦出発点に立ち戻って，航路計画の基本的事項を再度整理し

直すことがまず必要となろう。そして，この作業の結果得られた視点からこれまでの計画法を眺め，不

十分であった点についてはこれを補う考え方を導入する。しかる後，計画策定の手順に沿ってこれらを

再構成し，航路計画の方法論とすることが有効なアプローチと考えられる。

　そこで，本章では，まず第2節で航路計画の目的・主体・対象に関する整理を行う。次いで第3節で従来

の航路計画の方法と航路諸元の標準的な数値の与え方を概観し，第2節の結果に照らしていくつかの間題

＊本章の一部は文献1），2）として発表している。
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点を指摘する。第4節では指摘した問題点に対する著者の考え方を述べ，本研究で提案する航路計画の方

法論の特徴を明らかにする。そして，ここで示される考え方の1つであるリスク分析の方法を参考にし

て，第5節では本研究で提案する航路計画の基本的枠組みを示す。

5－2　航路計画の基本的考え方

　5－2－1　航路計画の基本要素

　「計画」なる語は2つの意味を有している。1つはある主体がある目的を達成するための思考の結果

として得られた手段や方法の一連の配列であり，他の1つはこの結果を得るまでの思考過程である。通

常，前者の「計画されたもの」をplan，後者の「計画すること」をplanni㎎という？4）本研究では「航

路計画」をplanの意味で用い，　plami㎎の意味を持つものとして「航路計画法」ないしは「航路計画

の方法論」といった語を用いる。さて，佐佐木5）は「自然の成行きのままに放置しておいて，なんら矛

盾を生じないようであれば計画の必要性はない」と指摘しているが，これから逆に，なんらかの矛盾が

生じる場合，すなわち計画の策定が要請される場合には「誰が，何を，どのような姿にしたいのか」と

いったことが必然的に具現化しているものと考えられる。言葉を変えると，これらは計画の基本要素となる

主体（誰が），対象（何を），目的（どのような姿にしたいのか）にそれぞれ対応づけられる。したがっ

て，航路計画を策定する場合においても，まず，これら3要素を明らかにしておくことが必要である。

これらが明らかにされた後，それでは，対象のどこをどのように変えれば目的が達成されるかというこ

とについて検討を加え，その結果として取るべき「手段（どうするか）」が選定される。これより航路

計画の方法論は，航路計画の「主体・対象・目的」なる3要素から「取るべき手段」を求める作業，あ

るいは，さらに，上記3要素を明らかにする作業を含めた一連のプロセスをその内容としていることが

理解されよう。加納3）は・れを計画の「構成」と呼び，r体．対象．醐．手段．轍をも。て計画の

5要素としている。

　5－2－2　航路計画の目的と航路が有すべき機能

　一般に，計画の目的とは，対象とするシステムを自然の成り行きのままに放置しておくことにより将

来現出することが予想される伏態から，理想とする状態へとシステムを推移させようとする，その内容

をいう。これは，当初，漠然とした願望の形を取ることが多いが，徐々に明確化を図っていくことによ

り，ひとつの計画目的として設定することができる。また，計画策定の当初は，何からどのように手を

つけてよいかわからず，問題解決の糸口が見いだせないということがしばしば経験されるが，これは計

画目的が未だあいまいであることに起因している場合が多く，目的が具体的に示されるにつれて，検討

すべき事項も自ずから明瞭となってくることが少なくない。

さて，碗hl鋤M・rt・n6）鮫適学の蟻として「麺工学は人および物の安全力、つ聴快適，
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便利，経済的な移動を供給する方法を見いだすための科学的な原理・道具・方法・技術の応用である」

と述べている。これから鍵安全性”，“迅速性㌔“快適性”，喧便利性’，竈経済性”の5つが交通に求めら

れる要件であることが理解される（これ以外に，確実性，大量性等が加えられることもある7））。そして，

明示されてはいないが，上述の科学的な原理・道具・方法・技術は，これらに支えられた交通計画を通

して安全かつ迅速，快適，便利で経済的な移動を供給しうることは言うまでもない。したがって，航路

計画は，そこを禾1」用する海上交通の安全性，迅速性，快適性，便利性，経済性の向上を図るという航路

の機能を十分に発揮させることが目的となる。

　ところで，これまでに策定された航路計画では，いかなる目的が設定されていたのであろうか。我が

国では，港湾区域内に位置する航路を除き，航路は主として港湾法に基づく開発保全航路として整備さ

れてきた。港湾法には航路計画の目的として特段の規定はなく，港湾法の目的として，「この法律は，

交通の発達および国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため，（中略），航路を開発し，および保全

することを目的とする」とある。一方，同法第3条の2第1項の規定に基づく基本方針8）では，開発保’

全航路の開発の方向として，「船舶の安全かつ円滑な航行の確保を図るため，（中略），必要に応じ，新

規航路の開削，拡幅，増深または航路法線の改良などを行う」としている。この両者を比較すると，前

者の「交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため」は，どちらかというと，航路計

画の究極的な目的といった感があり，後者のほうが当面念頭に置いておくべき航路計画の目的と受け取

れる。また日本港湾協会9）には「航路の計画にあたっては，安全な航行操船の容易さ，（中略），等を

考慮することとする」との記述がある。さらに，個々の航路計画に目を向けると，「航行船舶の増加に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　），あるいは，「海難事故のよる航路の輻榛を緩和し，海難事故の発生を防止するため」（運輸省港湾局

防止ならびに船舶交通の輻綾を緩和し，更に，船舶交通の安全に資するため」，「船舶航行の安全をはか

る」，「航行の安全をはかり常時航行可能なものとするため」（いずれも，運輸省港湾局計画課1D）といった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12）
表現が見られる。また，航路計画そのものではないが，Matthews　and　Tresfon　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は各国の海上交通シ

ステム（Vessel　Traffic　Service　System）の設置者に対するアンケート調査を行い，海上交通システ

ム設置の目的として「交通の安全性」，「交通流と港湾管理の効率性」，「環境汚染の防止」，「航行の支援1

という回答が多く見られたと報告している。

　この様に，従来の航路計画では，特に計画目的として明示されてはいないものの，「安全な航行」，

「円滑な航行」，「輻綾の緩和」，「容易な操船」等が計画の目的とされているようである。しかしながら，

°安全”，e円滑’，哉容易”といった語が何を指すかは明らかでない。例えば，死者を伴う事故の防止と

タンカーの事故の防止はいずれも安全性を向上させるが，人命尊重の立場からは前者が，海洋汚染防止

の立場からは後者が選択されることとなろう。すなわち，その内容を明示しない単なる「安全性の向上」

といった目的の下では，どちらの減少化を目指すべきかを選択しえない。また，鍵円滑化”が頻繁な避
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航操船を伴う高速航行と，追い越しが生じないよう一定速度に減速することのどちらにより達成される

かも不明である。

・の意味で，』rsc㎞1の蹴勘拡幅と融緩禾・の目的として挙げている以下の4囎は上記と比

較してやや具体的である点で注目される。

　　a）乗り揚げと衝突の発生を減少させる

　　b）夜間航行を可能とする

　　c）航路の通航に要する時間を短縮する

　　d）2つのレーン上の同時航行を可能とする

このうち，b）はすでに夜間航行が可能な航路では必要がないであろうし，　d）は混雑による待ち時間を

遅れと見なせばc）に含まれるため，場合によってはa）とc）のみを目的とすることも可能と考えられる。

これは一例にすぎないが，いずれにせよ，計画目的は先に挙げたものの一部ないし全てとするとしても，

その意味内容を可能なかぎり具体的に明示した目標へとブレイク・ダウンしておくことが望ましい。

　5－2－－3　航路計画の計画領域

　航路計画の内容は，次の3種類に大別することができる。

　第1は・航路の形状に係わるものであり，可航幅，航路水深，法線の形状といった要素によって規

定される。本研究ではこのカテゴリーに属する要素を設定することを総称して「航路施設計画」と呼ぶ

こととする。これは，航路を利用する立場および航路を整備する立場から望ましい航路形状を探ろうと

する行為であって，あるいは航路設計と呼ぶ方がふさわしいかもしれない。

　第2は，航路上を航行する船舶の通行方法に係わるものであり，航行位置，速度制限，航行管制の有

無などの要素によって規定される。同様に，このカテゴリーに属する要素を設定することを総称して，

「航路利用・管理計画」と呼ぶこととする。

　第3は，　「航路施設計画」と「航路利用・管理計画」を実現するための方法に係bるもので，計画実施

に携わる組織や関係者の合意形成と補償，財政計画，作業管理計画などからなる「実施計画」である。

　第1と第2のものは，5－－1で述べた計画の「手段」に当たるものであり，第3のものは，これを取りま

く諸条件の整理である。以後，本研究では，　「航路施設計画」と「航路利用・管理計画」の両者をもっ

て（狭義の）航路計画と考え・「実施計画」については当面研究対象としては取り扱わないこととする。

　次に，　「航路計画の構成要素」と「航路計画の前提条件」について述べる。

　「航路計画の構成要素」とは，上に述べた意味での航路計画を規定する要素をいい，これらを全て設

定することにより，対象航路の姿を一意的に規定しうるようなものをいう。すなわち，航路計画上操作

可能な変数であり，計画変数といってもよい。航路施設計画と航路利用・管理計画に分けてその構成要

素を列挙したものが表5－1である。一方，「航路計画の前提条件」とは，航路計画を策定する際の前
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表5－1　航路計画の構成要素

航行分離，通航区分，最高速度制限，最大船型制限，通航時間制限，優先航路，
etc

表5－2　航路計画の前提条件

ω気象・海象 風（風向，風速），潮流（流速，流向），視界，波浪，etc．

（2）水路特性 最小水路幅，屈曲，浅瀬，人工構造物，水深，底質，et（㌧

（3）交通特性 麟麟鑑曇霞耀長鴛認鍵璽1驚罐聾坪速

（4）船舶特性 操船性能，レーダーの装備，衝突防止機器の塔載　etc．

（5）防災体制 流出油処理船の配備，流出油処理器材の配備，消防艇の配備，etc。

⑥水域利用状況 養殖場の存在，船舶の停泊・避泊水域周辺沿岸域の社会・経済活動，etc．

提となる条件で，この条件が他のものに変わった場合，航路計画の姿そのものを変える可能性を持つ条

件である。このような条件は数多く存在し，航路計画の際に占める重要性も様々であるが，大別すると

表5－2のように分類できる。

　なお，上記は変更・操作することが可能か否かという観点から分類したものであるが，場合によって

は構成要素であったとしても変更の対象とはしないこともある。このような場合は，もちろん前提条件

と同様に見なすことになり，また逆の場合もありうるが，いずれにせよ検討の対象からもれることのな

いように留意しておくことが要請される。

　以上は，いわば航路計画の空間的な領域に関するものであるが，時間的な計画領域もまた重要な検討

項目である。

　計画の対象とする航路上を航行する船舶交通や，航路をとりまく社会・経済環境は年々変化してゆく。

このように状況が変化するなかで，どの時点（計画目標年次）の状況を対象として計画を策定するかが

定められて初めて将来の状況と理想像との乖離が特定化され，目的の設定が可能となる。また，航路に

限らず，一般に交通施設は特定の一時点のみでなく，一定の期間にわたってサービスを提供する性質の
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ものであるため，定められた期間を通じて所定の効果が発揮されるか否かが評価されることが多い。さ

らに，航路を段階的に整備していくような場合にも，長期にわたって評価がなされる。このような場合

には「計画目標年次」でなく「プ・ジ．クトライフ“）」の聡を用いることカ・有用となる．プ。ジ．ク

トライフは評価の対象となる計画・建設・供用期間を意味し，物理的，機能的経済的，法的耐用年数

などに基づいて規定される。我が国では国土総合開発審議会で一応の案として示された耐用年数として，

100年（漂砂や流入河川がない航路），ないしは30年（漂砂や流入河川がある航路，10～50年の範囲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15）
をとる）があり，アメリカでは50年（水路港湾）という期間が用いられている。

　なお，将来の交通状況の予測に関する不確実性の存在を考慮にいれて動学的な立場から計画を策定す

る場合は，「計画目標期」についても検討しておくことが重要である96）’17）長期的な視野を持つことに

より効率性は増大するが，予測が長期にわたるにつれて予測誤差に伴う不効率性が発生するため，将来

を見通す期間を適切に定め，効率よい計画を策定することが望まれる。

　5－2－4　航路計画の計画主体と評価主体

　航路における船舶の航行にはさまさまな関係者が関与しているため，航路計画策定の際には考慮に入れ

るべき立場あるいは影響者を明確にしておかなければならない。これらは，

　　①航路を利用し，サービスを受けるもの（利用者）

　　②航路を整備・管理し，サービスを提供するもの（提供者）

　　③航路を含む周辺沿岸域を利用するもの（影響者）

に大別することができる。

　①は，操船者（船長・航海士・パイロット）や船主・船社さらには人や貨物の輸送を通じて社会・

経済活動を営むもので，いわば航路の利用者と言える。利用船舶の種類（大型船，小型船，危険物輸送

船など）から利用者を分類することができ，それぞれ競合関係を形成することもある。②は，交通施設

としての航路を管理するものと交通施設を利用する海上交通を管理する者からなる。航路は通常公有水

面に存在するため’管理者”という概念にはなじまないが，これを道路と対照すると道路管理者と交通

管理者に相当する。我が国では，港湾区域においては港湾管理者が双方を管理し，それ以外の水域では

運輸省が施設面における航路管理を，海上保安庁が交通の管理に携わっている。また，諸外国では両者

を兼ねている機構も見られる。航路計画を策定する際には，一般に，提供者が計画主体となる。③は，

航路および周辺水域で操業する漁業従事者やプレジャーボートの利用者，あるいは水産物を養殖する者，

沿岸で経済活動や生活を営む者などである。

　これらは，すべて航路計画の評価主体となりうる。そして，どの範囲の立場までを積極的な評価主体

として計画に取り入れるかにより計画の内容あるいは合意形成のあり方も変わる。すなわち，積極的な

評価主体となる立場についてはそれぞれの観点から見た計画の望ましさがなるべく大きくなるように代
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替案が作成され，選択されるが，そうでない単なる影響者となる立場の者に対しては，望ましさが現状

より小さくなりさえしなければ反対が生じることもなく，よしとされる場合もある。

　評佃預目は，一般にそれぞれの評価主体によって異なる。航路の利用者は，安全性・迅速性といった

面に主たる関心を抱いており，提供者は航路の整備と維持・管理に要する投資額に関心を向ける。また

影響者については航行の自由度の大きさという面での快適性，あるいは海洋汚染の発生につながる事故

危険度の変化に重きを置いた評価を下す傾向にある。ただし，先にも述べたように，提供者は計画の主

体となっていることが多いため，通常，計画主体としての立場から他の立場の意向をも統合して計画を

評価する。

　このように，航路計画も他の公共事業の計画と同様に，複数の評価主体が存在していることに意を払

っておくことが重要である。

5－3　従来の航路計画の方法論

　5－3－1　航路計画策定のフロー

　航路計画策定のための方法論は未だ確立されていないといってよい。しかし，その一部分，あるいは

全体の体系化を図ろうとした試みはいくつか目にすることができる。ここでは，その中から2つのフロ

ーを紹介する。

　運輸省i8）　C＆一般的な航路設計の流れとして図5－1のような関連図を示している。これは，構想一

基本計画一実施計画一運営管理という，5－2－2で述べた意味での「実施計画」に着目し，航路施設計画

を構成する要素間の関係に重点を置いて整理したものである。図中破線で囲んだ部分がほぼ本研究で取

り扱う領域に相当する。図5－2は，このうち船舶諸元や海象・気象・地形などと，航路設計の主要3

要素とされている航路法線・航路水深・航路幅員との関連を示したものである。

　図5－3は栗栖19）により航路計画の手順として示されたものである。本手順は，航路幅員，航路水深

および航路法線を決定するためのもので，5－2－2で述べた「航路施設計画」に相当するが，航行規制に

ついても考慮が払われている。図からも理解されるように，港湾の配置計画が与えられることにより，

まず，当該航路を航行する船舶の船型を定める。次いで，船型と地形・地質からの航行規制の方式が定

められると共に操船面の挙動を考慮して航路幅員を定め，また，吃水の分布や船体沈下量を知ることによ

って航路水深を定める。しかる後，これらを統合して航路法線を決定し，これを安全性，経済性，輸送

効率などから評価する。評価の結果望ましい航路形状と見なされると計画が決定され，そうでない場合

はフィードバックして再度検討を加えるものとしている。

　5－3－2　航路の諸元

　我が国の現行の航路計画における航路諸元は，概ね省令に基づく技術上の基準8）に準拠して設定され
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問題点分析1

＼　　（目標）

／

図5－1　運輸省18）による航路計画の流れ（破線は筆者による）

　　　　　　　　　　　－88一
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港湾の配置計画

船型の決定
　船種構成・最大船型

　船型構成・船舶性能

　通航量

　式度制方速規航航
行通通

航

余裕水深

地形・地質

気象・海象

緊急時停泊

二船間障害物

等相互作用

船位測定誤差

心理的影響

標 識

航路幅員

航路法　線

NO 　評価
安全・経済性

輸送効率等

YES

図5－3
　　19）
栗栖　　による航路計画の手順
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ている。ここに規定されている航路諸元は，航路の法線航路の幅員，航路の水深の3つである。以下

では，まず技術上の基準に記述されている航路諸元の標準値ないしは設定法と，PIANCによる大型タン

カー航行航路に対する勧告測を紹介し，これ以外の検討結果についても概観する。

｛1）航路の法線

　a）技術上の基準

　　　ここで示されているのは航路屈曲部の法線の形状である。屈曲部における航路中心線の交角は，

　　概ね30°を越えないことが望ましいとし，30°を越える場合には，対象船舶の船舶長に応じて曲率

　　半径と航路幅員を一定の値以上とることとしている。航路法線を決定する際には，入出港船舶の航

　　跡の調査や海事関係者の意見を聴取するとともに，航路標識の整備状況，航行管制の施行の状況，

　　航路分離の方法などを考慮する必要があるとされている。しかし，その具体的な考慮の方法につい

　　て規定されているわけではなく，個々の事例ごとに適宜検討されているのが実状のようである。こ

　　こで，入出港船舶の航跡の調査と海事関係者からの意見の聴取を行うのは，その結果から標準的な

　　操船方法を抽出し，得られた操船方法の下で無理のない航行がまず可能であるような法線設定を行

　　うためと理解される。また，海事関係者からの意見の聴取は，同時に航行時の安全性を定性的にで

　　はあるが検討するための基礎情報を収集することをも意味している。

　b）PIANCによる勧告

　　　航路は可能な限り直線状に配置し，それが不可能な場合，特に考慮に入れるべき風や流れがなけ

　　れば，船舶の長さの5倍以上の曲率半径を有するカーブで直線部分を結合するような形状が望まし

　　いとしている。　水深や海底の状態，幾何学的特性等によっていくつかの配置の中から選択する場

　　合には，航行援助施設や固定物，現行制度等を考慮に入れた選択を行うべきであり，風による漂流

　　量と航行速度のなす角のta㎎entはO．　25を越えないことが望ましいとしている。

　c）操船シミュレータによる検討

　　　航路は他の交通施設と同様さまざまな計画代替案を実際に設置し，しかる後に検討を加えると

　　いうことができない。また，既往の計画の中にはどれ一つとして同一形状の航路もない。そこで，

　　所与の航行環境の下での船舶の運動を模擬し，操船者が当該航行環境における操船を体験しうる操

　　船シミュレータが開発されてきている。この種のシミュレータを用いて異なった航路法線を有する

　　いくつかの代替的な航路を航行する状況を模擬し，その良否ならびに問題点を検討することがある

　　程度可能となってきている。ただし，本シミュレータによる検討結果は，操船者の主観的評価の形

　　で与えられるために定量化し難く，臨場感の再現力の大小によっても左右されることがある。また，

　　検討にはある程度長い時間を要するため，検討すべき代替案がかなり絞り込まれた段階で用いられ

　　る場合が多い。
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②　航路の幅員

　a）技術上の基準

　　　技術上の基準を定める省令2Dは，航酬員を，対象船舶の長さ以上（船舶が行き合う可能性のあ

　　る航路），ないしは対象船舶の長さの2分の1以上（船舶が行き合う可能性のない航路）の適切な

　　幅とすると定めている。技術上の基準・同解説9）では，さらに表5－3に示す幅員を標準的な値と

　　している。
　　　　　　　　　　　　　表5－3　技術上の基準9）による航路の幅員

航路の長さ 通　行　の　状　況 幅　員

対象船舶どうしがひんぱんに行きあう場合 2　L比較的距離が長い航路
上記以外の場合 1．5L

対象船舶どうしがひんぱんに行きあう場合 1．5L
上記以外の航路

上記以外の場合 L

（Lは対象船舶の船長）

b）PIANCによる勧告

　　公称水深を有する水域の最小幅を航路の幅員とし，一方向航路についてはこれを，①航路上を航

　行する船舶の位置決定誤差，②偏位認識後に航行位置を修正するための航跡の横距③流れによる

　漂流距離，④船体の半幅，⑤船体の半幅以上の側方余裕，の和として設定するとしている。同時に

　航路幅員は航行船舶の船幅の5倍以上とするよう勧告しており，ブイによる航路表示を行う場合に

　はブイの振れ回り量をも考慮に入れるべく指摘している。さらに，屈曲部ではL2／8Rで与えられ

　る幅員と側方余裕を操船の困難さに対処するため付加すべきであると述べている。しかしながら，

　二方向航路については幅員を決定するための研究の開始を勧告するに留まっている。

c）西日本港湾運航技術研究会の方法22）

　　対象とする船舶の挙動を決定論的に検討する方法の1つであり，他に同様のアプローチをとるも

のとして豊田の方戯飯島・本田の方法24）がある．基本的な考え方は泌要航路噸が，針路を

補正しながら航行する際に生ずる偏位量と他船ないしは陸岸に対して水力学的に必要とされる距離

　との和からなるとするものである。

d）井上の方法25）

　　多数の航路における航跡の観測データを統計的に解析することによって，2－6－2で紹介した航行

位置の分布を与える観測式に整理し，これを基に航跡が航路の外側へはみ出す確率が一定値以下と

なるように航路幅を設定するという方法である。

e）Oldenkampの方法26）

　　d）で用いた観測データの代わりに操船シミュレータを用いて多数の航跡データを作成・解析する
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　　ことにより，蛇行する航跡の極値の分布を求め，これが航路幅員の2分の1を越えないという考え

　　方をとることによって必要とする航路幅員を求める方法である。

　　　　　　　　　　27）
　f）黒田ほかの方法

　　　乗り揚げ事故の発生確率を，危険ゾーンへの侵入確率と危険ゾーンからの脱出失敗確率の積と考

　　え，前者を航跡の確率過程への当てはめから，後者を事故確率の実績データから求めることにより

　　両者の積が所定の許容水準を越えないように航路幅員を設定するという方法である。

（3）航路の水深

　a）技術上の基準

　　　泊地の水深の規定による水深を確保するとともに，状況に応じて，底質，船舶の動揺，船体沈下

　　等に対する余裕をさらに加えた深さを「適切な深さ」としているが，具体的な規定は見られない。

　b）PIANCによる勧告

　　　航路の凌深水深は，計画最大船型の喫水に，①海水の塩分濃度や積荷の積載状態等に対する修正

　　量②スコットや操船条件などに対する余裕，③竣深の際の誤差や測深誤差，を加えて決定する。

　　ここに，①の修正量は0．3m以上とすることが望ましく，また，②の余裕は底質が砂である場合は

　　0，5m以上，底質が岩である場合は1m以上確保するように設定する。さらに，航路水深に対する

　　掘削斜面高さの比が0、4を越える場合には浅水影響を考慮すべきであるとしている。

　C）日本海難防止協会の方法28）

　　　静止時における喫水に，①航走中の船体沈下量，②海図の水深誤差，③気象・海象等の環境条件，

　　④安全余裕，を加えたもの力泌要とされる航路水深であるとして求める方法である。

　5－3－3　従来の方法論に対する若干の議論

　本節冒頭でも述べたように，航路計画の全体的な方法論を体系的に整理したものはほとんどないと言

ってよい。また，先に紹介した数少ない方法論も5－2で述べた航路計画の目的や評価のあり方などに照

らしてみるといくつかの問題点を有している。

　第1の問題点として，これまでのものの多くは航路計画の前提条件と構成要素の関連を示しているに

留まり，検討を進めて行くための手順とは異なるものであることを，まず指摘しなければならない。そ

の理由の1つは，独立に設定されるべき計画変数と前提条件との区別が明確でないことにある。例え

ば，図5－3では航行規制の内容が対象船型によって規定され，さらに航路水深や航路幅員の設定が航

行規制に依存するかのように表現されている。もちろん航路幅員という計画変数を設定する際に航行規

制という他の計画変数にも考慮を払って調和のとれたものとすることは必要であるが，だからといって

航路幅員が航行規制に一方的に依存するわけではない。逆に，航路幅員は望ましい交通流を実現させる

上で航行規制のあり方に影響を及ぼすが，これもまた一方的に規定するようなものではない。すなわち，
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複数の計画変数がある場合，それぞれの計画変数の変更が実現する交通流の状態に及ぼす影響は相互に

密接な関連を持つことが多いが，そのような場合であっても計画変数の設定は基本的に独立になされる

べきであり，他の計画変数との関連でその設定が適切であったか否かは実現した交通流の姿からのみ判

断されるべきなのである。したがって，評価の結果，実現する交通流の姿をさらに望ましいものとする

ために計画変数を変更するためのフィードバック・ループが必要となる。

　いまひとつの理由は，検討の各段階で得られる情報が，次の段階における検討の内容，さらには全体的

な評価の作業とどのような関連を有しているかが明確でないことにある。いかに作業の手順が流れ図な

どの形で整理されていても，各段階における作業の目的（どのような結果をどのような形式で求めるか）

が明らかにされず，段階を経るにつれて蓄積されてゆく一連の結果が計画案の選定にどのように貢献す

るかが明示的に示されていないようでは，それに沿って検討を進めることが困難となり，そのつど適切な

方法を編み出すことを強いられることとなろう。この意味で，5－－3－－1に示した方法論は，単なる計画要

素間の関連図の域を出るものではない。

　第2の問題点は，比較・検討すべきいくつかの計画代替案を実施した場合，それぞれ計画の目的をど

の程度達成することになるのかということに関する定量化が十分ではないことである。例えば，航路幅

員と航行安全性に問題を絞ってみても，従来の方法は「航行安全性の面から必要とされる航路幅員」あ

るいは「安全な航路幅員」という表現の下に推奨される航路幅員を算定するものであって，算定された

航路幅をいま少し広くあるいは狭くすることによって航行安全性がどのように変化するかを定量的に教

えるものではなかった。

　第3の問題点として，航路に求められる安全性や迅速性といった諸機能が当該代替案を選択すること

によりどの程度発揮されるかということに対する定量化が互いに比較できる形ではなされていないこと

が挙げられる。迅速性を犠牲にすることにより安全性を向上させることができ，逆に迅速性を向上させ

るためには若干の安全性の低下が避けられないといったように，航路の機能は互いにトレード・オフの

関係を構成していることが多い。したがって，それぞれの機能面から見た望ましさの程度が相互に比較

できる形で定量化されていないことには，上述のトレード・オフの解決を図り得ない。

　第4の問題点として，施設提供者（計画主体）と利用者といった異なる評価主体間に構成されるトレ

ード・オフ問題を解決するための検討を定量的に成し得るものでなかったため，選ばれる代替案が評

価主体に関する全体的な最適性の裏付けに欠けるという点が指摘できる。「要請するものの立場で行動

　　　　　　29）
の指標が異なる　　　　　　　」ことは，一般に複数の評価主体が存在する公共事業で念頭に置いておくべき基本的

な事項であり，航路計画とて例外ではない。また，交通施設の経済容量設定に関して著者30）が指摘した

と同様に，航路計画も，交通施設としての航路と，そこを利用する船舶交通流との相対的バランスとい

った観点から代替案選択がなされなければならない。従来の方法は，このような観点から航路計画を検
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討しうるものではないと言わざるをえない。

　以上は，主として計画を評価する観点からの問題点であったが，第5の問題点は対象とする船舶交通の

取り扱い方に関するものである。航路諸元を決める際に，従来の方法は，対象とする船型の船舶が単独

航行する場合，あるいはたかだか1隻の他船と行き合う状況のみを想定し，このような状況の下で安全

に航行できる航路諸元を，主として個々の船舶の微視的な船体運動の観点から検討して決定するもので

あった。これは，個々の計画変数についても許容範囲についての下限，すなわち最低限確保すべき物理

的な航路諸元を規定するものに過ぎない。もちろん，交通が輻綾している航路にあっては付加的に余裕

を確保することとされているが，余裕量の適切さについての根拠に乏しいきらいがあり，何よりも，「何

をもって適切とするか」という議論に欠ける場合が多いように見うけられる。余裕を必要とする1つの

大きな理由は，航路上での輻鞍が顕著となった場合にも対応が可能となるためであるが，航路上での交

通輻鞍が日常的となった今日では，計画の対象とすべき船舶交通を記述するにあたり，輻較の状況を明

示的に取り入れてしかるべきではないかと考える。

　最後に，5－2－2で示したように，本研究では，航路計画の中には航路施設計画のみでなく航路利用・

管理計画まで包含すべきであると考えている。したがって，航行規制の変更などを航路幅員や航路法線

の変更などと同列に比較・検討する方法が示されねばならない。従来の方法論にも「航行規制」や「管

制・標識」という語句は見られるが，検討作業に具体的にどのように取り入れられるかが明確に示され

ているとは言えない。

5－4本研究で提案する航路計画の考え方

　5－4－1　航路の機能が発揮されている度合を定量的に考慮した航路計画

　交通施設が具備すべき条件として，迅速性，経済性，確実性，快適性，利便性，安全性の6つがある。

以上の6条件はいずれも計画策定時に考慮を払わなければならないものであるが，5－2－1でも述べたよ

うに，航路においてはとりわけ航行安全性と迅速性の確保が重要となる。

　交通事故的海難の多くは人為的ミスを原因とするものであるが，かりに主因が操船者のミスであると

しても，操船者をとりまく航行環境（航路特性，交通特性，自然条件など）が事故の誘因となっている

　　　　　　　　　　31）
　　　　　　　　　　　　は，海技免状を持たない甲板員に見張りや操舵をまかせて瀬戸内海を航行しことが少なくない。福島

ていた旅客船が，航路筋にあった暗礁に乗り揚げ，船底を大破沈没して多数の死傷者を出すに至った

海難の例を引いて，海難審判などにおける結末が運航責任者の責任を追求したにとどまって「もし暗礁

の上に燈台があったならば，この海難は発生しなかったであろう」という航行環境面からの判断がなさ

れなかったこと，その後，その暗礁の上に燈台が設置されたところ類似の海難が発生しなくなったこと

を示し，真の海難防止対策を追求するためには，発生した海難とその環境条件との因果関係まで掘り下
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げて検討することが重要であることを指摘している。また，海域によって事故発生率が異なる事実は安

全な航路と危険な航路があることを示唆するものであり，個々の航路が有する航行環境が交通事故的海

難の発生に大きな影響を及ぼしていることがわかる。そこで，航行環境に存在する事故の誘因を明らか

にし，これを排除することによって人為的ミスの発生を減少させるシステム，あるいは，ミスが生じた

としても初期のうちにこれをカバーし，事故に結びつきにくい安全度の高いシステムの構築を計ること

が要請される。しかしながら航路の航行安全性を定量的に規定する尺度が確立されていなかったことも

あって，個々の航路がどの程度の高さの安全度を有するかは十分明らかではなかった。

　航路における船舶の航行安全性と航行環境との関連性を取り扱った研究は3－3で示したように，これ

までにも数多く見受けられる。これらの研究成果により，航路上の衝突確率に関する情報はかなり豊富

に得られるようになってきた。しかしながら，モデルに組み込まれた説明変数やモデル自体の操作性の

面から，航路設計代替案の詳細な検討には必ずしも適したものといえず，あくまでも衝突危険度を推定

する段階にのみ留まっていた。一方，木俣・石崎32）やVaganov33）などの航路設計の方法を論じた研究も

航行安全性の取り扱いなどの点で必ずしも上述の研究と整合するものでなく，航行安全性を考慮した形

で航路の設計・計画をシステマティックに行う方法論は見られなかった。さらに，航行安全性を高める

施策は，一般に一つに限らず複数のものが存在するが，それぞれの施策の実施が航行安全性の向上に及

ぼす相乗的効果が定量化されていなかったため，最も適切な方策（単独またはそれらの組み合わせとし

ての）を選定することの根拠に欠ける面もあった。第3章で提示したOSHICOP一モデルは，上述のよ

うな背景の下に，航路計画の安全性の面からの評価を可能とするために，計画諸変数と衝突事故率を関

連づける道具として開発された。

　一方，航路が有するもう一つの主たる機能である航行の迅速性についてもこれを定量的に推定する研

究やモデル開発が進められ，どのような計画代替案の下でどの程度の迅速性機能が発揮されるかをある

程度容易に知ることができるようになってきている。

　これらのモデルを用いて種々の検討を行った結果，次章以降で示すように航路整備や航行規制が衝突

事故確率と遅延時間の減少にかなり有効に働くことも明らかとなってきた。このような状況を踏まえて，

本研究では，航路の機能が発揮されているその度合を定量化することにより，これを最も効率よく高め

るという評価基準の下で，望ましい方策（計画代替案）を選定する合理的な設計原理を提示しようとす

るものである。

　5－4－2　航路計画の望ましさに対する総合的な評価

　従来の航路計画の主たる内容は，航路上を同時に航行する船舶がたかだか2隻でしかないような状況

下で，微視的な船体運動の面から規定される航路諸元の設定にあった。したがって，航行の迅速性や他

船舶との頻繁な遭遇により操船者が過度の緊張を強いられないという意味での快適性にPt・ては，積極的
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に考慮されることもなかった。これは，航路上における交通の輻鞍を前提としていなかったためである。

しかしながら，航路上での交通輻綾が恒常的なものとなっている現状では，交通の輻綾を考慮しておく

ことが重要となる。そこで，本研究では，従来の方法で求められる航路諸元の値を最低許容基準とみな

し，これに適当な余裕量を付加したものを航路諸元の計画値とする。そして，前者は従来の方法に従っ

て設定し，後者は計画の目的と考慮すべき種々の制約条件に照らして総合的な評価を下し決定する。こ

の余裕量は交通の輻接に対処するためのものであって，安全性のみならず前述の迅速性や快適性などの

観点からも検討されるべきものである。しかるに，航路が有すべきこれらの諸機能は互いにトレード・

オフの関係を構成している場合があるため，これらを総合的に評価し，航路計画の全体としての望まし

さをいかに高めるものであるかが検討されなければならない。

　一方，航路計画にはさまざまな評価主体が存在し，それぞれの立場から見た航路の望ましさに関する

評価は相反する場合がある。そこで，それぞれの評価主体ごとの評価を行った後に，全ての評価主体か

ら見た航路計画の総合的な望ましさについても検討されなければならない。本研究では，総合的な評価

基準として国民経済的観点に立った効率性基準を採用する。ここに，計画代替案の選択を国民経済的観

点に基づく評価方法に載せることは，施設提供者や航路利用者といった航路計画に関係する各評価主体そ

れぞれの評価の全てを明示的に考慮しうることを意味している。そして，同一の投資の下で対象航路の

全体としての機能を最もよく高められる計画代替案（あるいは，逆に，対象航路の機能を一定水準だけ

高めるための投資が最も少なくてすむ計画代替案）が最も望ましい代替案であるとする考え方をとる。

ただし，この方法（Risk－Cost－Benefit　Analysis）は航路計画の望ましさを投資の効率性の観点から

のみ論じようとするものであって，便益・費用の帰属とその公平性については何も言わないため，公平

性については別途検討し，調整を図る必要がある。

　5－4－3　リスクが存在するシステムの分析と計画

　上に述べた航路計画の方法論のうち，航行安全性に関する検討を行なうに際して，航路を，そこを利用

する船舶をも含めて，危険（リスク）が存在する1つのシステムと捉え，リスク・アセスメントの考え

方に沿って方法論の構築を進める。計画者は与えられた条件のもとで，最も適切かつ実現可能なシステ

ムを設計する必要に迫られるが，リスク・アセスメントの考え方に基づいてリスク分析を実施すること

は根本的かつ系統的な航行安全対策の発見を容易にし，安全面のバランスという観点から適切な代替案

を選択する助けとなるため，極めて高い有効性を有すると考えられる。

　リスク・アセスメントは，通常，

　　　①準備作業としての「システム同定」

　　　②「リスクの同定」と「リスクの見積もり」の両者からなる「リスクの決定」

　　　③「リスクの評価」
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　　　④「システムの変更」

といった要素から構成され，通常このll鵬に沿って実施される94）「リスクの同定」はシステムにどのよ

うなリスクが存在しているかを明らかにするプロセスであり，「リスクの見積もり」は同定されたリス

クがどのような対象にどの程度の規模と損害をどの程度の頻度でもたらすかを定量的に求めるプロセス

である。また「リスクの評価」は，明らかにされたリスクを社会ないし個人がいかに受け入れ，あるい

はリスク軽減策の必要を感じるかを明らかにするプロセスである。これを航路計画の例で言い換えると，

「リスクの同定」は，船舶航行リスクとは具体的に何を意味するのか，それはどのような事象の発生か

らいかなる形をとってもたらされるかを明らかにすることに相当する。「リスクの見積もり」は，航行

リスク，例えば，船舶相互の衝突が生ずる確率とその衝突がもたらす損害の規模を，航路形状や交通の

状態といった航行環境と定量的に関連づける作業を意味する。これには，逆に，航行環境を変えた場合

に変化するリスクの程度を見積もる作業が含まれることは言うまでもない。ここで定量化されたリスク

は，次いで評価に適した尺度へと変換され，他の評価項目とも合わせて「リスクの評価」へと送られる。

ここでは，航路上を航行することによるリスクがどの程度まで社会的に許容されるかを明らかにすると

ともに，一定の評価方法と評価基準の下で，考えうる航路計画代替案を比較し選択する作業を指す。評

価方法とそこにおける評価基準は，リスクの性質や計画の目的に照らして個々の計画に即したものを設

定することが必要である。この結果明らかにされたリスクレベルが許容されず，かつ，システムを操作

することによってリスクの大きさがコントロールできる場合，許容しうるレベルあるいは最も望ましい

レベルにまでリスクをコントロールしようとシステムの変更がなされる。

　以上より，リスク・アセスメントは，いくばくかのリスクが存在するシステムを計画・設計する際の

一つのシステマティックなアプローチであることがわかる。そこで，本研究では，航路計画策定の方法

論を，リスク・アセスメントの1つの適用とみて論じることとする。

　なお，「船舶航行リスクの同定」は，船会社及び損害保険会社などにおいてかねてより行われている

が，それぞれの立場におけるリスク分析の目的に応じた同定がなされているため，航路計画のために同

定されるものとはもとより異なる。「リスクの見積もり」については，既に海上交通工学の分野で，航

行環境とリスクの生起確率のかなり詳細な関連づけが進められているが，リスクがもたらす損害の定量

化はまだ端緒についたばかりであるため，「リスクの評価」にまでは至っていないのが現状である。

　5－4－4　計画対象交通流の概念

　海上における船舶の衝突を予防し，もって船舶交通の安全を図ることを目的として制定された現行の

海上衝突予防法は，主として1隻の船舶が他の1隻の船舶と遭遇する際の航法を規定したものであり，

複数の船舶と同時に遭遇する場合（多重遭遇と呼ばれる）の航法を明確に示すものではない。第3章の

図3－7に船舶Aが右方から接近する船舶Bと左方から接近する船舶Cに遭遇している状況の例を模式
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的に示したが，Aは，　Bに対して避航すると同時にCに対しては針路と速度を保持しなければならない

という困難に陥っている。このような場合には臨機応変の処置をとることとされているが，極めて危険

な状況であることが容易に理解される。困難な状況の下にあっても適切な判断によってこれを切り抜け

られるよう操船者の技術を高めることも一つの方策ではあるが，このような危険な事態は本来起こるべ

きではなく，まず適切な航路計画を策定・実施することによってその解消を図るべきであると著者は考

える。そのため，交通の輻藤している航路を計画する場合，航路上を同時に複数の船舶が航行している

状態を念頭に置いておくことが重要となる。

　ところで先に述べた危険な事態がどの程度の頻度で生じるか，あるいはそれがどのような状況となる

かは，航路を航行する交通流全体の特性に依存する。したがって航路計画に際しては，後に述べるよう

な交通流全体の挙動を記述する要素を明示的に取り扱うことが望ましい。

　従来，航路計画において航路諸元を決定する基礎は「計画対象船舶」に置かれていた。計画対象船舶

は多くの場合当該航路を通航することが予想される最大船型の船舶とされる。前節で説明したように，

航路幅や航路水深は，基本的にこの計画対象船舶の船舶長や喫水に基づく値とし，必要に応じて余裕をと

るものとして決定されてきた。しかしながら交通の輻較を考えた場合，「計画対象船舶」は交通流の特徴

を記述するための一要素でしかない。そこで，本研究では交通の車副湊している航路の計画を策定する際に

考慮すべき交通特性を抽出するとともに，計画で想定するこれらの諸特性の具体的な値によって規定さ

れる交通流を「計画対象交通流」と名付け，これをもって航路計画策定の基本概念とすることを提案す

る。“流れ”を安全かつ円滑に流すためのもう一つの計画分野である河川計画においても，当初は計画

最大流量が個々の計画地点における計画の基本量とされていたが，瞬間値としての計画最大流量は流れ

の一側面を記述するものでしかないため，これに時間的な変化の様子を導入した計画高水（ハイドログ

ラフ）がその後の計画の基本量とされた経緯に類似点が見られる：5λ36）

　さて，計画対象交通流を記述するために必要かつ十分な指標を何にとるかについては今後議論を重ね

る必要があるが，基本的には，

　　①船舶の大きさを記述するもの

　　②　船舶の運動特性を記述するもの

　　③交通量を記述するもの

の3つに分類されよう。

　このうち，船舶の大きさについては船型構成分布を規定するパラメータとなる対数船舶長の平均と分

散，およびこれまで用いられてきた最大船型が最も重要な指標となる。

　交通量については，日平均交通量やピーク率に代わって，一日の時間交通量の変動を記述する時間一交通

量曲線のようなもので与えられることが望ましい。また日交通量は年間を通じても変動するものである
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ため，その設定にあたっては適切な順位のものが選ばれ

る必要がある。（日本海難防止協会37）によると10番目日交

通量を境に日交通量の変化に異なる傾向が見受けられる

ため，10番目日交通量が計画日交通量として適当である

とも考えられるが，さらに検討を要する）。　さらに，港

湾前面に位置する航路では時間帯により一方向の交通量

表5－4　計画対象交通流を記述する指標

平均対数船舶長

対数船舶長標準偏差

最　大　船　型

時間交通量の時刻推移

方向別交通量比の時刻推移

のみが卓越する傾向が顕著であるため，方向別交通量比の時間変化も指標として重要である。

　一方，船舶の運動特性としての速度分布や航行位置分布到着時間間隔分布などは，第2章に示した

ように，船型や交通量と関連づけられているため，特に指標とする必要はないと考えられる。

　以上の検討より，計画対象交通流は，当面，表5－4に示す指標により記述すればよいと思われる。

　なお，先に述べた河川計画の分野では，既往の実績や流域の重要度，および流域の流出特性などから

計画高水を設定する方法論が確立されている。本研究の範囲を越えるためここでは論じないが，航路計

画においても各港湾の入出港船舶に関する将来推計値や航路と港湾の位置関係，あるいは当該航路の重

要度などに基づいて計画対象交通流を設定する方法論の確立が望まれるところである。

　5－4－5　航行規制を考慮にいれた航路計画

　港湾計画には，港湾施設計画と港湾管理利用計画が含まれる。このうち後者は，前者に基づいて整備

された港湾施設が機能を十分に発揮しうるように管理・利用の方法を規定する。これからもわかるよう

に，一般に，施設計画の評価はその利用の仕方いかんによって大きく変わる。したがって，施設計画は

その利用に関する計画と一体的に策定されてはじめて十分な機能が発揮される性格のものであると考え

られる。航路計画にあっても航路形状に代表される施設面の計画と，航行規制に代表されるようなそこ

を利用する船舶の航行方法に関する計画が一体的に策定されてしかるべきであって，以下では前者を航

路施設計画，後者を航路管理・利用計画（簡単のため航路利用計画，以下同じ）と呼ぶこととする。

　航路計画は，これまで航路施設計画を主たる内容とし，航路利用計画は必要に応じて別途策定されて

きた感があるが，これは主管官庁が異なることに加えて両者の関連が十分把握されていなかったことに

も起因していると思われる。しかしながら，次章で示すように，両者は航行安全の面でとりわけ密接な

関連をみせる。それゆえ，今後航路における輻鞍が一層顕著となった場合や，より高い航行安全性が要

請されるような場合に，航路施設計画のみによって十分な対応が困難となるようであれば，一定の航行

規制の実施を前提とした航路施設計画をたてることも有用となろう。（例えば，現在海上交通安全法によ

って最大速力が制限されている航路区間を改修するような場合を想定されたい）。

　航路施設計画と航路利用計画の両者が航行安全性に与える効果は衝突確率の変化をもって統一的に定

量化することができ，迅速性に及ぼす影響も航行シミュレーション・モデルを用いることによって共に
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推定すること力河能である。

　以上のような背景から，本研究では，航路施設計画と航路利用計画の双方をもって航路計画の内容と

すべきであると考えている。

5－5　航路計画の方法論に関する基本的枠組み

　先に述べたように，航行安全性の向上という観点から見た航路計画は，リスク・アセスメントのひと

つの適用例と見なすことができる。このような観点から本研究で論じる航路計画を1つのシステムと捉

え，これを構成するサブシステム相互の関連を一部リスク・アセスメントの手順と対応づけて整理する

ことによって，図5－4に示す航路計画の方法論に関する基本的枠組みを得ることができる。この基本

的枠組みは，次章以降の検討結果を受けて，第9章でe航路計画の検討手順”としてとりまとめられる。

以下，順を追って説明を加える。

　5－5－1　システム同定（System　Identification）

　まず，対象とする航路を，その上を航行する船舶交通流をも含めて明らかにすることから作業は始め

られる。これを航路システムと呼ぶこととすると，それを特徴づける要素は，航路特性交通特性，船

舶特性，操船者特性，自然条件，ならびに航路周辺環境条件に大別される。また，事故による被害の拡

大を未然に防止するための各種の対策も要素となりうる（5－2－3参照）。　このうち，交通特性について

は，5－4－4で述べたように，従来検討対象となっていた最大船型や最大喫水だけでなく，通行船舶の船型

構成や交通量といった対象交通流全体の特性を明らかにしておくことが重要である。これらの要素には

操作可能なものと不可能なものとがある。航路整備や航行規制を実施することにより操作することが可

能な要素の全てが検討の対象となり，そうでない要素は計画の前提条件ないしは設計条件として取り扱

われることとなる。本研究では簡単のため，以下航路幅のみを計画における操作変数として取り扱うが，

他の操作可能な変数についてもこれと同様の方法で検討することが可能であることは言うまでもない。

　5－5－2　リスクの同定システム（Risk　Identification　System）

　（1）リスクの定義

　次に，明らかにされた航路システムと検討対象となるリスクとの関連づけを行う「リスク決定システ

ム」に進む。先にも述べたように，本システムは，航路システムにどのようなリスクが存在するのかを

列挙すると共にその性格を明らかにし，計画策定時に考慮すべき重要なリスクを抽出する「リスクの同

定」，および，原因となる航路システム構成要素と結果として生じるリスクとの関係を定量化する「リ

スクの推定」の両者からなる。本サブシステムは，リスク・アセスメントの一連の作業のなかでも基幹

となる部分であるが，内容の説明に入る前に，qリスク”という語そのものの概念に関して少し整理して

おこう。
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　リスクには，以下のごとく様々な定義が与えられている。

　　（D　望ましくない出来事の発生に関する不確実性の客観的側面（A．H．Willet38））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39）
　　（ii｝測定可能な不確実性（F．　H．Knight　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　｛iii）危険状態（ハザード）の結合であり確率によって測定される（1．Pfeffe，40））

　　｛IV）ある所与の状況において一定期間中に起こりうる結果の変動（C．A．Williams　1））

　　（V）望ましくない負の結果の実現の可能性（W．D．Rowξ2））

　　（vD事故事象が生起する確率とそれがもたらす結果の組み合わせ（A．E．Green43））

以上を言い換えると次の4つにまとめられる。

　　①　生起が不確定な望ましくない事象

　　②　望ましくない事象の生起確率

　　③　①がもたらす損害を対策の努力と比較するため，①の事象を金額等で定量的に見積もったもの

　　④　②と③を組み合わせて，期待損害額等で定量的に見積もったもの

　①は死亡，航路の閉塞などが生ずることを言うが，これは，いろいろな事故（accidentあるいはhaz－

ard）の発生に伴う。②の場合は①の事象の発生する頻度，確率を意味する。これは，起こる事故の頻

度，確率と関係する。事象の種類別，規模別等に分類して確率表示することが有用である。③の場合は，

損害が小さければ大きな投資を要する対策を行なっても効率的ではなく，多くの場合，払われる努力は

貨幣価値で示されるので，これと比較するためである。④は，総合的に見たリスクが大きいものに着目

して，それに対して重点的に対策を行うことが有効であるため，期待値として取り扱おうとするもので

ある。

　本研究では，リスクの軽減を目指した代替案選択の基礎とすることが目的であるため，④の意味をも

ってリスクの定義と考えることとする。

　②　航路計画におけるリスクの同定

　さて，以上の議論に基づき，航路計画で検討すべきリスクを同定しよう。

　保険証券の約款に示される「海上危険（marine　risk）」とは，表5－5に示す内訳をもつ概念であ毯

本研究で対象とすべきリスクは｛1）で示した④の意味で用いるため，「生起確率が小さい」あるいは

「及ぼす損害が軽微である」といった条件を有し，これがために期待損害の大きさが小さいものは対象

として適切ではないこととなる。また，本研究は航路計画の代替案選択に用いることを目的とする解析

であるため，航路の整備や航行方式の変更により軽減することのできないものもやはり対象とはなりえ

ない。更に，システムに内在するリスクが誰にとってのリスクであるかを分析しておくことも重要であ

る。航路計画は「般に社会的基盤施設整備として公共事業により行われるプロジェクトの計画であるた

め，関連する全ての立場を考慮に入れておくことが要請されるが，そうでない場合には当該計画主体に

一103一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44）
表5－5　海上危険の内訳（東京海上火災保険　より引用）

証券表面の危険約款の　膵危険 そ　の　内　容　と　具　体例

海固有の危険（perils　of　the　seas）
沈没座礁触礁，座州・衝突・荒天による各種損害（浸水，
ﾗ崩れ，波凌いなど）

火災（fire） 焼失，加熱による変質，消火注水によるぬれ損

強　盗（thieves）
暴力または威嚇による強奪。ただし，窃盗（theft＆pil－
??窒≠ﾛ）は含まない

投荷（jettison）
共同海損行為の一種（船舶および積載貨物を危険から救うべ

ｭ，貨物，船舶の貯蔵品の一部などを投棄して船足を軽くす
髑[置）

船員の悪行（barratry　of　the

高≠唐狽?秩@and　mariners）
船主，用船者に損害を及ぼすような一切の不正行為

大きな損失を与えるもののみが検討の対象とすべきリスクとして同定されることもある。（図5－5に舵

故障という原因事象がどのような形をとってどのような受け手に望ましくない事態をもたらすかを分析し

た例を示す）。このように考えると結局，表5－5に挙げられた海上危険のうち航路計画において検討

対象とすべき「望ましくない事象」は衝突，乗り揚げといった交通事故的海難であることが明らかにな

る。この両者と並列して列挙されることが多いこれ以外の事故，例えば機関故障や舵故障，油の流出な

どは，図5－5に例示したEvent　Treeからも理解されるように，結果として衝突，乗り揚げをもたら

すもの，あるいはこれらの結果としてもたらされるものと考えられるため，ここでは，分析すべき「望

ましくない事象」とはしない。そして，全海難に占める衝突事故隻数の比率が60％（乗り揚げの約3倍

である）にものぼる事実を念頭に置き，本研究では以下，検討対象をまず衝突事故のみに絞って分析を

進めることとする。

　以上より，本研究では航路計画におけるリスクを，当該航路上を航行する船舶の衝突がもたらす期待

損害額すなわち衝突事故による損失と衝突事故発生確率との積とする。

　5－5－3　危険発生確率の推定システム（Probability　Estimation　System）

　先に示したリスクの定義（危険の発生確率とそれに伴う損失の積）から容易に理解されるように，リ

スクを小さくするためには2っのアプローチがある。1つは危険が発生する確率を小さくしようとする

アプローチであり，事故の発生確率を小さくすることがこれに相当する。他の1っは，発生した危険が

もたらす損害額を小さくすることによりリスクそのものを小さくしようとするアプローチで，流出油の

拡散防止対策や救助体制の拡充などがこれに相当する。「リスクの推定システム（Risk　Estimation

System）」はこの両者に関して分析を加える機能を有するシステムであり，「発生確率推定システム

（Probability　Estimation　System）」はその前半部分にあたる。ここでは，既往の事故データを統計
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的に解析したり，現象説明モデルを作成したりすることによって，システム構成要素と危険の発生確率

を関連づけ，所与の条件の下で操作可能な要素を変更することにより危険の発生確率をどのようにコン

トロールしうるかを分析する。その際多数の計画変数の様々な組合せの中から望ましい航路計画代替

案を選び出すために用いる道具としての分析モデルは，検討すべき計画変数が組み込まれ，かつ詳細な

検討が容易に行なえるよう操作性に富むものが求められる。

　本研究では第3章で提案したOSHICOP一モデルを用いて，計画変数の種々の組合せの下での衝突確

率を推定する。

　5－5－4　リスクの価値評価システム（Risk　Valueing　System）

　「リスクの推定システム」の後半部をなす。ここでは発生する危険がもたらす損失の大きさが定量化

される。その際後に述べるように航路計画で対象とするリスクの性質と，航路計画の策定に用いると

いう目的から，リスクの大きさを期待損害額で表わしておくことが有用となる。したがって，損失の大

きさは貨幣価値，すなわち損害額で測定される。本来，航路計画の計画変数には発生する事故の損害額

に影響を及ぼすものも含まれていると考えられるが，本邦沿岸主要航路を見ても，損害額に影響を及ぼ

すほどの特筆すべき事項は見当たらないため，ここでは平均的な状況の下で発生した衝突事故の平均損

害額を算定することにより，リスクの価値評価を行うこととする。

　5－5－5　航行時間推定システム（Travel　Time　Estimation　System）

　航行規則による船舶交通の整流化や航路の整備は航行安全性のみならず迅速性をも向上させる。この

ことは，航行安全性の向上だけを念頭においている場合に比べて航路計画を実施するための投資の可能

性が広がることを意味する。そこで，本システムでは，迅速性の向上度を混雑の解消による航行時間

（航路の通航に要する時間）の減少分で測定し，定量化する作業を行う。すなわち，航行時のリスクを

推定する際に用いた衝突事故確率推定モデルと同様に，航路計画の計画変数と対象航路上での航行時間

を関連づけ，計画変数の変更に伴う航行時間の変化の挙動を知ろうとする。本研究では第4章で検討し

た避航領域を組み入れることにより，この目的に即した現象説明力と操作性を有するシミュレーション

・モデルを開発し，その結果に基づいて両者を関連づける実験式を作成することにより，航行時間を推

定する。

　5－5－6　航行時間の価値推定システム（Travel　Time　Valueing　System）

　上記によって推定された遅延時間の変化分は，別途推定されるリスクないしは航路投資額とは異なる

単位をもっているため，このままでは比較することが困難である。そのため，両者を共通の尺度に変換

しておくことが要請される。本研究では，リスクが期待損害額で測定されることや，遅延も一種のリス

クと考えられること，あるいは次に検討する評価基準などから時間を貨幣タームに変換して比較・評価

することとする。
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　5－5－7　リスクの評価システム（Risk　Evaluation　System）

　（1）リスクの性質

　リスクを内包したシステムの計画代替案を評価する際，当該リスクの性質の違いにより，評価の方法

が異なる場合がある。そのため航路計画におけるリスクの性質を明らかにしておくことが今後の取り扱

い上，有用となる。

　　　　　　45）
　McCormic　　　　　　　は，リスクの評価において，リスクそのものの性質が果たす役割の重要性を指摘し，リス

クー一般が有する代表的な性質を列挙している。このような観点から航路計画に関するリスクがどのよう

な性質を持っているかを整理し，表5－6に示した。リスク自体の性質のうち，もたらされる結果は軽

微なものから，重大なものまで様々であり，影響範囲も社会経済活動への波及までを考えると広範囲に

わたる場合がある。また，影響の残存効果にっいては，流出油による海洋汚染の影響がとりわけ顕著な

ものである。リスクを受ける人間の態度に関する性質のうち，リスクの存在の認識は，ほぼ全ての船舶

が海上保険に加入している事実を考えると単にその存在を認識しているのみでなく，保険料の選択を通

じて生起確率や損失の大きさまでかなり定量的な知識を有しているものと思われる。また，代替案の存

在については，他のルートや輸送機関への転換が全く不可能というわけではないため，たとえ無意識的

であるにせよ，当該航路を選択したものと見なすことができる。

　（2｝リスクの評価方法

　次に，リスクを評価する際の評価基準について考察を加えよう。

　一般にリスクの評価方法には次の4つがある。34）

　　①バックグラウンド法

　　　　「自然環境で起こっていること」や「明らかな影響なしに長期間許されてきたこと」のリスク

　　　と比較してどの程度大きなリスクであるかで評価するもの

　　②　バランス法

　　　　代替案の中でいくつかのリスクについて適切なバランス（合成リスクの最小化）が達成された

　　　ならば，あるリスクをそれ以上減らそうとするのは意味がないという原則に基づくもの

　　③　比較法

　　　　他のリスクと相互に比較することにより，当該リスクの重要性や受容性を測ろうとするもの

　　④　リスク便益法

　　　　リスクとそれがもたらす便益とを比較し，その大ノ」、関係で評価しようとするもの。通常はリス

　　　クの大きさを貨幣価値に換算する事が多い。論拠は，便益が大きければ，大きなリスクも許容で

　　　きるとするものであって費用便益理論の特別のタイプと見ることができる。

　以上に示した評価方法のいずれかを用いて航路計画に内在するリスクを評価するわけであるが，その
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表5－6　リスクに関する性質

一般的なリスクの性質 航路計画におけるリスクの性質

もたらされる結果の大小 軽微なものから極めて重大なものまで広範囲

もたらされる結果の影響範囲 広範囲にわたる場合もある

結果がすぐ現われるか否か 即刻現われるリスク自体

ﾌ性質 結果は可逆的か否か 海洋汚染については部分的に回復不可能

結果が長期間残存するか否か 海洋汚染の一部は長期間残存

頻度の大小 約1／10000（件／トリッフり程度

自発的行為によって生ずるか否か 職業上の行為が大部分

リスクの存在が知られているか否か 十分周知されているリスクを受

ｯる人間の

ﾔ　　　度

敏感な人にだけ影響するものか否か 個人的な差異は無視しうる

注意を払うことにより回避可能か否か おおむね回避可能

代替案があるか否か 代替案あり

際，以下の3点が要請される。

　　1）交通能力の増大を目的として実施される航路整備・利用計画において，事故がもたらす機能の低

　　　下は当初の目的達成を妨げる原因となるため，目的達成の信頼度の低下がもたらす便益の減少分

　　　を費用として測定し，評価に繰り込む必要がある。

　　2）航路計画の実施に伴って新たに変化するリスク・便益・費用の増分の帰属が国，船社，操船者，

　　　周辺住民，企業，社会経済活動の主体と広範囲にわたり，しかもこれらの増分が個々の帰属主体内

　　　部でバランスするとは一般にいえないため，国民経済的観点からの評価を行なう必要がある。

　　3）航路整備は公共事業であるため，投資額とリスクの減少分との比較において，より効率のよい

　　　代替案を選ぶ必要がある。

　上記から理解されるように，航路計画に内在するリスクは，その性質上，リスク便益法による評価が

望ましいことがわかる。ところでOtway　and　Erdman酌はリスクレベルとリスクの受け入れられ方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45）
との関連について述べており，McCormick　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はこれを表5－7のように整理している。表中のリスク

レベルは年間の死亡確率で表わされているため，本研究で対象とする船舶航行に関するリスクとは直接比

較することはできないのであるが，第7章で示される衝突事故1件当たりの直接損害額（約3900万円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47）
と自動車事故における死亡者1人当たりの平均的な保険金支払い額（約4500万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）がほぼ等しいとい

う事実から，船舶衝突事故1件は死亡事故1件にほぼ相当すると見なすことができ，表中の数値をその

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48）まま年間の船舶衝突事故確率に読み替えることができる。一方，山内・藤井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により整理された本邦主

要狭水道における年間の船舶衝突事故確率は表5－8に示すように07～26×10－4といった大きさで
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表5－7年間死亡リスクの受け入れられかた（Mc　Cormic　“）による）

年間死亡リスクレベル 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ｻ　　　　　　　　　定

10－3

・このレベルは誰にとっても受け入れ難い。

Eこのレベルの危険をもたらす事故を見出すことは困難である。

Eリスクがこのレベルに近付くと危険を減らそうとする行動が迅速に取られる。

10－4

・人々は公的な資金をもって危険をコントロールするための費用の支払いに

?ﾄようとする：（交通信号や交通制御，そして消防署）

Eこのカテゴリーの危険に対する安全確保のスローガンが不安の一要素と

ｵて現れてくる。例えば：“あなたが助ける人生はあなた自身のもの”

10－5

・人々は既に認識している。

E人々はこれらの危険について子供に警告する：（水死，銃器，毒物）

E飛行機による旅行を避けることのように，人々はそれを避けることによ

髟s便を受け入れる。

E安全のためのスローガンが声高に叫ばれる。

　一6P0

・多くの人々はさして関心を抱かない。

E人々はこれらの危険に気がついてはいるものの，自分がそれに遭遇する

@ことはないと感じている。

Eこれらの危険に関する警句はあきらめの一要素である：“落雷に二度打

ｽれることはない’，“神の仕業”

表5－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48）主要航路における衝突の発生状況（山内・藤井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　による）

計
砺～

P0
～肪～汗緬～珊磁
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　　　　　　　　　　　－4であり，いずれもほぼ10　のオーダーである。したがって，この両者から，本研究で対象とするような

航路におけるリスクは，人々が公的な財源を投資してその大きさをコントロールすべきであると考える

ようなリスクであることがわかる。すなわち，航路計画に内在するリスクは，リスク自体の性質からだ

けでなく，その大きさの面からもリスク便益法による評価が望ましいことが明らかとなった。

　以上のような検討に基づき，ここではリスク便益法が航路計画における代替案選択という目的に最も

沿っていると考え，海上交通におけるリスクの評価方法として適切なものと考える。なお，リスクの評

価に関する4つの方法のところで紹介したように，リスク便益分析の本来の方法は，当該システムのリ

スクとそれがもたらす便益を比較し，後者が前者を上回る場合にそのリスクは許容されるとするもので

あるが，ここでは若干その意味を拡張して，リスクを減少させるための努力とリスクの減少によりもた

らされる便益とを比較することにより評価を下そうとしている。この意味では，「リスク・費用・便益

法」と呼ぶことがより適切であるとも言える。

5－6結　　語

　本章では，航路計画を策定するための検討方法について考察を加えた。　まず，　これまで航路計画を

合理的に策定する方法論が確立されなかった理由が，航路計画の目的の不明確さとその達成の程度を示

す指標の欠如，および，航路計画の計画変数と目的達成度との関連づけが十分解明されていなかったと

いう点にあることを指摘した。そして，これらをいかに明らかなものとするかという問題意識のもとに，

従来の計画方法論に再度検討を加えた。その結果計画方法論が合理的であるためには，以下の要件を

備えていることが必要であることがわかった。

　（1）検討の各段階における作業の目的と，段階を経るに従って蓄積されて行く一連の結果が，計画案

　　の選定にどのように貢献するかが明示的に示されていること。

　②　計画代替案を実施した結果計画の目的をどの程度達成することになるのか，ということが十分

　　定量化されていること。

　㈲　さらに，それが複数の航路機能に関して互いに比較しうるものであり，航路機能間のトレード・

　　オフを解決するものであること。

　（4）加えて・複数の評価主体に関する全体的な最適性の裏付けを有すること。

　（5）航路上における交通の輻接状況を考慮に入れられるものであること。

　そこで，　この結果を踏まえて航路計画のシステム分析を行ない，計画方法論の基本的枠組みを提示

した。ここでは，航路を危険（リスク）が存在するシステムととらえ，リスク・アセスメントの手順を

援用して構築している。次章以降で個々のサプシステムの内容に検討を加えた後，第9章で敏航路計画

の検討手llぽとしてとりまとめられる。
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第6章　船舶衝突事故率による航路整備と航行規制の評価＊

6－1概　　説

　交通流のマクロな状態を記述する指標には交通密度や平均速度あるいは交通量・交通容量比といった

数多くのものがある。これらの指標は，“何のためにどのような観点から交通流の状態を記述するのか”

という目的に応じて適宜選択されるべきである。

　改良すべき航路を見出すために複数の航路を比較する場合，あるいは航路整備の実施に伴ってそこを

航行する交通の状態がどの程度改善されたかを評価しようとする場合には，交通の円滑さや混雑度を表

わす指標に着目し，その差異を知ることによりその目的を達することができる。その際重要なことは，

航路計画の計画変数の値の差異が着目している指標に敏感に反映されること，および当該指標が意味す

るものが評価項目と一致していることの2点である。評価の対象となる海上交通流の望ましさを総合的

に評価し，記述する指標は今のところ見つかっていないため，交通流の総合評価はいくつかの評価指標

により測定された評価値をなんらかの形で統合して行うこと力泌要となるが，このような場合において

もなるべく主要な部分を広範囲に含む指標を選んでおくことが有用である。

　2－2でも述べたように，海上交通流の特徴の1つは，混雑の程度が迅速性ではなく主として航行安全

性（またはその逆の事故危険度）の変化として現れることである。したがって，航行安全性を示す指標

は混雑の程度を示すよい指標ともなりうる。また，航行安全性の大小は，もとより計画主体と利用者の

双方にとって最大の関心事でもある。そこで，本章では航行安全性の観点から航路計画の評価を行う。

ここで，航路上での航行安全性を表わす指標には，避航確率3）や操船上の負担を示す指標度4）などいく

つかのものがあるが，5－5－2のリスクの同定のところで示したような理由から，以下では航行船舶相

互の衝突事故確率をもって航行安全性の指標とする。

　種々の計画変数の下での評価値の算定には第3章で提案したOSHICOP一モデルを用いることとし，

第2節で航路整備が航行安全性に及ぼす影響を，第3節で航行規制が航行安全性に及ぼす影響をそれぞ

れ明らかにする。

6－2　航路整備が航行安全性に及ぽす影響

　6－2－1　航路の拡幅

　鉄道や道路では，交通量の増加に対して複々線化や車線増設で対応を図るが，航路にはレーンの概念

もなく，こ櫨で拡幅に伴う衝突確率の低減効果は定量化されで・なかった。（2．11），（2．12），（3．　6）および

x本章の一部は文献1），2）として発表している。
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（3．7）式から，航路幅Wを増大させると

同航船，　反航船いずれの場合も，その

出会い確率が減少することが容易に証明

できる。また，OSHICOP一モデルによ

る計算結果から，図6－1に示すごとく，

航路幅Wが広くなるにつれて衝突確率尾

が単調に減少し，航路幅の対数と衝突確

率の対数とがほぼ線形関係にあることが

みてとれる。これより，たとえば，交通

量が一定の場合，航路幅を2倍に拡張す

ると1隻1トリップ当たりの平均衝突確

率はほぼ半分になることがわかる。一方，

航路交差部における交差船舶との衝突確

率は拡幅によって何ら変化しない。これ

5．0

52
⌒マー。Fx）

0

0．1

　1000

Q＝80

Q・60

q＝40

Q＝20

Lc＝　　20　km

λ＝0．50
a；0．20
μω＝1．40

σω＝0．25

図6－1

は，船舶がほぼ平行して航行しているような航路にあ

っては航路の拡幅が出会い確率を減少させ衝突確率も

減少するのに対し，交差船舶に対しては，結局は交差

部のどこかで出会うことになるため，何ら影響を及ぼ

さないからである。ただし，同一の出会い確率の下で

出会い領域は広くなっているため，多重遭遇の確率は

小さくなる。したがって多重遭遇を考慮に入れる場合

には航路を拡幅することにより交差船舶との衝突確率

の減少が期待できる。

　ところで，航路横断橋が存在する場合ではどうであ

ろうか。図6－2に示したのは，スパン長Lsを一定とし

て航路幅Wを変えていった時の年間期待衝突事故件数

Ncの変化である。　Wの減少に伴い，破線で示した船

舶相互の衝突件数が増加するのに対し，実線で示した

橋脚への期待衝突件数は減少する。航路幅が減少すれ

ば航行位置分布の平均値は中央寄りとなり，標準偏差

　　　　　　2000　　　　　　　　　3000　　　　　4000
　　　　　　Fairway　Width　　W　（m）

航路幅の変更が衝突確率に及ぼす影響

　10

ff

C

　10

1♂

｜62

1σ3

800

図6－2

　900　　　　　　1000　　　　　1100

Fairway　Width　W　（m）

航路幅と年間期待衝突件数

も小さくなる。このため，航路上の船舶密度は高くなり，船舶相互の衝突は増加するが橋脚からは離れ
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て航行することになるので，橋脚への衝突件数は減少する。したがって，この結果のみによっても衝突

危険度を最も小さくする航路幅を求めることができる。

　6－2－2　航路中央分離表示の設置

　航行位置分布は航路側端の境界条件に依存して平均値の位置が変わるとともに，ブイによる中央分離

表示の設置によっても変化する。航路側端の境界条件を変えることは実際には多額の費用を要するため

容易ではないが，ここでは航行位置分布の分散を一定としたまま平均値のみを，航路中央から平均航行

位置までの距離と航路幅との比a（式（2．　12）参照）を指標として，a＝0．10～0．25の範囲で動かした。

ここで，aの値と航路の状態には，

　　a＝0．10両側がバンクでかつ航路中央分離表示による航行分離がなされていない航路

　　a＝0．20両側がバンクでかつ航路中央分離表示による航行分離がなされている航路

　　a＝O．　a5航路中央分離表示による航行分離がなされており，かつ両側に余裕水域を有する航路

なる対応関係がある1）なお，・一・15｛ま・一・1・とa・・…．・2・の中間的状態すなわち，酸となる

ブイが打ってある場合や，中央分離表示がなくかつ両側にある程度の余裕水域を有する場合に対応する。

　結果を図6－3に示す。衝突確率の変化の挙動

は方［filSij交通量比λによって大きく異なる。λ＝

0．0あるいはR＝1．　0の場合は，観測された航行

位置分布データに基づくモデル式（2．　12）による限

り，衝突確率が変化しないのは当然の帰結である

が，これと対比する実績データはいままで得られ

ていない。ところで2が0．5に近づくに従って航

行分離の効果が顕著に現れてくる。両側がバンク

の航路に中央分離表示を設置するのみで，λ＝0．

2あるいはλ＝O．　8の場合に約70％，R＝・0．5の

場合には約80％もの衝突確率の減少が期待できる。

現在わが国では浦賀水道航路や備讃瀬戸東航路
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（λ・0．2｝

λ＝1．0
（λ＝0．0）

図6－3

　　　0．15　　　　　　　0．20　　　　　　　0．25

Parameter　of　Wake　Distribution　　　a

航路の境界条件と衝突確率との関係

などの開発保全航路に指定されている主な航路では航行分離がなされているが，未だ中央分離表示のな

い両側通行航路も少なくない。ブイの設置費自体は航路拡幅費用に比べて少なくてすむことでもあり，

有効な施策であるといえよう。

　6－2－3　航路中央分離表示の変移

　これまで，航路中央分離表示は文字通り航路中央に設置するものと考えてきた。しかし，これまでの

検討から，方向別交通量比λが1に近いような状態が生じる航路では，方向別交通量比に応じた中央分
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離表示の変移が，衝突確率を減少させるうえで

の1つの有効な方法となることが示唆される。

そこで，方向別交通量比のみが変わる場合に中

央分離表示の変移がどのような効果をもたらす

かについて検討する。

　図6－4は，航路全体の幅を一定としたまま

交通量が卓越する方向の片側航路幅が当初のrm

倍（したがって反対方向の片側航路幅は（2－

rm）倍）となるように中央分離表示を変更し，

衝突確率に及ぼす影響を種々の方向別交通量比

に対して計算したものである。図中の実線は航

行位置分布のパラメーターaが0．20の場合に，

破線は0．25の場合にそれぞれ対応している。

a＝O．20の場合，Rが0．6より小さい範囲では

中央分離表示の変移による衝突確率減少効果は

まったくみられないが，λが0．7あるいは0．8

になると，片側航路幅を1．2倍にすることが衝

突確率を減少させる。

期待できる。

1．2

⌒寸－。三

O
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80
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図6－4

　1．2　　　　　　　　　1．4　　　　　　　　1．6

　　　　　　　　　　　「w

航路中央分離表示の変移効果

　　　　　　　　　　RがO．　9になると，片側航路幅を1．4倍に広げることによりさらに大きな効果が

　　　　　　λが1．0，すなわち対向船舶が存在しない状態は現実にはきわめてまれであるが，この場

合は当然のことながら航路全体を一方通行航路として利用することが最善となる。a＝O．25の場合は

一層顕著な効果がみられ，λがO．　6の場合でも中央分離表示の変移がわずかながらも効果を上げる。λ

あるいはaの違いによって同じrmでも衝突確率に及ぼす影響が異なるのは，後の方向別交通量比の変

動による影響のところで考察を加えるが，反航船に対する衝突確率と同航船に対する衝突確率の双方に

及ぼす影響の大小関係が全体の衝突確率の変化を規定していることによる。したがって，実施に際して

はこれらのことを勘案して適切な施策を選定する必要がある。図からも理解されるように，航路両側に

余裕水域を有する航路では効果は特に大きく，ここで設定された諸条件のもとではλが0．8の場合でも

約15％も衝突確率が減少する。

　なお，このような方策はすでに道路において交通容量の増大化や混雑の解消策として用いられている。

航路において中央分離表示を動かすことは技術的には困難であるかもしれないが，陸上部に設置される

導灯や導標の利用など実施可能な方法も考えられる。
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　6－2－4　航路交差角の変更

　主航路に交差航路が1本交わって

いる航路交差部を想定し，主航路を

通過する船舶の1トリップ当たり船

舶衝突確率を求めた。図6－5は，

航路の交差角φと主航路の衝突確率

との関係を示したものである。この

結果からは航路が直角に交わった場

合が最も危険と言える。そして，交

差角を小さくし，道路におけるウィ

ービング区間のように分合流を基本

とした航路設定が事故率を小さくす

［Case　1］

Main　Route
Lenqth　＝　37．O　km

Width　1400　m
O　＝　23．2　ships／hr

　＝0．498
Crossing　Route
Width　700　m
O　＝　7．28　ships／hr

λ＝0．987

10　　20

図6－5

［Case　2］

Main　Route
Length　＝　5．O　km

Nidth　700　m
Q　＝　7．28　ships／hr

　　O．987
Crossinq　Route
Width　　　1400　m

Q；23．2ships／hr
A＝O．498

30　　　40　45　50　　　　60　　　　70　　　80　　　　90

　　　　　　Crossino　Anqle　　φ　（degree）

交差角と衝突確率の関係

る視点から有利であることが明らかとなった。この理由の1つは，避航開始距離は2船間の距離によっ

て決定される部分が大きく，航路交差角にはよらないため，同じ船間距離を有する2隻であっても交差

角φが小さい時の方が衝突予想点（両船の進路の交点）に至る余裕時間が長く，避航に成功する可能性

が高いためと思われる。また，避航のために必要となる側方変位量が，義務船から見た保持船船舶長の

射影に比例するため，限界避航開始距離が交差角により変化することも影響していよう。

　6－2－5　横断橋橋脚までの緩衝帯の設置

　図6－6における実線は，スパン長Lsの変更に伴う年

間期待衝突件数Ncの変化を示すものである。　OSHICOP

一モデルの教えるところによれば，船舶相互の衝突は航

路幅が変わらない限り一定であるが（図中破線），Ncは

Lsが増加することによりかなり急激に減少することがわ

かる。これは，航路幅Wが一定のままLsが増加すれば緩

衝帯幅が広がることになるため，これに起因する効果で

ある。この結果を見る限りでは，片側90m（交通量毎時

20隻），ないしは140m（同40隻）ずつ緩衝帯幅をとるこ

とにより，想定した条件の下ではNcはほぼ100年に1件

となり，橋梁自体の耐用年数を考え合わせると，

全性の面からは十分であることがわかる。

N
C

10

02

一　　　　　　　　　一　　一 一　　一

一
一 一　一

16264δ6

■Q・40

OQ・30
怩p・20
g＝1000（m）
c＝25（m）
�＝b．40
塔j0．15

1000　　　1100 1200　　　1300 1400
　　　　　　　　Span　length　L、（・）

図6－6　スパン長と年間期待衝突件数

この程度の緩衝帯幅を設けておけば，衝突に対する安
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6－3　航行規制が航行安全性に及ぼす影響
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．0
　6－3－1　交通特性と衝突確率との関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デ
　航行規制の方策を探るに先立ち，現状のまま　　；

何ら施策を講じない齢に交鮪性の変化1こ二・．・

よってどの程度航行安全性が変化するのかを把　　き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：1．o
握するための検討を行う。　　　　　　　　　　　・：

　（1）交通量と衝突確率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30．5

　図6－7は，一様な航路において，他の諸特

性を一定とした時の，交通量Qと衝突確率Rcと

の関係を図示したものである。これより，交通　　　　o’2

量の対数と衝突確率の対数との間にほぼ線形関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．0
係が成立しており，衝突確率は交通量の幕乗に　　　　　20　　　　　　　40　　　　60　　80
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Traffic　Volume　　q　（ships／h）
比例して増加することがわかる。交通量の増加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図6－7　時間交通量の変化が衝突確率に及ぼす影響
に伴う衝突確率の増大は，航路内での出会い隻

数の増加に起因している。

Lc＝　　20　km

ﾉ＝0．50
＝≠O．20
ﾊω；1．40
ﾐω＝0．25

W；｜000（m

〉　　　　　　＝

　U＝2000（m）
v＝3000（m）

　一方，図6－8は，主航路に交差航路が1本交わっている航路交差部を想定し，交差航路の交通量を変

化させたものである。交差航路の交通量の増加は主航路を航行する船舶の衝突確率を増大させるが，今

回は多重遭遇を考慮していないため，交通量が増えても衝突確率はさほど急激に増大するといった結果

とはなっていない。

4
（寸－三×）

△
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6む
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　Main　Route
　Length　＝　37．O　km

　Width＝1400　m
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　，’
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ll＝．°69；7、。．。　　／

　　　　sh’ps／h「　／
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1♂
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図6－9　交通量と年間期待衝突件数

図6－8　交差交通量と衝突確率との関係
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また，図6－9は，交通量Qの変化と航路横断橋橋脚への年間期待衝突件数Ncの関係を示すものであ

る。Qが増加すれば，それに伴いNcも増加するこ

とは容易に予測できる結果ではある。

　②　船型構成分布と衝突確率

　さらに，交通量だけでなく，航行船舶の船型構

成分布もまた衝突確率に大きく影響している。一

般に船型が大きくなるほど衝突に関する危険性は

高いと考えられている2）これは大型船の操縦性能

の悪さや死角の大きさに起因するところが大きい

と思われるが，実際には大型船の操船者は小型船

の操船者に比べて一段と高い技術ならびにそれを

保証する資格が要求され，さらにこれら大型船が

有する危険性の高さを認識したうえで慎重に操船

しているため，極端に異なるわけではない。第2

章で示した避航開始距離は船型が大きくなるほど

長くなる（反航船に対する避航開始距離は航行速

度により規定されるが，2－6－3で示したように航

行速度は一般に船型が大きくなるにつれて増大す

るため）。　これは，船型が大きくなるほど操船者

が余裕をもって避航しようとする当然の結果であ

るが，反面，本モデルで定義した限界避航開始距

離も船型が増大するにつれて長くなり，出会いの

確率も大きくなる。したがって，他の条件が同じ

なら，出会い確率ならびに限界避航開始距離の増

大といったいわば危険側の効果と，避航開始距離

が長くなるという安全側の効果とのバランスによ

り，船型別にみた衝突危険度は異なってくる。

＿2．5

Y
9
～～2・0

定

　1．5

　　0着≡

0．5
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着≡

5
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0．5

Lc＝　　20　kmW＝2000m

p・　40ships／hλ＝0．50

a＝0．20

　　　　　　％＝0．3

_．σω＝°・25
@　　σ勧＝　　　　　　　0．15

1．30 1書40　　　　　1．50　　　　　　1．60

Logarithmic　Mean　of
Ship　Size　Distribution

μω

図6－10　平均船型の変化が衝突確率に
　　　　　及ぼす影響

1．70

o．o

O．15　　　　　　　　　0．20　　　　　　　　　0．25　　　　　　　　　　0．30　　　　　　　　0．35

　　　　Logarlthmic　Standard　Oevlation
　　　　　　of　Ship　Size　Olstributlon　　　　　　σω

図6－11　船型構成のばらつきの大きさが

　　　　　衝突確率に及ぼす影響

μω；1．70

Lc＝　20　kmH＝2000m

p・　40ships／hλ＝0．50a＝0．20

μω＝1．50

μω＝L30

　本モデルでは船型を船舶長Lで表現しており，航行船舶の対数船舶長ωが正規分布，N（μlo，σll）

に従うと仮定している。そこで，船舶長の対数平均μωと対数標準偏差σωを変化させてみた。図6

－10にμωによる影響を，図6－11にσωによる影響を示す。これらの図から，μωと衝突確率の対数

とがほぼ線形関係にあり，σωについても同様の傾向を示すことがみてとれる。　なお，表6－1にμω，
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σωと船舶長L（m）および総トン数GT（ton）との対応を示しておく。

　船舶が大型化しつつあるなかで，大型船を通行可能とするための航路の増進などが要請されているが，

その結果平均船型が大きくなり，また船型構成の分散を大きくする場合がある。交通量一定のもとでは

航行安全性の低下を招くため，同等の安全性を保っためには，これと並行して航路拡幅などの安全対策

をとる必要のあることがわかる。

表6－1　μω，　σωと船舶長L，総トン数GTとの対応

σω 0．15 0．宏 0．35

μω L　（m） Gτ（t） L　（m） Gτ（t） L　（m） Gτ（t）

μω一2σω 12．6 19 7．9 5 5．0 2

μω一σω 17．8 51 14．1 26 11．2 14

1．40 μω 25．1 133 25．1 133 25．1 133
μω＋％ 35．5 352 44．7 672 56．2 1，279
μω＋2（秘 50．1 926 79．4 3，377 125．9 12，333

μω一2σω 15．8 36 10．0 10 6．3 3

μω　％ 22．4 96 17．8 51 14．1 26

1．50 μω 31．6 254 31．6 254 31．6 254
μω十σω 44．7 672 56．2 1，279 70．8 2，447
μω＋2σω 63．1 1，770 100．0 6，457 158．5 23，555

μω一2％ 20．0 70 12．6 19 7．9 5

μω一σω 28．0 184 22．4 96 17．8 51

1．60 μω 39．8 485 39．8 485 39．8 485

μω十σω 56．2 1，279 70．8 2，447 89．1 4，668

μω＋2％ 79．4 3，377 125．9 12，333 199．5 44，961

μω一2σω 25．1 133 15．8 36 10．0 10

μω一σω 35．5 352 28．2 184 22．4 96

1．70 μω 50．1 962 50．1 962 50．1 962

μω＋％ 70．8 2，447 89．1 4，668 112．2 8，922

μω＋2〔b 100．0 6，457 158．5 23，555 251．2 85，912

　（3｝方向男咬通量比および平均航行位置と衝突確率

　一方，交通特性としての航路交通量は時間変動が大きく，また主要港湾との位置関係や潮流にもよる

が，一般にはピーク時は方向により異なる。図6－12は文献7）による浦賀水道での交通量観測結果から

方向別交通量比λの24時間の変動を求めた一例である。図6－13は方向別交通量比λを変化させて衝突

確率の変動をみたものである。これより，λが衝突確率に及ぼす影響は航行位置分布の平均位置を表す
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パラメーターaと深い関係にあるこ

とがわかる。aが0．10あるいは0．

15の場合，　すなわち中央分離表示

がない場合はλが0．5に近づくほど

衝突確率は逓増するが，逆にaが0．

25の場合，すなわち中央分離表示が

ある場合は逓減し，aが0．20の場合

にはほとんど変動がみられない。こ

の結果は以下のごとく解釈できる。

　衝突確率を，反航船に対するもの

と同航船に対するものに分けて考え

る。方向別交通量比が0．5に近づく

につれ，同航船との衝突確率は減少

00

00

57

05

520

　　2010

する。この減少の程度は中央分離表示の有無

には影響されない。一方，反航船に対する出

会い確率は大きくなり，このことが衝突確率

の増大をもたらす。ここには示さないが，式

（3．3）より求められる避航失敗確率は反航船

に対するものの方が同航船に対するものより

2～4倍大きいという実績値8）’9）にほぼ見合

った結果が得られている。中央分離表示があ

る場合，この増大の程度はさほど大きくない

が，中央分離表示がない場合はかなり顕著な

ものとなる。これらの結果，中央分離表示が

ある場合は反航船との衝突確率の増大よりも

同航船との衝突確率の減少が卓越し，航路全

体の衝突危険度＆は減少する。逆に，中央

分離表示がない場合は反航船との衝突確率の

18：00 0：00 6：00

図6－12　方向別交通量比の時刻変動

10．0

05

〔亨。三

0．1

　0．0

Time
12：00

a＝0．10

a＝0．15

a＝020

a＝0．25

Lc＝　　20　km

g＝2000m
早E　40sMps／h
�≠P．40
刀≠O．25

図6－13

増大が同航船との衝突確率の減少より卓越するため，Rcは増大する。

船に対する衝突確率の増減の度合いと，同航船に対する衝突確率の増減の度合いの大きい方が，全体と

しての衝突確率の変化の挙動を規定することとなる。

0書2　　　　　0．4　　　　　0．6　　　　0．8　　　　1．O

　Traffic　Volume　Ratio
　　　　　　　　　　　λ　in　Different　Direction

方向別交通比の変化が衝突確率に

及ぼす影響

　　　つまりλが変化する際の，反航
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　なお，航行位置分布のパラメーターaの値を0．2から0．1へと変えるだけで2の変化に伴う衝突確率

の変化の挙動がまったく逆になり，感度が高すぎるようにもみえるが，aを変えることにより反航船と

の出会い確率は6倍強に増加しており，先に述べた反航船に対する避航失敗確率の大きさとも考えあわ

せると，十分納得のいく結果といえよう。

　以上の結果を踏まえ，以下では，交通量規制，航行速度制限，航行最大船型規制を行なった場合の衝

突確率に及ぼす影響を検討する。

　6－3－2　時間交通量の制限

　先に示した図6－7から，逆に，単位時間交通量を制限することの効果を読み取ることができる。た

とえば，時間交通量を40隻から10％および20％カットすると，衝突確率はそれぞれ12％および23％減少

する。時間交通量制限の1つの具体的方法は，航路での航行管制を実施することにより，航路入口で進

入制限をかけることである。衝突確率はほぼ交通量の幕乗に比例して増大するため，この航行規制は特

にピーク時に実施して単位時間交通量の平滑化を図る場合に有効であると考えられる。

　また，一般に，ピーク時には方向別交通量比が1に近い値となっていることが多いため，卓越してい

る側の交通量を制限したり，大型船の通過時刻を指定して方向別交通量比を0。5に少しでも近づけること

が，図6－13からも理解できるように，特に航路分離が行われている主要航路で相乗的な効果をもたら

す。

　ただし，本規制は航路を通過する船舶に待ちを強いる結果となるため，最終的には航行安全性だけで

なく船舶の時間価値などをも含めた形での検討が必要となる。あるいは，航路入口における規制といっ

た予期せぬ待ちを強いる方法ではなく，たとえば浦賀水道航路のような港湾前面に存在する航路では広

域的な管制による出港時刻の調整，さらには海上交通の枠を越え，航路における航行安全性を考慮した

輸送分担の検討といった形で考慮されるべきであろう。

　6－3－－3　最高速度の制限

　航路内で航行速度に上限を設ける場合を想定し，この効果を定量化するための試算を行った。計算に

あたっては，式（3．　17）における航行速度の確率密度関数ズ（V．）の代わりに，

　　　　一一己∴∵　　　一（…1）

を用い，積分範囲の上限もVrmとする必要がある。ここに，　Vmaxは設定される最高速度である。

　結果を船型構成分布の平均μω，標準偏差σωと関連づけて整理したものが図6一14，図6－15である。

航路に最高速度制限を設けることが衝突確率に及ぼす効果は，以下の2点から説明される。その1点は

対象としている船舶交通流が速度のばらつきを有するため，最高速度制限を設けると追い越し隻数が減
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少し，追い越しにかかわる衝突確率が小さくなることである。他の1点は，（2．　2）式および（3．2）式か

らもわかるように，反航船との避航

に際して高速で航行する船舶ほど一

般に余裕をみて避航を開始する傾向

にあるため，最高速度を越える速度

で航行していた船舶については避航

開始距離が短くなることが考えられ

るが，限界避航開始距離は変化しな

いため結果として避航失敗確率が大

きくなることである。そして，実際

の効果にはこの2つの効果のうち卓

越する側の効果が反映される。

　ここでは，設定する最高速度が10

ノットを下回らない範囲ではすべて

追い越し隻数の減少効果が卓越する

が，10ノット以下になると追い越し

隻数の減少効果よりも避航開始距離

の減少による避航失敗確率の増大効

果の方が大きくなる。この傾向は平

均船型の大きい交通流で特に顕著で

あるので，このような船舶交通流で

は速度制限は10ノット以下にすべき

でないと考えられる。このようなこ

とから，現在，海上交通安全法に基

づく最高速度制限が12ノットに設定

されているのは妥当な値であるとい

えよう。

　6－3－4　最大船型の規制

　本研究で用いたモデルでは，すで

3．0

デ
旨

crV

　2．0

1．0

0．0

　8．0　　　　　　　　　　　　　　10．0　　　　　　　　　　　　　12．O　　　　　　　　　Without

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Restriction
　　　Rest・iCti・n・f　Maximum　Sailing　Ve10City　V　（kt｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　max
　図6－14　最高速度制限の効果と平均船型との関係
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図6－15　最高速度制限の効果と船型構成のばらつきとの関係
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に述べたように船型を船舶長Lで表現している。しかしながら，最大船型を設定する際に船舶長よりも

トン数で記述した方が感覚的に理解しやすいため，船舶長と関連づけて整理されている総トン数（2－6－5

一124一



参照）を用いることとした。それゆえ，重量トンを用いている船種に関してはこれを換算する必要がある。

　航行船舶の船型に上限を設けることの規制効果は，次の2つの状況を想定して求めた。1つは，規制

がないときに航行していた船舶のうち，最大船型を越えるものが分担していた輸送量が，他の航路に迂

回するかあるいは海運以外の輸送機関に転換すると考えるものである（Case　1）。この場合，当該航路

における交通量は規制のないときよりも減少することになる。計算にあたっては，式（3．18），式（3．19）

のφ（O．）の代わりに，

　　　　　　　　　　　　φ（ω．）
　　　　φ’（ω．）－

　　　　　　　　　　CT　　　　　　　　　∫Max　¢（ω．）dω．　　　　　　　　　……………（6．2）
　　　　　　　　　0

を用い，積分範囲の上限もGTmaxとする。また，他の1つは，最大船型を越える船舶が輸送していた貨

物量を，規制にかからない船型の船舶で輸送するとするもので，航行可能な船舶の船型構成の比率は一

定のまま，交通量は規制がない場合より増加することとなる（Case　2）。この場合も計算には上述の

φ’（ω．）を用い，さらに式（3．17）のn．kk，を，

f。°°GT（・・）φ（・・）d・・

nfkk’＝　　　　　　　　　　　　　　　　°n．kk’
　　　　GTmax
　　　f，　　　　　　　GT（ω．）φ（ω．）4ω．

・・・・・・・… @一…　（6．3）

とする。ここに，G　Tmaxは許容される最大船型を，　G　T（ω．）は対数船舶長ω．の船舶の総トン数を表す。

　図6－16，図6－17に前者の結果を破線で，後者の結果を実線で示す。Case　1では，図6－16から

μωが1．50以下ではIOOOO　G．　T．までの船型制限はほとんと効果のないことがわかる。また，μωが1．70

の場合でもSOOOO　G．　T．より小さい船型を最大船型として設定しなければ実質的な効果はなく，30000

G．T．で7％，10000　G．　T．でも19％しか衝突確率を減少させない。一方，図6－17から，％が0．35の

場合最大船型を50000　G．T．と設定しても約4％，30000　G．　T．で12％，10000　G．　T．で28％とかなり効

果のあることが読み取れる。これは，規制にかかる船舶隻数の総隻数に占める比率に起因するところが

大きく，たとえば最大船型30000　G．T．，％がO．　25の下でμωが1．4～1．7の範囲で変化しても規制に

かかる船舶の総隻数に占める比率は約0．6％増加するにすぎないのに対し，μωが1．6のもとでaoが

0．15から0．35になると規制にかかる船舶の構成比率は2．0％も増加する。このことから，現状のμω・

aoのもとでは特に％が大きい航路で最大船型規制を課することの有効性が理解される。

　次に，Case　2の結果をみよう。本結果をみる限りでは最大船型規制はかえって逆効果となることが

わかる。これは，大型船が航行しないことによる衝突確率の減少効果より交通量増加による衝突確率の

増大効果が大きいためである。ただ，現状の航路は水深の面で大型船舶の航行が制約されη・ると考えら

れるため，本結果から逆に，航路凌諜による航行制約の緩和がもたらす衝突確率の減少の程度を推定する
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こと力河能である。

　なお，ここで述べた最大船型規

制の効果，P，先に述べたσωを小さ

くすることの効果から，航行速力

の小さい小型船舶とそれ以外の船

舶とを分離し，新たに通行帯を設

置したり小型船舶が航路側端を航

行することを推奨することも，航

行安全性を向上させる施策の1つ

として検討されるべき余地が生じ

てくる。

6－4結　　語

　航路計画において航路の評価を

行う際，交通事故的海難に対する

航行安全性は航路の混雑度を表す

一つの指標とすることができる。

ある特性を有する航路で，交通量

が増大するほど安全性は低下し，

逆に安全性を一定の水準以上に保

っためには交通量に上限を設ける

必要がある。すなわち，航路の交

通容量は安全性の面からも規定さ

れる。

　しかしながら，モデルの特性や

操作性の点から，航行安全性が航

路計画の計画変数と十分詳細に対

応づけられていたわけではなかっ

た。本研究はこの点に留意して第

3章で開発したモデルを用い，特

に，航路整備と航行規制が航行安
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　　図6－16　最大船型規制効果と平均船型との関係
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全性の向上にいかに寄与するかに着目して解析を行なったものである。得られた主たる結果を以下に示す。

　（1）衝突確率は，航路の単位時間交通量の幕乗にほぼ比例する。その指数は航路幅に依存しない一定

　　値であり，交通量が1．5倍になると衝突確率は1．6～1．75倍に，交通量が2倍になると衝突確率

　　は2．2～2．7倍となる。

　（2）衝突確率は，船舶交通流を構成する船舶の船型分布の対数平均および対数標準偏差の幕乗にほぼ

　　比例する。

　（3）方向別佼通量比ならびに航路境界条件と衝突確率は密接な関係にあり，方向別交通量比の変化が

　　衝突確率に与える影響は一概に規定できない。方向別交通量比が0．5に近い場合，航路中央分離表

　　示を設置することにより衝突確率は著しく小さくなる。

　（4｝衝突確率は航路幅の幕乗にも比例する。従って航路の拡幅は衝突確率を減少させ，たとえば，航

　　路幅を2000mから3000mにすると，交通量が50％増加しても現在と同程度の航行安全性を確保で

　　きる。

　（5）一方向の交通量が他方向の交通量に比べて卓越する場合（λ＞0．5）その比率に応じて中央分離表

　　示を変移させることが衝突確率を減少させうるうえで有効となる。この効果は，航路側方に航行余

　　裕水域を有する航路で特に顕著となる。

　（6）航行船舶に最高速度制限を課することは衝突確率を小さくする効果があるが，制限値を10ノット

　　以下に設定することはかえって逆効果を招く。船型構成分布のばらつきが大きい航路ほど，この制

　　限は効果的である。

　（7）最大船型の規制も最高速度制限と同じく，船型構成分布のばらつきが大きい航路ほど有効となる。

　　ただし，これは最大船型を越える船舶の分担している輸送量が，他航路ないしは他の輸送機関に転

　　換すると仮定した場合に限る。この輸送量を航行可能船舶が分担すると仮定した場合は交通量増大

　　効果の方が卓越し，かえって衝突確率は大きくなる。

　⑧　航路凌漂により大型船の航行を可能とし，これが結果として交通量を少なくするならば，衝突確

　　率は減少する。

　以上の解析を通じて，衝突確率は種々の特性と密接な関連を有し，ある施策が有効か否かをそれのみ

では一概に論じられない場合も少なくないことが明らかとなった。したがって，今後は航路整備や航行

規制を単独で実施することにこだわることなく，これらを適切に組み合わせ，いかにして効果的なもの

とするかの選択が重要となってくる。

　また，以上の結果は，同時に，航路施設計画面からの航路の改良効果と航路利用・管理計画面からの

航路の改良効果を統一的に評価しうる評価指標として，船舶衝突確率が有用であることを明らかにする

ものでもある。
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これまでに提案されてきた航路計画の評価指標としては洗に述べたものの他にも待ち時間1°）や安全

係数11）が用いられている．・れらの指標に加え，本モデルで提案したよう按錐を示す指標も臓こ

航路の評価に用いることができる。今後，これらの指標間の関係を明らかにし，総合的な航路計画に用

いられるようにする必要がある。
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第7章航路における船舶衝突事故損失の評価＊

7－1概　　説

　衝突事故がもたらす損失は船主や荷主のみならず，環境の汚染や交通機能の阻害を通じて極めて広範

囲にわたり，その損害額も予想を越えるものがある。航路における航行安全性の確保の必要性が叫ばれ

て久しいが，航路計画面から十分な対策がとられているかといえば，必ずしもそうではない。その理由

の1つとして，どの程度までの対策を講ずることが望ましいかについての基準が明確でなかったことが

指摘される。そして，このことは主として，航行安全対策がもたらす便益すなわち低減することが可

能な衝突事故損失を把握することが困難であったことに起因している。

　第5章で述べたように，本研究で提案する航路計画の方法論はリスク・費用・便益法に基づくものであ

るため，リスクとしての衝突事故危険度を貨幣タームに換算する必要がある。このことは，迅速性や快

適性といった航路のサービス水準を規定する他の要素と衝突事故危険度を比較するためにも有用である。

　ところで，船舶の運航に直接携わる海事関係者の中には「安全性はお金では測れない。ましてやお金

には代えられない」との意向も見られるようである。しかしながら，「利潤とは危険負担に対する報酬

である」とのKni餉～）の言葉を持ち出すまでもなく，貨物を輸送することによる利潤が事故に遭遇する

危険よりも大きいと判断するからこそ彼らは航海を行うのであり，暗黙裏に両者を比較しているのであ

る。また，全ての船舶が海上保険に加入している事実を考えれば，船舶運航者は期待金額を計算してい

ることにもなる。以上のことから，本研究では，衝突事故危険度の尺度として事故によりもたらされる

期待損害額を採用する。ただし，ここで注意すべきことは，期待損害額の単位を何にとるかである。本

研究は，衝突事故危険度を減少させるための投資の効果を，投資額とその投資により減少する衝突事故危

険度の両者から明らかにし，航路計画の基礎情報とすることを目的としており，その際，リスクの減少

分を年間期待損害額の減少分として測定しようとしている。しかるに，年間期待損害額は年間トリップ

数や1トリップ当たりの事故確率によっても異なることから，まず1件当たりの事故損害額を明らかに

し，これに1トリップ当たりの事故確率と年間トリップ数を乗じることにより，年間期待損害額を算出

すべきと考えている。さらに，1件当たりの事故損害額は衝突した船舶双方の船型により大きく異なる

ものと推測され，当該航路の船型構成いかんによって船型対別衝突確率もまた大きく変わる。それゆえ，

事故損害額としては，これまでのように個々の衝突船舶の船型によって整理した船llllBIJ期待損害額では

なく，衝突した船舶双方の船型の組み合わせによって整理した船型対別期衛員害額を知る必要がある。

一方第3章および第6章で示したようにOSHICOP一モデルは船型対別にも衝突事故確率を推定でき

＊本章の一部は文献1）として発表している。
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るように構成されている。したがって，以下で求めるべき損害額の単位は「事故1件あたりの期待損害

額」となる。

　以上，本章で算定すべき衝突事故損失の概念が明らかとなった。続く第2節では船舶の衝突事故を取

り扱った従来の研究を紹介する。さらに，衝突事故損害額を構成する費目を第3節で抽出し，第4節で

海難調査データに基づく損害額の算定を行う。

7－2事故損害額の推定に関する従来の研究

　海上交通における事故損害額の推定に関する研究はそれ自体あまり見当たらないのが実状である。こ

れは，事故の全体的な傾向よりも個々の事故の特殊性にまず目が向けられがちであったこと，および，

海上交通における事故の問題を費用便益分析の観点から取り扱う必要性がさほど重要視されていなかっ

たためと思われる。

　σRathaille　and　Wiedemann3）は，海上交通管理システム導入の是非を検討する際に，船体や積荷，人

命，環境汚染といった海上事故による損失とシステム導入に要する費用とを比較する必要があるとの認識

のもとに，重大損傷を伴った衝突と乗り揚げ事故のデータを用いて，油汚染の社会的費用と海上におけ

る死亡のコストを推定している。しかしながら用いたデータ数力沙ないことから，提示されたものは見

積もるべき損害額の下限値であり，交通管理システム導入に伴う費用と便益の適切な経済的評価を行な

うことの必要性を主張するに留まっている。

一方，Gi・iakis4）は，1975年力・ら1978年までの4年間｝・わたるLl。yd、　C。、ual、y　R。、。，n，とLi。，，．

pool　Underwriters　Assosiationの資料から，火災・衝突・乗り揚げ・浸水などの事故種鋤llに船体

・積荷・人命に関する損害額をかなり詳細に整理しているが，船型別の対応づけがなされていないため，

本研究の目的に沿うものとはなっていない。

藤井5）は船と船との衝突瞳点を置・・て解析桁。ている．その際船型対s、Jの損害率なる総を新

たに導入し，既往の事故データより実験式を導き出している。　この概念は船型対別損害額の推定に非

常に有用なものとなるが，ただ損害率算定の際に船型別要救助率を考慮せず平均的な要救助率を用いて

いるため，大型船になるほど損害率を過大推定するという問題点を有する。

　さらに，船Z＃11Bl」要救助率の実績値を用いて上述の藤井による結果を再補正した稲垣6）の推定値も，大

型船相互間の衝突事故損害額が船価に比してなお若干大きいようである。これは，推定の基礎となって

いる藤井の研究で用いられている海難調査データが1969～71年のものであるため，船型構成に占める

大型船の比率が現在のように大きくなく，したがって大型船相互の衝突そのものが数少ないものであっ

たことにも起因すると考えられる。

　以上，既往の研究は，　上に述べた問題点の故に，7－1で述べた航路計画のリスク便益分析に直接
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適用することが適当でない。したがって本研究では新たに既往の事故データを収集し，これを解析する

ことによって，船型対別平均損害額を算定することとする。

7－3　衝突事故損害額を構成する費用項目

　衝突事故がもたらす影響がどのように波及してゆくかを大略的に示したものが図7－1である。この

ように，ある原因から生ずる結果を順にたどることによって損害の種類，帰属主体，さらには損害の程

度を網羅的に列挙することが，広範囲にわたる多様な影響の全貌を把握する際には有効な方法となる。

本来はしかる後，列挙された個々の損害項目とその損害が生起する確率を対応づけ，その期待値をとる

ことによって，当該種類の事故がもたらす期待損害額を算定すべきであるが，こと海難に関しては，サ

ンプルサイズを規定する事故件数と比べて損害項目の数が多いため，上述の方法を可能とするだけの十

分な生起確率を算定することは実際上極めて困難である。これは，そもそも衝突が稀現象であることに

加えて損害の波及が広範囲にわたり，かつ，その程度が水域利用状況や海象など事故をとりまく環境条

件により大きく異なることに起因している。そこで本研究では個々の項目ごとに損害額を算定すること

は行わず，図7－1に示した損害項目を，その帰属先に着目することにより表7－1に示すごとく分類

図7－1　船舶の衝突がもたらす影響の波及
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表7－1　被害項目の分類と列挙

被　害の種　類 具体的な被害項目

事故船自体にかかわる被害
@　（人や積荷も含めて）

・人の延着　　　　　　　・船自体の損傷・積荷の被害　　　　　　　・船員送還，交替費用・人命の被害　　　　　　　・救助作業に伴う費用・船体の引き出し費用　　　・船舶の財物に関する責任　　　etc．

影響を被る他の船舶の被害額

i違約金＋船費の増大＋新たな

ﾗ役の手配にかかる費用）

・人，積荷の延着

E迂回による船費

E新たな荷役による費用

E離路のための余分の費用　　　etc．

環境対策費（事故処理費用）

・火災の消火費用　・水質汚濁過怠金　・美観の破壊による被害・油その他による汚濁水面清掃費用　　・日常生活への不都合・生態系の破壊による人間生活への被害（漁民，一般人）・海産物，漁網，定着物，可動物等に加えた被害　　　　　etc．

経済的活動に波及する種々の

ｪ野の被害

・原材料の在庫不足がもたらす費用

E製品の保管費用　　　　　　　etc．

し，それぞれの分類に含まれる損害の総額を知ることにより，事故による損害額を把握しようと試みる。

　表7－1のうち，事故船自体にかかわる損害に関しては海難調査票を，環境対策費に関してはP．　1．

保険（Protection＆Indemnity　Insurance：船主責任相互保険）の支払い実績を調べることなどによっ

て，ほぼ該当する各項目に対応する損害額を知ることができる。しかし，RI．保険の最近の支払い実績

資料を収集し，100件程度のデータを抽出して予備的な検討を行ったところ，環境対策費の額は極めて

広範囲にわたり，とりわけ周辺水域の利用状況（主に，エビなどの高級魚の養殖場の存在）に大きく依

存していることが明らかとなっている。そのため，何をもって平均的な環境対策費とみなすかについて

の議論をさらに行うことが必要であり，また，水域利用状況をいくつかの要因で特徴づけようとしても，

収集可能なサンプル数とそれに規定される推定精度の面からの制約もあるため，これについては今後の

研究に待つところが大きい。あるいは，このような統計的な整理結果を用いるよりも，計画対象とする

航路の利用実態に類似した水域におけるデータを用いてそのつど詳細な検討を加える方が実際的である

かもしれない。したがって，環境対策費に関しては本研究で特に解析を加えることをせず，今後の検討

にゆだねることとする。

　一方，事故による航行制限などによって他の船が遅延を余儀なくされ，これがために新たに発生する

損失については，日本海中部地震発生時における秋田港の港湾機能停止影響調査資ぱ）を検討した結果

特殊な例を除いて数日程度までの入出荷の遅れはほとんど在庫でカバーすることが可能であることがわ

かっていること，ならびに運送契約には通例，荒天などに起因する相当程度の遅れがあらかじめ見込ま
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れていること8）などから，事故船自体や環境に関する損害に比べて影響は小さいものと判断し，今回は

測定の対象に含めないこととする。

　以上の検討より，本研究では事故船舶の船体と積荷の損傷により生ずる直接的な損害をもって，衝突

がもたらす損失とみなすこととする。これは，衝突事故損失を実際より若干少なく見積もる結果となる

ため，航路整備の代替案選択に際しては，整備水準を低めに設定する方向にはたらくことに注意を払っ

ておく必要がある。

　さて，衝突事故損害額の大きさに影響する要因として船型，船価，船齢，船の用途，船や積荷の損傷

程度積荷の種類，積載率，船の材質，などが考えられる。

　上記のうち本研究では衝突をおこした双方の船舶の船型の組合せのみを明示的に扱い，その他は平均

的に扱う。これは損害額に対する船型対の寄与率が高いこと，航路整備と航行規制の導入により，船型

対別の事故確率が大きく変化することが予想されること，および船価，船齢などは，短期的に変動する

性質のものではなく，操作力河能なわけでもないといった理由によるものである。

7－4事故船舶に係わる直接損害の推定

　算定のための基礎資料として，昭和56年1月から昭和59年12月までの海上保安庁海難調査データ9）を

収集した。本データには，事故船舶の諸元と事故を取り巻く諸条件に加えて船体と積荷に関する損害見

積り額が記載され、現在のところ本研究で用いる資料としては最も適切なものと思われる。

　まず，総トン数5トン以上の船舶のデータの中から，衝突対象物が（岸壁や浮標などでなく）船舶で

あるもののみを抽出した。これは，総トン数5トン未満の船舶のほとんどが漁船とプレジャーボートで

あり，本研究で対象とする航路には少ないためである。次いで，事故発生時刻や発生水域ならびに相手

船用途などを手掛りとして各船舶に衝突した相手船を捜し出し，対応づけを行った。対応づけが可能と

なった衝突事故のうち，双方の船舶の総トン数とも5トン以上である衝突事故は950件である。表7一

表7－2　解析に用いた衝突事故のサンプル数

　　　　　　　OpPonent　Ship’s

@　　　　　　　　　　　　　　Size々’

b㎝cemed　　　　　（Gτ）
rhip’sSize々（GT）

　～3000

i〃＝5）

3000～500
iカ’－4）

500～100

i々』3）

100～20

i〃＝2）

20～5

i々＝1）

5～20　（々＝1） 35 36 90 29 42

20～100（々＝2） 38 29 66 49

100～500（鳶＝3） 117 119 140

500～3000（カ＝4） 59 35

3000～　　（々＝5） 66
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2に船型対ごとのサンプル数を示す。事故

1件ごとの直接損害額は，先に述べたよう

に，双方の船舶の船体損害見積り額と積荷

損害見積り額の和として求めた。衝突事故

1件当たり船体と積荷の損害額の単純平均

は，それぞれ約2890万円と約1020万円と

なり，全ての船型についての平均的な直接

損害額は約3900万円と推定される。船型

対別の平均的な直接損害額を図示したもの

が図7－2である。

000

oo

10

7－5　結　　語

　船舶の衝突事故は人命の損失以外にも多　　　　　110　　　　20　　　　　50　　　　100　　　zoo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■一一ロー〈一）．（tl－■〉一司tl声一＿＿一＿＿＿
大な経済的損失をもたらす。この損失を可　　　　　k＝1　k＝2　k＝3　　　k＝4　　　　k＝5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ship　Length　　L　　（｜1｜）
能な限り小さなものとすることを目指して，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図7－2　船型対別平均損害額
これまで種々の航路整備や航行規制が行な

われてきた。その際，損失の減少により得られるものが損失の大きさをコントロールする費用より大き

いことが計画の必要条件の1つとなり，計画案がこの条件を満たすものであるか否かを検討しておくこ

とが要請される。

　これを可能とするための基礎として，本章では衝突事故がもたらす経済的損失の算定を行なった。得

られた結果は以下のようである。

（1）算定すべき事故損失の概念に検討を加え，第5章で提示した計画方法論に沿いうる衝突事故危険度

　を表す尺度として期待損害額が適切なものであることを示した。

②　衝突事故損失を構成する費用項目を列挙し，船体および積荷の損傷による損害と海洋汚染による損

　害が主たるものとなることを指摘した。このうち，後者については損害額が事故発生水域の特性に大

　きく依存するため，計画対象航路の特性に応じてそのつど予想される損害額を推定することが実際的

　であり，前者については航路ごとの船型構成の違いと事故率推定モデルの特徴を考慮して双方の船舶

　の船型の組み合わせごとに整理すべきであることを述べた。

（3）海上保安庁による海難調査データを収集・整理することにより，船型対別直接損害額を算定した。

　これを全船型の平均値でみた場合，衝突事故1件当たり，平均的に約2890万円の船体損害と約1020

　万円の積荷損害，合計約3900万円の損害が生じていることが明らかになった。

kl＝4

k’＝5

汲戟≠R

汲戟≠Q

kl＝1
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第8章航行シミュレーション・モデルを用いた

　　　　　航路における混雑費用の評価＊

8－1概　　説

　航路における交通混雑は，これまでに述べた航行安全性の低下による事故損失の増加以外にも，さ

まざまな損失をもたらす。この損失は，迅速性・経済性・快適性の低下によるものなど数多くの要素か

ら構成されるが，なかでも遅延により新たに生じる損失がその大部分を占めると考えられる。ところで，

航行安全性の向上を目指して行われる航路整備は，同時に交通混雑をも緩和し，混雑に伴う遅延時間を

も短縮することが期待される。遅延時間の短縮による損失低減効果は船舶1隻のみでは僅かなものでし

かないが，当該航路を航行する船舶全体では無視しえないほど大きなものになると思われる。そこで，

事故損失と同様に航路整備計画策定上の基本となる構成要素として，遅延によりもたらされる損失につ

いても検討しておくことが要請される。

　ここで，混雑による遅延に伴って新たに発生する費用を“混雑費用”と呼ぶことにする。さて，後程

述べるが，半日や1日でなく，数分から数十分程度の遅延によって発生する混雑費用は遅延時間の長さ

に応じて増加するものが多い。そのため，以下では混雑費用を単位遅延時間当りの損失（費用）と総遅

延時間の積によって算定しうるものと考える。これは，航路計画の操作変数を変更することによる遅延

時間の変化が混雑費用の変化に直接反映されると見なすことを意味している。そこで，第3節では，まず

航路整備がもたらす混雑緩和の効果を定量化するため，航路諸元と交通流特性から航路の通過に要する

航行時間を推定するシミュレーション・モデルを開発する。また，第4節では船舶の単位時間当りの混雑

費用を算定する考え方を示す。この両者を知ることによって航路整備によりもたらされる混雑費用の低

減，すなわち利用者便益の増加分を知ることができる。

8－2　航路における混雑費用を扱った従来の研究

　航路における混雑費用を直接の研究対象とした研究は著者の知る限りでは見当たらない。概説でも述

べたように，本研究では，混雑によりもたらされる遅延時間と単位遅延時間当りの費用増分とから混雑

費用を算定する方法をとる。そこで，以下では航行船舶の遅延時間（ないしは航行時間）の推定と，時

間損失の定量化のそれぞれに関する既往の研究を概観する。

　に）遅延時間の推定に関する既往の研究

　航路上で混雑によりもたらされる船舶の遅延時間を推定する研究は，解析的方法によるものとシミュ

＊本章の一部は文献1）～3）として発表している。
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レーションによるものの2種類に大別される。

　解析的方法に分類されるものとしては以下のものがある。

　　①　山田・田中の研究4）

　　　　交通流が定常な状態（船型構成と，船舶密度がほぼ一定で，単位時間あたり追い越し，回避等の

　　　動作回数もほぼ一定の状態）にある場合を想定し，これらの船舶が他船や障害物等によって影響を

　　　受ける強度割合を超幾何分布で近似して船舶の通過所要時間を解析的に求める方法を提案したも

　　　のである。この方法では，速度の期待値や通過所要時間の期待値などが船舶密度の関数として得

　　　られるため，船型構成が変化しないならば異なった交通量に対する通過所要時間を推定すること

　　　ができる。しかしながら，方法の提示に留まり，現象説明力についての検証がなされないため，

　　　その妥当性については不明である。

　　②喜多・長尾の研究5）

　　　　輻綾状態にある交通流を対象として，船舶の遅れを最低速船への追従によるものと，混雑のた

　　　め最低速船が自由速度で航行できないことによるものの和ととらえ，後者を集団到着待ち行列系

　　　の待ち時間に対応づけることによってこれを推定しようとするものである。輻鞍の程度が高い場

　　　合にはシミュレーション結果と比較的良好な対応を見せているが，交通量が少なくなるにつれて

　　　やや過大推定となる。

　シミュレーションによる方法はさらにマクロ・シミュレーションとミクロ・シミュレーションに分け

られる。

　マクロ・シミュレーションは，海域をいくつかのブロックに分け，個々のブロックに通過所要時間と

ブロック内に同時に存在することが許される隻数を与えることによって，船舶が一連のブロック上をつ

ぎつきに通航してゆく挙動を記述するシミュレーション・モデルである。代表的なものには以下の研究

がある。

　　①木俣・石崎の研究6）

　　　　ブロックとレーンに分割されたモデル航路を，前方と側方の避航領域を確保しつつ，必要に応

　　　じてレーンを変更しながら前方のブロックへと船舶を進めて行く，Time　Slicing方式とEvent

　　　Sequα1c副方式の複合型としてのシミュレーション・モデルである。システムの状態を記述する

　　　特性値として，期待通航所要時間（自由航行に要する時間）からの遅れを採用している。モデル

　　　の妥当性については特に言及されていない。

　　②奥山の研究7）

　　　　船舶の交通路をリンクとノードの連なりからなるネットワークとして表現する。各々のリンク

　　　とノードに，そこを航行する船舶のタイプに応じた通過時間の分布とそのリンクもしくはノード
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　　　上に存在し得る船舶の最大隻数を与えておくことにより，経路毎に与えられている確率分布に従

　　　って発生する船舶が，ノードからリンクへ，リンクからノードへと次々に経路上を進んで行く。

　　　モデルの妥当性については，シミュレーション結果において待った船の割合が同一海域における

　　　実態観測結果から得られる避航船舶の割合にほぼ一致することをもって，その根拠としている。

　　　通過に要する時間の自由航行時間からの遅れは各リンク・ノードでの待ち時間の和として与えら

　　　れる。

　一方，ミクロ・シミュレーションは，あらかじめ与えられているそれぞれの船舶の操縦性能と運航判

断基準に従って，変針や増減速を行なわせながら船舶を航行させることにより，海上交通を忠実に再現し

ようとするシミュレーション・モデルである。代表的なものには以下の研究がある。

　　①杉崎ほかの研究8）

　　　　船舶の航行速度に応じて変化する避i航領域と運航者から抽出した運航基準に基づいて，Time

　　　Slici㎎方式により船舶の動きをシミュレートしている。船体運動は野本の一次系運動方程式を

　　　基礎としている。モデルの妥当性に関しては検証されていない。

　　②山田・田中の研究9）

　　　　従来の大型電子計算機を利用したミクロ・シミュレーションモデルにおいて操船判断を行なう部

　　　分と交通流制御を行なう部分とを実際の人間オペレータに置き換えた，いわば人間一機械系を構成

　　　要素とする制御システムで，これらの人間オペレータに，周辺水域の状況や交通制御などに関す

　　　る情報を与え，逆にオペレータから選択された操船レベルに関する情報を受け取るというやりと

　　　りを繰り返してシミュレーションを進めてゆくものである。

　　③海上保安大学校海上交通工学研究会の研究10）

　　　　避航開始領域と避航領域の2つの概念を用いて避航の必要性の判定とその時機の設定を行い，

　　　状況に応じて予め設定された避航操船パターンの中から1つを選んで避航を行わせつつシミュレ

　　　ーションを進めるモデルである。陸岸に対する認識に関してもモデルに組み込まれており，得ら

　　　れた航跡と実際の航跡とを対照することによって現象説明力を検証している。

　②　時間損失の定量化に関する既往の研究

　航路上での混雑に起因する遅延損失を定量的に算定しようとした研究はまだない。この理由は，航路

における交通混雑がかってはさほど顕著ではなかったことに加え，船舶1隻ごとに見た場合の遅延時間

は僅かなものに過ぎず，航路を通過した後に若干のスピードアップをする事によって容易に回復できる

ものとのイメージが強かったためかと思われる。ところで，現在のような整備が進められる以前の港湾

ではバース待ちによる船混みが大きな問題となっており，最も効率の良いバース数を算定しようとする

研究が盛んに行われていた。そして，この研究の一環として船舶に待ちが発生した際の損失を算定する
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　　　　　　　11）～13）
試みが見られる。　　　　　　　　　　　しかしながら，航行時と停泊時では必要となる費用に異なる部分があるため，

そのまま用いることができない。

　一方，海運経済の立場から，船舶の保有ならびに航海に要する費用に関する検討もなされているt）’　iの

しかるに，この方面からのアプローチでは，ある特定の船型の船舶を取り上げて具体的に積算している

ことが多いため，本研究の目的に即した結果は必ずしも得られない。

　　　　　　　　　　　16）　これとは別に，長尾ほか　　　　　　　　　　　　は荒天のため港外避泊を強いられる船舶の週拍費用を算定している。ここ

では，避泊費用が船型別に求められ，さらに避泊費用を構成する個々の費目ごとにその算定式が示され

ているため，航路上における遅延によりもたらされる時間損失に関係する費目を分離することが可能で

ある。

8－3本研究で用いる航行シミュレーシン・モデルの概要

　8－3－1　本モデルの考え方と基本構造

　航行シミュレーション・モデルに限らず，一般に，モデルは，その目的とするところを最もよく達

成するように組み入れる要因を取捨選択し，検討の対象とする挙動の記述に過不足が生じないように構

築される。したがって，異なる目的に転用する際に，効率性や現象記述の精度といった面で適切さに欠

ける部分が生ずる場合がある。前節で紹介した既往のシミュレーション・モデルは，航行ルートが複雑

に錯綜している水域において局部的な輻綾度を求めることを目的とするもの，あるいは，大角度転舵や

逆転制動を必要とする危険な状態が航行中に生じる頻度を求めることを目的とするものなど，そのほと

んどが本章で要請されている“航路特性や交通特性の変化に伴う航路通航所要時間（航行時間）の変動

を求める”という目的とは異なるものを第一義的な目的として構築されたものである。このため，本章

の目的に照らすと，検討すべき航路特性や交通特性の変化が結果に十分反映されてこないといった問題

点，あるいは詳細な感度分析を行うことが実際上困難となるほどの長大な実行時間を要するといった問

題点が生じてくる。

　このような背景から，以下に述べるシミュレーション・モデルは対象とする航路を通航するのに要す

る航行時間を簡便に推定することを目指して開発された。モデルの基本的な考え方はミクロ・シミュレ

ーションに分類されるが，これまでのミクロ・シミュレーション・モデルと大きく異なる点は，従来の

モデルで長い演算時間を必要とする最大の原因であった操船判断のプロセスと船体運動の記述を，先に

述べた目的にそぐわないという意味での支障が生じない範囲で大幅に簡略化したことである。すなわち，

坪均的な避航挙動の結果として生成される「避航領域」の中に船舶が進入するか否か”のみをもって

避航の判断を下すものとした。また，避航時の船体運動も平均的な変針避航を行った際の船体運動に概

ね対応しているものの瞬間的に回頭を完了し，回頭と回頭の間は直進するという大胆な単純化を行なっ
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ている。しかしこのような簡略化を行なったにもかかわらず，航行時間に関してはほぼ満足な現象説明力を

備えていることが後に示される。

　このモデルは，図8－1のフローチャートからも理解されるように，ARRIVE，　ENTER，　SEAR

CH，　STATUSと名づけられた4つの主要な副プログラムと，これらを統合する主プログラムから構成

されている。このうちARRIVEは航路入口へ列着する船舶を所与の交通特性に応じてシミュレータの

中に発生する機能ENTERは到着した船舶をある規約に従って航路内へと進入させる機能，　SEARCH

は進入した船舶の航路内における時々刻々の挙動を決定する機能を有する。これら3つの副プログラム

により船舶の挙動はシミュレートできるのであるが，さらに副プログラムSTATUSにおいて種々の識

別番号を各船舶に付与し，航路に進入させた全船舶の航行位置を探索・記録することによって，SEAR

CHとENTERの効率化を図る。記録された全船舶の航行位置に関するデータはシミュレーションが所

定の時間実行されて終了した後付加された副プログラムTOUKEIから必要に応じて参照され，個々

の船舶ごとの航行時間や遅延時間，あるいはその平均値が計算される。また，平均避航回数や平均追従

時間比といった混雑の程度を記述する他の指標をも出力することが可能である。

　シミュレーションは定間隔時間制御方式（Time　Slicing方式）をとり，航路は任意の形状のものを

設定しうる。航行船舶の交通特性としては，交通量ならびに船型構成や速度構成などを特徴づけるパラ

メータを操作することができるが，航過方向は現在のところ一方向のみであり，二方向流や横断交通流

を扱いうるモデルにまでは拡張していない。

　シミュレーションを進めてゆく最小の時間の単位を1クロックタイムと呼ぶことにする。クロックタ

イムはこれまで，多くの場合，挙動記述の精度（クロックタイムが短いほど詳細な記述が可能となる）

とシミュレーションの計算時間（クロックタイムが長いほど同一シミュレーションの計算時間が短縮さ

れる）とのトレード・オフを最も良く満足する時間間隔として設定されてきたが，本シミュレーション

・モデルは簡略化の結果計算時間にさほど注意を払う必要がなくなったため，ここでは実際の操船状

況を念頭において30秒とする。また，航路形状も一様な直線上航路を想定し，航路幅と航路延長のみを

操作変数とする。

　なお，シミュレーション開始時には航路内には船舶は存在せず，開始後に到着した船舶が次々と航路

上を進んで行くことによって徐々に航路が船舶で満たされてゆく。したがって，種々の統計値を得るに

あたっては，シミュレーション開始時から交通流が定常状態となるまでの間のデータを捨て去り，定常

流が実現した後のデータのみを用いるよう留意した。交通流が定常状態となったか否かは，一定の時間

間隔に航路出口に到着する船舶の隻数の変動を見ることにより判別することができる。

　8－3－2　航路入ロへの船舶の到着

　航路入口へ到着する船舶は，到着時刻とその位置，ならびに当該船舶の船舶諸特性により特徴づけら
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図8－1　遅延時間の推定に用いたシミュレーション・モデルのフロー
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れる。第2章で示したように，狭水道等に設置された任意のゲートライン上に単位時間δtの間に至ll着

する船舶の隻数nは，時間交通量Qを平均値とするボアソン分布，

　　　　φ（n）一（Q芸）e’Qbl　　　　　　　　　　－・・…・…（8．・1）

に従う。そこで，時刻t＝Tに（8．1）式で与えられる分布に従うボアソン乱数を発生させ，出た数をも

って時刻TからT＋δtまでの1クロックタイムの間に到着する船舶の隻数とする。これらは時刻t＝

Tに同時に航路入口に到着したものとみなされる。

　到着時の航路幅方向の航行位置xは，次式で与えられる正規分布として2－6－－2で示した航路幅方向の

航行位置分布

　　　　φω一n1。x・パ（σズ）2〕　　　……………（8・・）

　　　　　　　　　σx＝－　7．17　＋　0．105W＋2．168　QL

に従うものとし，到着船舶ごとに正規乱数を発生させて設定する。ここに，Wは航路幅（m），　QLは

L　・＝　35　mを標準船とし，垂線間長Lの比率で重みづけられたL換算交通量（隻／時）である。

　また，船舶長L　thと航行速度Vkの分布は2－6で示したように，

　　　　φ（・）一疏1％・XP〔一÷（ω芸ω）2〕　　・一・…・・……（・・）

　　　　　　　　　ω＝log　101k

φ（Vk）一 `1刀EXP〔t（臨 ｣ゾ〕

　　　　　・r、　・・1・°・291°91°儀＋q52

・・・・・・・・・… @（8．4）

　　　　　　　　　％＝o・2μ％

に従うものとし，個々の船舶ごとにそれぞれ正規乱数を発生させて設定する。

　8－3－3　航路入口への船舶の進入

　本シミュレーションは混雑が生じているような輻綾状態を対象とするため，航路入口に一本の進入待

ち行列を設けている。すなわち，すべての到着船舶は一旦この進入待ち行列に加わる。そして，先頭の

船舶から航路内に進入可能かどうかが判定され，可能であれば待ち行列から離脱して航路に進入すると

いう手続きを想定している。狭水道などに設けられている航路の多くはその入口前面まで比較的広い水

域を有しており，船舶はこの水域から航路入口を目指して航行してくる。このとき航路入口付近で他の
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船舶と接近する可能性が予想されると，一般には接近することによる危険性を回避し，相互の位置関係

の調整を図るためにあらかじめ避航を行うことが見うけられる。この場合，避航は実質的な時間調整に

相当すると考えられるので，この状況を待ち行列としてモデル化していることになる。

　到着船舶は，到着順にまず進入待ち行列の後尾に加わる。（同時刻に複数の船舶が到着する場合は，便

宜上，ARRIVEで発生した順序で加わるものとする）。次いで、待ち行列の先頭の船舶が，到着した航

路幅方向の位置に進入可能か否かが判定される。この判定は後に述べるSEARCHにおける航行伏態の設

定と基本的に同じ内容を有し，航路に進入することが前方を航行する船舶の避航領域に踏み込むことに

ならないならばそのまま進入し，1クロックタイムの間避航すれば踏み込むことが避けられる状態にあ

っては避航しながら進入する。また，前方船の避航領域に踏み込むことなしに進入することが不可能な

場合には1クロックタイム待つこととし，待ち行列に留まる。同様の検討を2番目以降最後尾の船舶ま

で順欠行なって行くのであるが，航路幅方向の到着位置の関係から，待ち行列中の前方の船舶が航路に

進入できないにもかかわらず，より後方の船舶は進入可能となり，先に待ち行列から離脱する場合も生

じる。

　なお，本モデルでは，すべての到着船舶が一旦待ち行列に加わることにしているが，進入待ち状態の

船舶が存在せず，かつ到着時に進入可能な状態であれば即刻待ち行列から離脱するものとしているため，

この場合には実質的な待ち時間は発生しない。

　8－3－4　航路内における船舶航行挙動

　航路内を航行中の船舶は周囲に存在する他船の位置を探索し，次の1クロックタイムの間にとる行動

を決定する。取りうる行動は航海速力による直進（自由航行）と左右への変針避航，および先行船と同

じ速度で追従する減速避航の3種類である。その決定基準は，1クロックタイム経過後も他船の避航領

域に進入することのない場合は直進，そのまま進むと避航領域に侵入してしまうような先行船が存在す

る場合は変針避航，さらに近傍を航行する他船の避航領域に侵入することなく変針することが不可能な

場合は減速というように，避航領域を媒介として順次決定を行う。この際，船舶は航路側方へも逸脱す

ることがないように航行する必要があるため，航路側端を越えるような変針も許されない。

　避航領域は，第4章の検討結果に基づいて，楕円の長径R，と，短径R2の生起確率のP．φ万が近似的

に正規分布，

φ（1～1）
@－　 nt　aR　（∋xy⊃　

〔－@S－　（　Rl≡≡klZ［E｛E1Rl）2〕

　　　　　　　　　1

μR1＝O．125　Ll＋2．5L2－2．6

σR　　＝0．056　Ll＋0・5　L2－3・3

　1
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φ（几）一 ﾅ鴫6Φ〔一÷（芸偶ゾ〕

　　　　　　　　侮＝0・292L1＋5・・83・L・・一・6・・01

　　　　　　　　　σR　　＝0．13　L1＋　1．17　L　2－7．7

　　　　　　　　　　2

に従う確率変量として与える。ここにLl，L2は，

し，大きさが確率論的に定まる避航領域といっても，

・一一・・・・・・・… @（8．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それぞれ先行船と追い越し船の船舶長である。ただ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個々の避航ごとにその実現値が変化するという取

り扱いはせず，副プログラムARRIVEで到着船舶を生成した時点で（8．5）式に従う正規乱数を1つ発生

してパラメータの値を設定し，以後航路を通過し終えるまで，当該船舶の避航領域の大きさはこのパラ

メータと避航に関与する双方の船舶の船舶長によって規定されるものとする。

　時刻TからT＋δtに移行する際の航行状態の決定は，航路出口に最も近い船舶’1”にまず着目し，

これを自由速度で航路と平行に1クロックタイム航行させる。次いで，その次に航路出口に近い船舶

゜2”を自由速度で同様に航行させた場合，1クロックタイム後の位置（κ2，　Y2）が先行船“1”の避

航領域内にあるか否かを，避航領域の径Rと両船の距離Dの大小関係，

1：1欝勘｝
一・………・

i8．6）

D－（X、－X，）2＋（y「y，）2

R・＝（疋…Zvb”＋Rご・in2ψ）

V－・諭一1Yi－y・

　　　　　Xl－X2

により判断する。ここにXl，Yiとκ2，夕2は航路入口境界線をX軸，これに垂直で航路中央を通る直線

をγ軸にとったときの船舶碇1鈴と“2”の位置を示す。直進することが不可能な場合は，避航領域に

進入してしまう先行船の反対側に角度θだけ変針することを考え，上記と同様の検討を加える。これ

も不可能の場合は先行船と同じ側への変針を検討する。　さらに，これとても不可能な場合は減速して

先行船“1’に追従することとし，船“2”に対する航行状態を決定する。そして，この決定に従って

1クロックタイムに進みうる距離だけ船を前方に進める。航路出口から3番目以降の船についても，全

く同じ探索を全ての先行船に対して行なうことにより順次航行状態を決定し，出口から最も遠い（つまり

航路に進入したばかりの）船舶まで1クロックタイム後に到達しうる位置へと船を進ませる。このよう
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にして航路内に存在する全船舶に対する検討を終え，航路入口での進入の可否を検討するため，副プロ

グラムARRIVEに作業を移す。そして，　ARRIVEでの検討が終わった時点で時刻を1クロックタイム

進める。

　8－3－5　モデルの現象再現性に関する検討

　構築されたシミュレーション・モデルの妥当性はさまざまな観点から検討することができる。しかる

に，8－3でも述べたように，モデルは何らかの目的意識の下で作成されるものであるため，その妥当性

は，対象とするものの着目している側面の挙動をいかに忠実に記述しえたかにより判定されるべきであ

る。これまで，海上交通のミクロ・シミュレーション・モデルの妥当性を検討するために行われてきた方

法の1つは，結果として得られる個々の航跡と実際の航跡とを対比する方法1旬であるが，本シミュレー

ション・モデルは混雑に起因する平均的な遅延時間の推定を目的として開発されたものであるため，個

々の航跡に関しては必ずしも実航跡と一致するとは限らない。そのため，ここでは航行実態観測調査デ

ータから取り出した各船舶の船型，航路入口への到着時刻，および到着時の航行速度と航路幅方向の位置

を入力し，出力として得られた各船舶の航行時間を実際の航行時間と比較することにより現象再現性を

検討する方法をとった。本シミュレーション・モデルは，直線上の一方向航路を対象とするものである

ため，比較すべきデータも同様の航路におけるものを用いるべきであるが，この様な条件を満たし，か

つ混雑が生じているような航路における観測データが見当たらないため，航行分離がなされている浦賀

水道航路の中央部分のデータを用いることにした。検討に用いた航路区間は図8－2に示すとおりであ

り，航路延長は5㎞，航路副は1000mである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
　実態観測データ17）は正午から翌日正午までの24時間

に当該航路を通航した北航船で，総隻数は312隻であ

る（航跡の一例を図3－8に示す）。このうち図8－

2に示した区間の入口と出口となるゲートラインA－

A’とB－B’をともに横切って航行した船舶229隻に

対するゲートラインA－A’上での位置と速度，船型

ならびに通過時刻をモデルに入力し，シミュレーショ

ンを実行した。その際観測データは連続した航跡で

はなく2分間隔の航行位置を示す離散的な形態である

ため，航路進入時の速度は航路入口手前の海域を一定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k・

時間内に航行した距離を測定することにより求め，ゲ

ートラインの通過位置と通過時刻は離散データを3次

Spline関数で近似し補間値をとることにより求めた。　　　　図8－2　検討に用いた航路区間
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実際の航行時間はゲートラインA－A’とB－B’の通過

時刻の差から計算し，モデルによる推定値は航路入口

到着時刻（待ち行列に加わった時刻）と航路通過完了

時刻の差として得られる。両者がよく一致しているほ

ど，モデルの現象説明力が高いことになる。ただし，

反航船ないしは横切り船の影響を受けていたり，航路

進入時に避航の状態にあって自由速度で航行していな

いと見なされる船舶航跡は，モデルの前提条件にそぐ

わず検証結果を歪める恐れがあるため，実航跡をあら

かじめ検討することにより取り除くことにした。図8

－4にその結果を示すが，避航を行っていない場合に

も船舶の実際の速度は一定ではなくある程度のばらつ

きが見られることなどを考えると，本シミュレーショ

ンは，航行時間に関する限り概ね良好な現象再現性を

有するものと見なすことができる。

8－4　混雑に伴う時間的損失の費用換算

　リスク・費用・便益分析に基づいて航路計画を策定

・評価するためには，前章で検討した船舶の事故損害

額や航路整備費用と同様に，混雑に伴う遅延によりも

たらされる損失（混雑費用）を同一の尺度，すなわち

貨幣尺度で表しておくこと力泌要とされる。そこで，

本節では，船舶が遅延することにより新たに発生する

費用に関する検討を行う。

　混雑費用を算定するためには，まず混雑費用を構成すると

考えられる費目を抽出しなければならない。混雑費用の構成

費目は，何度も述べたように，本来不要であったにもかかわ

らず船舶が遅延したことによって新たに必要となるものであ

る。これは，

　①　より長い時間の航行を余儀なくされることによって船

　　舶自体が被る運航経費

5

‖ 小

1本

1
ム

1

1

505

引1

翌
脇
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R

（三Σ）

図8－3　実航跡の一例
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図8－4　航行時間の推定値と
　　　　　観損1植との対応
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　②船舶の到着が遅れることに　　表8－1遅延により増加する可能性のある費用項目

　　より港内における諸作業に予

　　定外の作業が生じ，これがた

　　めに余分に必要となる費用

　③貨物の受渡しが遅れること

　　によって発生する費用

に旭1」される。このうち，遅延に伴う運航スケジュールの変更がもたらす営業上の損失や陸上輸送にお

ける不効率の発生といった波及的な損失は極めて特殊な状況（例えば，入港船舶が港湾前面に位置する

航路を日没直前に航行している場合など）の下でしか生ぜず，その算定も多くの前提条件を要するため

ここでは検討対象からはずすこととして，①～③をさらに細かく分類したものが表8－1である。とこ

ろで，航行シミュレーション・モデルで試算しナこ遅延時間は，5㎞のモデル航路の場合，数分から十数

分程度である。このことを念頭において表8－1を見直してみると，混雑費用の費用項目として検討す

べきものは，（1）～（5）およびOO）と考えられる。（1）～（4）を以下では一括して船費と呼ぶことにするが，これ

は船舶を保有しかつ運航可能な状態にしておくために必要な経費であり，航海時間の延長はこのような

経費の浪費を意味する。（5）の燃料費は航海時間の延長分に対して余分の燃料を浪費するためであり，ま

た，ao）の貨物金利は付加価値が急変しないかきり積載されている貨物が延着することにより金利損失を

生じるためである。以下では，上記3費目に関する遅延1時間あたりの費用を算定する。

　（1）船　費

　　　18）
　下條　　　　は，海運中核6社の財務諸表より，1ケ月の積荷重量トン（Z）WT）当たり船費を約1200円（昭

和52年の値）と算定している。船舶の積荷重量トン数は総トン数の約50％増しと見てよいことを考慮す

ると，船型kの船舶のtd時間当たり船費Cs（k，　td）は，総トン数をGTkとして，次のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　td
　　　　Cs（k，　td）　＝1200×1．5×GTk×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　30×24

　　　　　　　　　・＝2．5td　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・…　（8．7）

①船費・運航経費 ②港内作業経費 ③貨物の延着に伴う経費

ω船舶償却費 ⑥水先料 ⑩貨物金利
（2｝船員費 m　曳船料
｛3）保険　料 ｛8）綱取放料

｛4）一般管理費 ⑨貨物料
（5）燃料費

　②　燃料費

　船舶の燃料消費量と総トン数の間には一定の関係が見られる。日本船舶明細書に記載された1000総

トン以上の一般貨物船につい℃　総トン数GTkと1日当たり燃料消費量Fle（トン／日）の関係は，次の回

帰式で与えられている：6）ここに，ρは相関係数である。

　　　　　　　　　　　　　　　　－5Fk　＝43．0－3〔｝．6exp（－8．7×10　　（；Tk）

　　　ρ＝O．　971 ………・
@・（8．8）
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ただし，一般に船型が同じであっても航海速力によって燃料消費量は異なるため，上の回帰にあたって

は，船型が1000～5000Gτの場合は航海速力が10～14ノットの船，5000　G　TL）1上の場合は14～16

ノットの船の資料を用いた。これにより，燃料のトン当り価格をaFとし，混雑によって生じる航海時間

の増分をtd時間とすると，船型kの船の燃料費増分CF（k，　td）は次式で与えられる。

　　　　CF（・・td）一・。昔％　　　　　　・・…・…一（・・）

　（3）貨物金利

　航路を航行する各船舶が積載する貨物の金利損失額は貨物の年利率iと総価額から計算される。すな

わち，単位重量当りの貨物価額をac，積載率をλとし，前述の積載重量トン数と総トン数との関係を用

いると，船型leの船舶に関する積載貨物のtd時間当り金利損失額CI（k，　td）は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　td
　　　　C∬（k・td）＝ac　iλ1．5GTk　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（8．10）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　365×24

として求められる。ここに，積載率2は船舶の積載重量トン数に対する積載貨物重量の比を意味する。

　以上より，結局，船型hの船舶が混雑によりtd時間遅延する場合の損失額q（々，　td）は，

CT（k・　td）　＝（）F（々・’∂）＋Cs（々・td）＋C∫（ん，’4）

として計算される・　　　　　　　　　　　　　　表8－2　船型別混雑費用

　表8－2は各船型ラ

ンクごとの船舶に対し

遅延1分あたりの混雑

費用を計算したもので

ある。ここに（＆7）～

（＆11）式のパラメー　　　　　　（GT）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位は1隻1分当たり　円）
夕の値として表8－3

に示すものを用いた。aF，　acについては神戸港港湾統計（昭　　　表8－3

和57年）に基づいて算出されたもの16）である。

・（8．11）

　　　　費目

D型ランク
ω燃料費 ②船　費 （3｝貨物金利 Uト㈲の合計

～　20 367．5 0．7 0．4 368．5
20、　100 37＆3 3．1 1．7 383．2
100～　500 436．0 16．5 9．1 461．6
500～3000 701．8 84．9 47．2 833．8

3000～ 1579．7 516．2 286．6 2382．5

用いたパラメータの値

8－5結　　語

　航路整備は，航行安全性の向上のみならず迅速性・経済性の

向上といったさまざまな効果をもたらす。これらの諸効果は，本

研究で提案する航路計画方法論の中で，期待費用の低減に伴って生ずる便益として取り扱われる。混雑

4F 82，000（yen／t㎝）

αc 160，000（yen／ton）

λ 0．5　（1／year）

∠

0．1　（1／year）
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費用の低減による便益は，事故損失の低減によるものとともに航路整備がもたらす便益の大きな部分を

占めているため，本章では混雑費用の算定方法に関する検討を行った。検討内容は，混雑による遅延時

間を推算するためのモデルの開発と，単位遅延時間当りの混雑費用の算定の2つに分けて進められた。

以下にその概要を示す。

　（1）船舶の航行挙動を記述する既往のシミュレーション・モデルを概観し，今回開発したシミュレー

　　ション・モデルが有すべき機能に関する指針を得た。

　（2）航路整備ならびに航行規制による遅延時間の低減効果を簡便に推定しうるよう，航路特性と交通

　　特性を容易に考慮しうるミクロ・シミュレーション・モデルを作成した。航行実態観測データおよ

　　びこれと同一条件下で実行したシミュレーション結果から得た航路通過に要する航行時間を比較し

　　たところ，ほぼ良好な現象再現性が見られた。

　（3）遅延に伴い生ずる混雑費用を構成する費用項目を抽出し，それぞれの算定方法を示した。

　（4）港湾統計等から費用算定に用いるパラメータの標準的な値を求め，船型ランクごとの単位時間当

　　たり混雑費用を計算したところ，100～500GTの船舶で約460円／分，500～3000　GTの船舶で

　　約830円／分という値を得た。

　以上の結果を用いることにより，航路整備による混雑緩和効果を貨幣夕一ムで測定することが可能と

なった。次章の数値計算例では，混雑費用の低減によりもたらされる便益が事故損失の低減により生ず

る便益にほぼ匹敵する大きさであることが示される。
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第9章　航路計画の検討手順と簡単な例題＊

9－1概　　説

　幅綾水域における船舶の衝突事故は，航路利用者のみならず多方面にわたり甚大な損害をもたらす。

それ故，航路における航行安全性はできる限り高いものであることが望ましい。また，迅速性や快適性

などの向上も輸送効率の改善等の見地から強く望まれている。しかし，航路の整備には費用を要し，無

限の投資が可能なわけではない。そこで，両者のバランスが最も適切となるような整備水準を探索する

ことが実際的な問題となってくる。さらに，上述の航路の諸機能間の達成度のバランスにも意を払うこ

とが要請される。

　さて，第5章で，リスク・アセスメントの考え方に基づく航路計画の基本的な枠組みを示し，以降の

章でこれを構成する個々の部分システムに関する，より詳細な検討を行った。ここでは，これらの章で

検討した結果をもとに，先に示した基本的枠組みの内容をさらに具体的に記すことによって，航路計画

の手順としてとりまとめる。また，モデル航路を想定してケース・スタディーを行うことにより，数値

的な検討を加える。

9－2　航路計画の検討手順

　図9－1は本研究で提案する航路計画の検討手順を示したものである。図中に破線で示された区分の

うち，（1）は新たに航路計画を策定する必要があるか否かを事前に検討する手順を示し，（皿）は（1）に

おける検討の結果，新たな航路計画を策定する必要が生じた場合に望ましい計画代替案を選定する手続

きを示す。

　まず，計画期間t＝1～Tに至るまでの各年次における計画対象交通流Ftを設定する。　計画対象交

通流は先決的に与える場合もあるが，多くは関連諸港湾の将来貨物量の推計値や船型の変化の傾向など

から推定することとなる。ただし，この部分については研究の蓄積も少なく今後の進展に待つ部分も多

いため，本研究では研究の対象外とし，別途与えられるものとする。

　次いで，計画の対象となる航路の物理的形状と航行規制に関する現在の状態を調査する。ここでは物

理的形状をSp，航行規制をSRと表わすこととし，それぞれの現在（t＝0）の状態を，　SPo，　SRoと記す。

　この3要素（SPo，　SRo，　Ft）を知ることによって，航路諸元に関する物理的な最低許容基準（最小航

路幅など）が満足されるか否かが判断される。ここでの判断基準には，5－－3－2で概観した従来の検討方

法により得られた数値が用いられる。この結果もし現行の航路諸元のうちいずれかが最低許容基準を

＊本章の一部は文献1）として発表している。
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満足しないならば，これを満たすため，新たに航路計画を立てなければならない。基準を満足する場合

は，航行シミュレーション・モデルならびにOSHICOP一モデルを用いて，現況に何ら手を加えないま

まの航路へ計画対象交通流を流した場合の交通流の状態すなわち，ここでは航行時間，Ts　t，と衝突

事故確率，Pc　t，

　　　　1：：蕊：：1：：｝　　　　・（…1）

を推定する。

　もし，予測された将来の交通状態が望ましいものであるならば，それはそれでよく，改めて航路計画

を立てる必要はない。5－2で引用した佐佐木2）が指摘しているのはこのことである。しかし，一般には，

何も手を加えることなく迎える将来の姿は望ましいものではないことが多いため，よりよい姿へと導く

ためにはどの計画代替案を選択し，実施することが良いかを伍）の手順に従って検討することとなる。

　さて，上述の結果として得られる将来の望ましからざる交通の姿を知ることができたなら，これを改

善するためのいくつかの対応策が策定される。これらの対応策の組み合わせ（Spi，SRi）が計画代替案

にほかならない。第6章で得られた計画諸変数と衝突事故確率との間の関連や第8章で示したシミュレ

ーション・モデルによる種々の検討結果を念頭において置くことは，計画代替案群を作成する際に役立

つ。作成されたいくつかの代替案の1つ，（Spi，SRi）に対して，（1）と同様にSpiが最低許容基準を

満足するか否かをまず半1」定する。満足しないならば別の代替案を検討し，満足するようであればOSH

ICOP一モデルを用いて航行安全性に関する検討を加える。この作業では，計画代替案により規定され

る航路特性と交通特性をモデルに入力することにより，当該計画代替案の下で計画対象交通流を流した

場合の船型対別の年間期待衝突件数Nk　k・i　・

　　　　Nkk’t－N姑’1（鋤酬F’）　　　　　　　　　　　　　　一・…・……（9・・2）

が求められる。計画代替案（Spi’SRi　l　Ft）を実施することによってもたらされる船型対別年間期待衝突

件数の減少分，d～Vh　k，、は，（9．2）式に示す現況の航路における船型対別年間期待衝突件X，　Nk　k，，との差

　　　　dNkk・i（Spi・　s・i　1Ft）－Nk　k，。（Spi・s・i　117t）－Nkk’i　（Spi・　SRi　IFt　）……一・…（9・3）

として与えられる。

一方，第7章に示した方法で，船型leとktの船舶が衝突する場合の事故1件当りの平均損害額ICkk，

を知ることができる。したがって，衝突事故に起因する年間総期待損失額の減少分　d　Lc（Spi，S，i　l

Ft）は，船型kとルに関する両者の積の総和，
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　　　　dLc（Spi・s・i　1Ft）＝fる（1・，kh’・1・k’　k）・dN・k・i（Spi，　s・i　IFt）・…一・…・（9・・4）

をとることによって求められる。上述の如き，計画の実施に伴う航行安全性向上の貨幣夕一ムによる測

定と並行して実施する迅速性の向上に関する検討は，次のような手順による。

　まず，航路特性と交通特性を第4章で開発した避航領域同定モデルに入力し，種々の船型の船舶対ご

とに避航領域の大きさの分布を求める。次いで，得られた分布を，第8章で構築した航行シミュレーシ

ョン・モデルにおける航行状態の決定を行う2つの副プログラム，ENTERとSEARCHに組み込む。

しかる後，計画代替案iに対応する航路特性交通特性の下でシミュレーションを実施し，船磐llの遅

延時間Tk　i，

　　　　T・i　一　T・i（Spi’　SRi　IFt）　　　　　　　　　　……………（9．・5）

を出力として得る。そして，遅延時間の短縮分　A　Tk　i（Spi，S．i　I　Ft）を，現行の航路における船19！Bl」

の遅延時間Tk　oとの差，

　　　　A　Tk　i（Spi，SRi　1　Fti　）－Tkl・（Spi，SRi　I　Ft）一　Tk　i（Spi，SRi　I　Ft）　　　……………（9．・6）

をとることにより求める。

　一方，8－4に示した方法により，船型kの船舶が被る単位時間当りの遅延損失ldkを知ることができ

る。当該航路における年間期待総遅延損失の減少分，d　Ldki（Spi，SRi　IFt），は当該航路の船型別年

間交通量をQkとして，次式により与えられる。

　　　　d　Ld・i（Spi・s・i　IFt）－x　ldk・4τ、〆㍉8’馴F’）・Qk　　　…・・…・……（9．7）

これより，現在の航路（SPo，SRo）を計画代替案（Spi，　SRi　）へと改善することによって，航路利用者が

新たに享受する便益Bt（Spi，SRi　I　Sp，，SR，，Ft）カs，次式の定義に基づき算定される。

　　　　Bt（Spi・S．i　I　Sp・，SR・，Ft）－Lc（Spi，SRi　IFt）＋d　Ld（蛎・竜i悟）……………（9・・8）

　他方，航路計画を実施に移すためには計画実施費用，Cc（Spi，SRi　lSPo，SRo），カs必要となる。した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■がって，望ましい航路計画とは，少ない計画実施費用で大きな利用者便益を上げられるものということ

になる。公共事業としての航路整備は多くの場合国民経済的観点に立って行なわれ，この場合，計画の評

価基準として各種のものが用いられている。評価基準の選択に関してはさまざまな議論があるが，ここ

では効率性基準の1つである純便益最大化基準を用いることとする。

　ところで，交通施設は一般に長期間にわたって供用されるものであり，航路計画とて例外ではない。
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そのため，この間に発生し続ける便益と計画期間当初に投入される計画実施費用とを比較することは，

異時点における価値評価となるため，何らかの方法で価値評価の時点を揃えておかなければならない。

その1つが，全ての価値を現在価値に引き戻して相互に比較する方法である。そこで，T年間にわたる

利用者便益の総和をその現在価値Bu（Spi，　SRi　l　SPO，　SRo，　Ft）’に換算しておく必要がある。

　　　　B・（Sp・，…ISp・・・…Ft）一ゑ局（Spi・s・i　lSp。・SR。’Ft　（1＋rs　）t）　一（99）

ここに，rsは社会的割引率を示す。

　したがって，設定した代替案群のうち次式で表わされる国民経済的に見た純便益NBiを最大にするも

のすなわち，

　　　『N8i＝呼｛Bu（Spi，S・i　ISp・・SR…Ft　）一・CC（Spi，S・i　ISp・・SR・）｝

が最も望ましい航路計画代替案として選ばれる。

…　（9．10）

9－3簡単な例題

　前節で示した検討手順を簡単な例題に用いてみよう。

計画の対象となるモデル航路は延長10㎞，

幅員500m，水深20mの一様な形状をした一方

向航路である。航路延長の約40％の長さの区間

は周辺部分まで十分な水深を持つ水域が広がっ

ているが，残りの60％の区間は水深が10mしか

なく，図9－2に示す断面に掘削されている。

N
、も

HID’⇔！
　　　　　’一ノ

m＝5
H＝10m
Dニ20m
L＝IO　ktn

図9－2　モデル航路の断面図

この上を交通量40隻／時パラメータμω＝1．6，σω＝0．25で規定される船型構成（これは，ほぼ現在

の浦賀水道航路におけるものに相当する）の計画対象交通流が航行する場合を想定する。ただし，簡単

のため，ここで操作する計画変数は航路幅員のみとし，他の計画変数は一定としておくものとする。し

たがって，ここでは種々の航路幅員を設定することが計画代替案を作成することに相当する。また，航路

諸元に関する最低許容基準は，本研究の主たる興味の対象ではないため，全て満足されているものと考

える。計画期間（計画実施後の供用期間）は航路の一般的な耐用年数を参考に，ここでは50年3）とし，

その間計画対象交通流は変化しないと仮定する。

　航路と交通流に関する上記の条件の下で，OSHICOP一モデルを用いて船型対別年間期待衝突件数を計

算することができる。図9－3にその1例として航路幅が1000mの場合の結果を示す。以下では，説明

の便宜上，船型を5つのランク（カ＝1，…，5）に分けることとし，図にはこの船型ランクの組み合わ
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せごとに年間の期待衝突件数の計算結果を表示して

いる。船型ランクとそこに属する船舶の総トン数の

関係は表9－1のとおりである。本図より，航路上

における船型対別の期待衝突件数が概ね0．1回から

数回程度であることが理解される。船型別ではk＝

3ないしk＝4，すなわち100　GTから3000GTま

での船舶の衝突危険度が高いように見えるが，これ

は，この船型ランクに属する船舶の全交通量に占め

る構成比率の高さが反映されているためである。

　既に述べたように，衝突事故確率と航路幅員とは

密接な関係がある。そこで，個々の計画代替案，す

なわち種々の航路幅員と年間期待衝突件数との対応

関係を調べたものが図9－4である。この結果は，

当然のことながら，より広い航路幅を有する航路が

望ましいことを示している。

　このようにして得られた航路幅と船型対別年間期

待衝突件数の関係は，第7章で調査した船型対別衝

突事故直接損失額（図7－2）を導入することによ

って船型対別年間期待事蜘員失に変換される。図9

－5の破線は，これらの総和をとることにより計算

される全船型に対する年間期待事故損失と航路幅と

（」

0

Loo

Q＝40
L　＝10．0（km）

ﾊω＝1．60

刀≠O．25

Q＝20

図9－4

　　　　1000　　　　　　1500　　2000　　2500

　　　　Naterway　Width　　N　（m）

航路幅と年間期待衝突件数の関係
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k＝2　　　　k＝3　　　　 k＝4　　　　　 k＝5

　　　Shlp　length　　L　　（m）

船型対別年間期待衝突件数

表9－1　船型ランクと総トン数の対応

船型ランク 総トン数（Gτ）

々＝1 5～　　20

均＝2 20～　100
々＝3 100～　500
々＝4 500～3000
々＝5 3000～

（に

三3

5乙
鴇3

0

L＝ 10．0（km）

ん＝1 ．60

％＝ 0．25

↑

Loss　due　to
rave1－Time 口bla

＼」
、

Expected　Loss

、、
@　　、、
@　　　　　、、、

、一亀、r－一
due　to　Collision

500　　　　　　　　1000　　　　　　　　　　1500　　　　　　　　200G

　　　　　　Waterway　Width　　H　　｛m）

図9－5　利用者の期待費用
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の関係を描いたものである。現行の航路幅で

あるWo＝500　mに対応する損失額と各航路

幅の下での損失額との差が航行安全性の向上

による便益という形で利用者にもたらされる。

　次に，迅速性の向上として利用者にもたら

される便益を算定しよう。図9－6は上述の

条件を航行シミュレーション・モデルに入力

し，種々の航路幅の下での船舶の平均航行時

間を求めたものである。一般に船舶の航行速

50

　　　40（三εよ

03

0

L　エ10．0

ﾊω31．60

（km）

Q＝20
％旨0．25

一一　一　一　　　　一一　　　　一　一 一 一一

Non－Cgnjested Case

500

図9－6

1000　　　　　　　　　　　　　1500　　　　　　　　　　　 2000
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航路幅と航行時間の関係

度は船型が大きくなるにつれて速くなるため，航路上での混雑が甚だしくなるにつれて，大型船が自由

速度に近い速度で航行する小型船に追従する傾向が現れてくる。そのため，全船舶が同程度の速度で航

行しているような場合は，船型が大きな船舶ほど遅延時間も長くなることに注意を払っておく必要があ

る。

　他方，船型ランクごとの単位遅延時間費用は表8－2のように計算される。この結果と船型別坪均遅

延時間，ならびに船翻1」年間交通量から船型別にみた年間の混雑費用が算定され，その総和を取ること

によって全船型に対する年間期待混雑費用が求められる。各航路幅に対する年間期待混雑費用は事故損

失額と共に図9－5に示してあり，この両者から航路幅と利用者費用の関係が実線で示すように対応づ

けられる。

　そしてT年間における両者の和を（9．9）式を用いて現在価値に換算すると，利用者総便益の現在価値

B（1川Wo，　T）が求まる。

　一方，航路改良に要する費用は，図9－2に示すように，航路周辺水域の平均水深から航路底面まで

の掘削深さがH，航路側端の勾配が1：5である台形断面を有する航路を想定し，単位土量あたり掘削費

用をCeとして算定する。ただし，航路幅は一般に当該水路の最狭隣部の幅員によって規定されているこ

とが多く，航路の一部区間を掘削するだけで全体としての拡幅が可能となる場合がある。そこで，これ

を航路全長に対する要改良区間長の比，rL，として表わすこととし，

　　　　Cc（AwI　w。）－Ce（w－w。）HL　rL　　　　　　　　　　…・…・…・…（9・・11）

により与えられるものとした。この時，T年間に発生する純便益NBは，

　　　　AIB（川W。・T）－B（wlW，。・T）－Cc（∠川耽）　　　……・・…・…（9・・12）

として表わされる。図9－7に，航路幅の変更に伴う改良費用と便益および両者の差として与えられる
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純便益の変化を示す。社会的割引率は年間

　　　　　　　　　　　　36％，掘削費用は1000円／mの場合を考え

ている。また，前述の要改良区間長の比は

0．6とする。本図より，設定条件の下では

航路幅を900mとすることが最も望ましい

代替案であることがわかる。ただし，今回

は考慮に入れなかったが，事故による間接

費用も相当大きな額となるものと推測され

るため，実際上，望ましい航路幅はさらに

広くなるものと考えられる。なお，図9－

8に改良代替案の選定に及ぼす社会的割引

率の影響を，図9－9に同じく要改良区間長

の航路全長に対する比率の影響を示してお

く。

9－4　結　　語

　本章では，航路計画における適切な代

替案選択の手順を整理し，簡単化された

計画事例を想定してケース・スタディー

を行った。ここで述べた考え方の最も大

きな特徴は，これまで「安全は何ものに

も代えがたい」として，ともすれば無制

限に追求されようとしてきた航行安全性

を，限度はあるにせよ定量化し，迅速性

を主たる内容とする他の航路機能や計画

の実施費用とのバランスをも考慮するこ

とによって適切な水準が見出せるはずで
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図9－8　社会的割引率が代替案選定に及ぼす影響

あるとするとともに，航路計画の計画変数と航路機能の発揮されている程度を示す指標との関連を明ら

かにしておきさえすれば当該水準を実現するために実施すべき航路計画代替案を容易に探索できると主

張している点にある。また，これまで単なる事項の関連図でしかなかったいわゆる”計画のフロー”を，

各ステップで必要とされる情報と作製される情報を明示的に示すことによって，検討の過程で行うべき
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諸作業の関連が示されている本来の意味

での“計画のフロー”とした点も特徴の

1つである。

　ケース・スタディーでは，この手順の

有効性を簡明に示すために，航路幅のみ

を操作可能な計画変数とする極めてシン

プルな事例を想定し，数値的な検討を行

った。この検討を通じて，以下の諸点が

明らかになった。

　　（1）想定した条件の下では，航路上

　　　で船舶相互の衝突によりもたらさ

　　　れる期待損害額は年間数十億円に

　　　も上り，実際には，これに加えて

　　　人命の損失や海洋汚染などに伴う

50

52
一

　一50
　　　500　　　　　　　　　　　　1000　　　　　　　　　　　　　1500　　　　　　　　　　　2000

　　　　　　　　　　　Waterway　Width　　W　　（m）

図9－9　要改良区間長の比率が代替案選定に及ぼす影響

　　　費用が発生するため，航路における事故損失は予想以上に大きなものがある。

　　②　しかしながら，同時に，この損失は航路の拡幅によってかなりの程度低減可能となる。

　　（3｝同じ条件の下で，混雑による損失は衝突による損失とほぼ同程度にも上り，航路拡幅がもたら

　　　す混雑解消効果も無視できない。

　　（4）航路の拡幅がもたらす航行安全性の向上に伴う期待損失の低下と混雑費用の低下を航路の拡幅

　　　に要する費用と比較し，純便益を計算したところ，想定条件の下では純便益が極大となる航路幅

　　　が見出された。これをもって本研究で取り扱った範囲における最も望ましい計画代替案と見なす

　　　ことができると同時に，一連の検討を通じて，本研究で提唱した方法論と開発したモデルの有効

　　　性がある程度まで示された。

　なお，本ケース・スタディーでは計画変数を航路幅のみとしたが種々の航行規制の実施や航路横断橋

の開口幅決定などに対しても，同様の手順で検討を進めることができる。また，ここでは交通流の状態

を表わす指標として衝突事故確率と遅延時間のみに着目したが，これら以外にももちろん適切な指標が

ある。しかし，その場合でも，新たな指標に関する一連の手続きを，検討手順の中の両者の手続きと並列す

る位置に組み入れることによって考慮することが可能である。
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第10章　結 論

　一般に，システムが整備され効率化される程それに対する利用も高度化し，システムへの依存度も高

まる。このような状況が進展すればするほど，何らかの原因でその機能が停止した場合のダメージは大

きくなる。したがって，利用が高度化し集積が進むにつれて，その機能が常に発揮され機能停止による

損失を被ることのないよう，本来の機能面における効率性のみでなくシステムの信頼性をも高めておく

ことが要請される。すなわち，本来の機能に加えて信頼性をも併せ持ったシステムを具現化するために，

両者をいかにバランスよく高めるか，がシステムを計画するにあたっての主眼となる。

　この意味で，航路計画はその典型であり，貨物や旅客を大量かつ迅速に輸送するという機能と，航路

上での事故に代表される機能停止の発生を防止するための信頼性の双方を効率よく高める方策を探りあ

てることがその内容となる。本研究は，このような観点に立って航路計画の方法論について考察を加え，

その基礎となる海上交通流の挙動を解析した。

　研究は2編に分けて進められ，第1編では海上交通流の解析を，第ll編では航路計画の方法論に関する

議論を行った。ここで得られた主要な成果は以下のとおりである。

　第1編では，冒頭で，交通流を解析する際には結果の利用法を常に念頭に置いておくべきであり，目

的に応じた解析の視点とその方法が存在することを強調した。しかる後，第2章で，まず海上交通流が，

道路交通流と対比して，①運動の二次元性，②操縦性の低さ，③操船に際しての不確実性の大きさ，の

3点で特徴的であることを述べた。また，操船挙動に占める操船者の意思決定行動の割合が極めて大き

いため，交通流を解析するに当たってこの事実に十分考慮を払っておくことの重要さと，確率論的な挙

動記述の必要性を指摘した。そして，第3節以降では，海上交通流の基本的な特性のうち，以下の検討

で必要となるにもかかわらずこれまで明らかにされていなかった，航路上を航行する船舶の方位角分布，

避航開始距離分布，避航船舶の航過距離分布の3つを観測データを整理することにより定式化した。

　第3章は，航路計画において先に述べたシステム信頼性に相当する航路上での船舶衝突事故危険度に

ついて検討したものである。ここでは，海上交通流の全体的挙動の変化が主として安全性の面に反映さ

れることを指摘し，第2章で明らかにした交通流の基本的特性を用いて，一様な航路と横断交通のある

航路，および航路横断橋が存在する航路における船舶衝突事故確率を推定する理論モデル（OSHICOP

一モデル）を構築した。このモデルには，中央分離表示の有無や横断橋橋脚までの緩衝帯幅といった，

衝突事故確率に大きく影響するにもかかわらず従来のモデルでは考慮されなかった航路計画の際の計画

変数が操作変数として豊富に組み込まれているだけでなく，航行船舶の船型構成や速度のばらつき，方

向別の交通量などの変化による影響を，分布形を規定するパラメータを変更するのみで極めて簡便に知
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ることが可能なため，計画代替案ごとの衝突危険度を詳細に検討できるという利点を有している。モデ

ルは良好な現象説明力を有することが検証されており，これで航路計画の実施に伴う衝突事故確率の変

化を予測することが実用上十分な精度で可能となった。この種の既往のモデルと比較して，本モデルが

航路の安全性向上方策の探索と代替案評価を行うための道具として，操作性と現象説明力の点でより適

切であることが示された。また，この種のモデルを作成，検証する過程に存在する問題点についても議

論を加えた。

　第4章では，船舶の避航領域に関する解析を行った。ここでは，避航領域の概念について再考し，こ

れを記述するための記述形式が有すべき要件を提示した。これによって従来より繰り返し行なわれてき

た議論が，概念そのものの定義を論じようとするものではなく，単にその境界をどこに設定するかが主

たる論点であったことを指摘し，避航領域の境界は，これまではそうではなかったのだが，交通流の全

体的挙動の把握やサービス・レベルに応じた実用交通容量の算定といった解析と利用の目的に応じて設

定せらるべきことを強調した。　しかる後，　「避航領域は操船者の意思決定の結果として生成されるも

のである」との著者の考え方を述べ，この考え方に沿って非集計的な避航領域のモデル化を行った。避

航領域の解析は，これまでわずかの例を除いて観測データを統計的に整理したものであり，ここに示し

たようなモデル化は現在のところ他に類を見ないものである。出力の面からこのモデルを見ると，避航

領域を分布として取り扱い，その形状が航行環境と船舶特性によって規定される点が本モデルの特徴と

言える。一定の条件下で試算した結果，従来の提唱値よりやや小さな平均値を有するほぼ正規分布に近

い形状をした側方避航領域が得られている。これについて，著者は，従来の整理値が解析対象の中に非

避航船を含んでいたため，これによる影響を分離しえなかったことがこのような結果に反映されたもの

と考えている。なお，モデル化に加えて，観測データを用いてモデルの妥当性を検証する方法をも開発

した。

　一方，第皿編では航路計画の考え方とその手順に関する検討を行った。第5章では，航路計画の基本

要素を整理すると共に，既往の航路計画の方法論の問題点を指摘した。航路計画の目的のあいまいさ，

航路機能の定量的把握の欠如，ならびに計画変数と航路機能の対応づけの欠如の3つがその主たるもの

であり，これが結果的に，航路計画に合理性の裏付けが十分でなかったこと，および，計画のフローが単

なる要素間の関連図でしかなかったことをもたらした。これを受けて，

　　①航路の機能が発揮されている度合を定量的に考慮した航路計画

　　②航路の望ましさに対する総合的な評価

　　③リスクが存在するシステムの分析と計画

　　④計画対象交通流の概念

　　⑤　航行規制を考慮にいれた航路計画
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という5つの観点から，航路計画の方法論を論じ，リスク・アセスメントの考え方を参考に，航路計画

の方法論に関する基本的枠組みを提示した。

　第6章では，船舶衝突事故確率が航行安全性ひいては混雑の程度を表わす1つのよい指標であるこ

とを述べ，これをもって航路整備と航行規制の評価を試みた。具体的な検討には第3章で構築したOS

HICOP一モデルを用い，航路整備と航行規制に関する種々の方策と衝突事故確率とを対応づけた。検

討結果から，衝突確率が時間交通量および航路幅の幕乗にほぼ比例すること，方向別交通量比ならびに

航路境界条件と衝突確率は極めて密接な関係にあること，などが明らかにされ，さらに，方向別交通量

比が0．5に近い航路で航路中央分離表示を設置することの効果が大きいこと，一方向の交通量が卓越す

る場合には中央分離表示の変移が有効であること，10ノット以下の最高速度制限を設けることはかえっ

て逆効果を招くこと，などの有用な知見が数多く得られた。また，最大船型の制限は，制限船型が分担

する輸送量が他に転換するとした場合にのみ有効となり，交通機関分担の面からも検討を加える必要が

あることなどについても触れた。以上の解析を通じて，今後は航路整備や航行規制を単独で実施するこ

とにこだわることなく，これらを適切に組み合わせ，いかにして効果的なものとするかの選択が重要で

あることが理解された。

　第7章では，前章の結果を他の評価項目と比較するため貨幣換算を行なう方法を示した。安全を貨幣

タームで測ることに抵抗を感じるという意向も見られるが，こと船舶の運航に関する限り，暗黙裏に安

全性と経済性を比較していることがまず述べられ，事故危険度の尺度として適切である期待損害額を知る

ために，「事故1件当りの期待直接損害額」を求めることが本章の目的であることが明らかにされた。

そして，海難調査データに基づいて，衝突に起因する直接損害額を解析した結果全ての船型について

の平均的な額が約3900万円に上ることがわかった。

　第8章では，航路のいまひとつの機能である迅速性に関する検討を行った。ここでは迅速性の指標と

して，航路を通過する際に混雑により被る遅延時間を採用した。そして，航路の特性とこの遅延時間と

の関係を知るために，第4章で開発した避航領域モデルに基づく航行シミュレーションモデルを作成し

た。実績値および同一条件下で求めた計算値とを比較し，航行時間に関してはよい現象再現能力を有し

ていることが検証された。これより，使用の目的によっては簡単な構造のシミュレーションモデルであ

っても実用上十分であることが再認識された。本モデルが現象再現性に優れている事実は，第4章で開

発した避航領域モデルの妥当性を裏付けるものである。また，シミュレーションモデルの妥当性につい

ても言及し，使用の目的に応じて検証の方法や適合性をチェックする指標が異なることを述べた。

　第9章は，第皿編における議論を総合する部分に当たる。ここでは，第5章で提示した航路計画の考

え方に関する基本的枠組みに，第6章～第8章で検討した結果を導入して「航路計画の検討手順」とし

てとりまとめると共に，簡単な例題を通じて検討を加え，その妥当性を示した。
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　以上の検討を通じて，海上交通流の解析と航路計画の方法論に関する著者の考え方を述べた。これに

より，この分野におけるこれまでの研究に若干なりとも新たな視点を示しえたのではないかと考えてい

るが，残された課題も少なくない。列挙すると，

　①交通流特性の解析に関しては，影響要因の数に比べて何といってもデータの量が少ない。したが

　　って，これまで得られた成果の中には，ある程度特殊な状況下に限定されたものもある。これらを

　　明らかにするため更に多くのデータの集積を図り，より普遍的な解析結果とする必要がある。

　②　航路上における遅延時間の推定にはシミュレーションモデルを用いたが，理論面からの解析やモデル

　　化をさらに進め，海上交通流あるいは二次元交通流を対象とする交通流理論の構築を図ることが望

　　まれる。

　③　操船者の行動モデルに関しては効用関数の同定等さらに精緻化を図ることが期待される。

　④　航路計画の対象領域として施設計画と管理・利用計画だけでなく計画の5要素で言うところの構成，

　　即ち，構想から実施に至るプロセスをも取り込めるよう拡張して行く必要がある。

などであり，これらが本研究で成し得なかった課題あるいは本研究を進める過程で新たに明らかとなっ

た今後の研究の方向である。
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主要記号一・覧

　a　：航路側端条件を表わすパラメータ

　B　：船　幅

　D　：衝突直径

fl（1）：避航開始距離分布

ηo苛

：横切り関係において義務船を示す添字

：船舶の総トン数

：行き合いを示す添字

：着目船を示す添字

相手船を示す添字

：無次元化された旋回性指数

：避航開始距離

：限界避航開始距離

船舶長

航路長

出会い2船の航路幅方向相対距離

：着目船が出会い状態となる船舶数

：追い越しを示す添字

　1隻トリップ当たり船舶衝突確率

Pdewc：相手船に対する避航失敗確率

Pe　：基本衝突確率

Pewc　　2船の出会い確率

Pf　：橋脚に対する避航失敗確率

　Q　：時間交通量

　r　：変針避航時の回転半径

R　：操船者が抱く衝突危険度

Rmax：許容最大衝突危険度

Rmin　許容最小衝突危険度

　S　：横切り関係において保持船を示す添字

T　：被追い越しを示す添字

T’　：無次元化された追従性指数

　γ　；船舶の航行速度

W　　航路幅

　X　：航路幅方向の航行位置を示す座標

　y　　航路長手方向の航行位置を示す座標

　δ　　変針時の舵角

　θ　：変針角

　λ　：方匡覗IJ交通量比

μω　：船型構成分布の対数平均

σω　：船型構成分布の対数標準偏差

　g　：航行船舶の方位角

　φ　：航路交差部における交差角

φu（U）　同航時側方航過距離分布のP．d．　f，

φx（X）　航路幅方向の航行位置分布のP．d．万

φg（g）：方位角分布のP．d．　f．

鬼（φ）：船型構成分布のP．d．　f，

　ω　：対数船舶長
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